
 

３ 人口の将来展望 

 

本市の総人口は、出生者数が死亡者数を上回ることによる自然増と、転入者

数が転出者数を上回ることによる社会増によって、これまで順調に増加してき

ました。 

しかしながら、本市人口の自然動態はすでに自然減の局面に入ってきてお

り、また、社会動態についても、本市への主要な人口供給元と考えられる東京

都の人口が減少に転じると推計されている中、次第に転出入均衡へと向かって

いくものと思われます。 

そのため、今後は、現在の人口増加傾向を可能な限り維持していくととも

に、いずれ訪れる人口減少局面に備えていきます。 

また、子育て支援や若者の移住・定住の促進に努め、将来にわたってバラン

スの良い人口構成を保っていきます。 

 

 

【本市の将来人口の推計】 

※ 上記に記載した【本市の将来人口の推計】は、１６ページに記載した総合計画の【本

市の将来人口の推計】と同じものです。 

 

資 料 編



 

 

１ 策定の経過 

令和５年度（２０２３年度） 

月日 項目 概要 

８月１０日 第１回策定委員会 ・総合計画策定方針 

８月２２日 第１回審議会 ・諮問、総合計画策定方針 

１０月２日 第２回策定委員会 ・総合計画策定方針 

１０月１６日 第３回策定委員会 ・市民意識調査等の調査項目 

１０月３１日 第２回審議会 ・市民意識調査等の調査項目 

１１月２４日 

～１２月２５日 

市民意識調査 ・市内居住１８歳以上の３,０００人を

対象にしたアンケート 

青少年アンケート ・市内居住１２歳以上１８歳未満の 

１,０００人を対象にしたアンケート 

１２月１５日 

～１月１５日 

子育て・定住に関する意

識調査 

・市内在住５歳児のこどもがいる世帯を

対象にしたアンケート 

転入・転出意識調査 ・総合窓口課の窓口で手続きを行う転入

者・転出者を対象にしたアンケート

（令和６年４月に追加調査を実施） 

１月１５日 

～１月２２日 

小中学生の意見聴取 ・市内小学校１０校の５年生および市内中

学校５校の２年生を対象にしたアンケー

ト 

１月２０日 市民ワークショップ ・市内在住・在学・在勤等、市に関心のあ

る方と市の職員によるワークショップ 

２月１５日 第４回策定委員会 ・将来人口推計、市が目指すべき方向性 

２月１７日、１８日 分野別市民懇談会（第１

回） 

・市の現状や課題などについて、分野ご

とに意見交換 

３月２６日 第３回審議会 ・将来人口推計、市が目指すべき方向性 

随時 

（～令和７年３月３１日） 

市民団体、事業者等との

意見交換 

・市内事業者や団体を対象にした意見交

換 

令和６年度（２０２４年度） 

月日 項目 概要 

４月１０日 第５回策定委員会 ・基本構想のイメージ、後期基本計画総

括評価シート・新たな基本計画検討シ

ート 

４月１９日 第４回審議会 ・将来人口推計、市の将来像や基本概念、

後期基本計画総括評価シート 

４月３０日 第６回策定委員会 ・後期基本計画総括評価シート 

５月１４日 第５回審議会 ・市の将来像や基本概念（審議会委員に

よるワークショップ） 

６月～７月 第５次後期基本計画の総

括 

・後期基本計画の総括 

６月１７日 大学生アンケート調査 ・東洋大学の大学生および大学院生を対

象にしたアンケート 

７月４日 高校生サロン（高校生ワ

ークショップ）① 

・朝霞高校の生徒と市の職員によるワー

クショップ 

７月８日 第７回策定委員会 ・将来人口推計、後期基本計画総括結果

概要 

１６６ 第６次朝霞市総合計画



 

 

１ 策定の経過 

令和５年度（２０２３年度） 

月日 項目 概要 

８月１０日 第１回策定委員会 ・総合計画策定方針 

８月２２日 第１回審議会 ・諮問、総合計画策定方針 

１０月２日 第２回策定委員会 ・総合計画策定方針 

１０月１６日 第３回策定委員会 ・市民意識調査等の調査項目 

１０月３１日 第２回審議会 ・市民意識調査等の調査項目 

１１月２４日 

～１２月２５日 

市民意識調査 ・市内居住１８歳以上の３,０００人を

対象にしたアンケート 

青少年アンケート ・市内居住１２歳以上１８歳未満の 

１,０００人を対象にしたアンケート 

１２月１５日 

～１月１５日 

子育て・定住に関する意

識調査 

・市内在住５歳児のこどもがいる世帯を

対象にしたアンケート 

転入・転出意識調査 ・総合窓口課の窓口で手続きを行う転入

者・転出者を対象にしたアンケート

（令和６年４月に追加調査を実施） 

１月１５日 

～１月２２日 

小中学生の意見聴取 ・市内小学校１０校の５年生および市内中

学校５校の２年生を対象にしたアンケー

ト 

１月２０日 市民ワークショップ ・市内在住・在学・在勤等、市に関心のあ

る方と市の職員によるワークショップ 

２月１５日 第４回策定委員会 ・将来人口推計、市が目指すべき方向性 

２月１７日、１８日 分野別市民懇談会（第１

回） 

・市の現状や課題などについて、分野ご

とに意見交換 

３月２６日 第３回審議会 ・将来人口推計、市が目指すべき方向性 

随時 

（～令和７年３月３１日） 

市民団体、事業者等との

意見交換 

・市内事業者や団体を対象にした意見交

換 

令和６年度（２０２４年度） 

月日 項目 概要 

４月１０日 第５回策定委員会 ・基本構想のイメージ、後期基本計画総

括評価シート・新たな基本計画検討シ

ート 

４月１９日 第４回審議会 ・将来人口推計、市の将来像や基本概念、

後期基本計画総括評価シート 

４月３０日 第６回策定委員会 ・後期基本計画総括評価シート 

５月１４日 第５回審議会 ・市の将来像や基本概念（審議会委員に

よるワークショップ） 

６月～７月 第５次後期基本計画の総

括 

・後期基本計画の総括 

６月１７日 大学生アンケート調査 ・東洋大学の大学生および大学院生を対

象にしたアンケート 

７月４日 高校生サロン（高校生ワ

ークショップ）① 

・朝霞高校の生徒と市の職員によるワー

クショップ 

７月８日 第７回策定委員会 ・将来人口推計、後期基本計画総括結果

概要 

 

 

月日 項目 概要 

７月１７日 第６回審議会 ・将来人口推計、後期基本計画総括結果

概要 

７月１７日 高校生サロン（高校生ワ

ークショップ）② 

・朝霞西高校の生徒と市の職員による 

ワークショップ 

８月３日、４日 小中学生アンケート ・「彩夏祭」会場に来訪した小学生・中学

生を対象にしたシール貼り方式のア

ンケート 

８月１５日 第８回策定委員会 ・第５次総合計画総括結果概要と新たな

計画に向けた課題、基本構想骨子（案） 

８月２６日 第７回審議会 ・第５次総合計画総括結果概要と新たな

計画に向けた課題、基本構想骨子（案） 

１０月７日 第９回策定委員会 ・基本構想骨子（案）、基本計画骨子（案） 

１０月２３日 第８回審議会 ・基本構想骨子（案）、基本計画骨子（案） 

１１月７日 第１０回策定委員会 ・基本構想（素案）、基本計画（素案） 

１１月１９日 第９回審議会 ・基本構想（素案）、基本計画（素案） 

１２月１３日、１４日 市民意見交換会（第１

回） 

・オープンハウス形式の意見交換会 

１２月１７日 第１１回策定委員会 ・基本計画（素案） 

１２月２３日 第１０回審議会 ・基本計画（素案） 

１月１４日 第１２回策定委員会 ・基本構想（素案）、基本計画（素案） 

１月２７日 第１１回審議会 ・基本構想（素案）、基本計画（素案） 

２月１日、２日 分野別市民懇談会（第２

回） 

・基本構想（素案）、基本計画（素案）に

ついて、分野ごとに意見交換 

２月６日 第１３回策定委員会 ・総論（素案）、基本構想（素案）、基本

計画（素案） 

２月１８日 第１２回審議会 ・総論（素案）、基本構想（素案）、基本

計画（素案） 

随時 

（～令和７年３月３１日） 

市民団体、事業者等との

意見交換 

・市内事業者や団体を対象にした意見交

換 

令和７年度（２０２５年度） 

月日 項目 概要 

４月８日 第１４回策定委員会 ・総合計画（素案） 

４月２５日 第１３回審議会 ・総合計画（素案） 

５月９日 第１５回策定委員会 ・総合計画（素案） 

５月１６日 第１４回審議会 ・総合計画（素案） 

５月２８日 市議会 ・総合計画（素案）の報告 

６月５日～７月４日 市民コメント ・総合計画（素案）について周知し、意

見を募集 

６月２５日、２９日 市民意見交換会（第２

回） 

・オープンハウス形式の意見交換会 

８月５日 第１６回策定委員会 ・総合計画（素案） 

８月２６日 第１５回審議会 ・総合計画（案） 

１０月８日 審議会答申 ・審議会からの答申 

１０月１４日 第１７回策定委員会 ・総合計画（案） 

１０月２０日 庁議 ・総合計画（案） 

１１月２７日 市議会 ・第６次総合計画基本構想を議会へ上程 

１２月１８日 市議会 ・第６次総合計画基本構想 議決 

１６７第６次朝霞市総合計画
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編



 

 

２ 策定体制・フロー 

 

（１）策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告 
・ 

議案 

（４）庁内体制 
諮問 

（３）議 会 
（２）総合計画審議会 

市  長 

庁  議 
答申 意見 

・ 
議決 

①総合計画審議会委員 

②報告・意見 
 

 

原案 決定 

③議案・議決 
①総合計画策定委員会 

（１）市 民 

 

 ②庁内策定部会 
①総合計画審議会委員 

②市民意識調査 市
民
参
画 

③職    員 

③青少年アンケート 

（事務局）政策企画課 
④子育て・定住に関する意識調査 

⑤転入・転出意識調査 

⑥市民ワークショップ 

⑦小中学生の意見聴取 

⑧小中学生アンケート 

⑨高校生ワークショップ 

⑩大学生アンケート 

⑪分野別市民懇談会 

⑬市民団体、事業者等との意見交換 

⑫市民意見交換会 

⑭市民コメント 

（４）庁内体制 

１６８ 第６次朝霞市総合計画



 

 

２ 策定体制・フロー 

 

（１）策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

報告 
・ 

議案 

（４）庁内体制 
諮問 

（３）議 会 
（２）総合計画審議会 

市  長 

庁  議 
答申 意見 

・ 
議決 

①総合計画審議会委員 

②報告・意見 
 

 

原案 決定 

③議案・議決 
①総合計画策定委員会 

（１）市 民 

 

 ②庁内策定部会 
①総合計画審議会委員 

②市民意識調査 市
民
参
画 

③職    員 

③青少年アンケート 

（事務局）政策企画課 
④子育て・定住に関する意識調査 

⑤転入・転出意識調査 

⑥市民ワークショップ 

⑦小中学生の意見聴取 

⑧小中学生アンケート 

⑨高校生ワークショップ 

⑩大学生アンケート 

⑪分野別市民懇談会 

⑬市民団体、事業者等との意見交換 

⑫市民意見交換会 

⑭市民コメント 

（４）庁内体制 

 

 

（２）策定フロー 

 

 

 

 

 

  

第５次朝霞市総合計画・後期基本計画 

①策定方針の作成 

⑧総合戦略の検討 

⑨市民意見交換会、分野別市民懇談会の

実施、市民コメントの実施 

⑦基本計画の検討 

・骨子案の検討 

・素案の検討 

・案の調整 

⑥基本構想の検討 

・骨子案の検討 

・素案の検討 

・案の調整 

⑩第６次朝霞市総合計画の確定 

⑤第５次総合計画の総括 

・前期基本計画の総括 

・後期基本計画の総括 

・課題の整理 

 

③市民参画 

・総合計画に関する意識調査 

・市民ワークショップ 

・小中学生・青少年の意見聴取 

・分野別市民懇談会 

・市民意見交換会 

・市民団体、事業者等との意見交換 

②基礎調査等の実施 

・人口・財政・都市計画等の調査分析 

・社会の潮流の整理 

・まちづくりの課題の整理 

・将来展望に必要な調査・分析（人口推計） 

④目指すべき方向性の検討 

・将来像の検討 

・取組（施策）の方向性の検討 

１６９第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

３ 朝霞市総合計画審議会 

 

（１）朝霞市総合計画条例 

 
平成２７年１０月１日条例第３６号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合

計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に

総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 総合計画 市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画から

なるものをいう。 

(２) 基本構想 市民と市がともに実現を目指すまちの将来像及びその実現に向けた施策の方

向性を示すものをいう。 

(３) 基本計画 基本構想に掲げる将来像を実現するための市の具体的な施策を分野別及び体

系別に示す計画をいう。 

(４) 実施計画 基本計画に定めたそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示す計画をいう。 
 

（総合計画の策定等） 

第３条 市長は、市の最上位計画として総合計画を総合的見地から策定するとともに、基本構想

又は基本計画の策定に当たっては、市民の意見を十分に反映させるための措置を講ずるものと

する。 

２ 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。 

３ 個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなけれ

ばならない。 
 

（議会の議決） 

第４条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、第７条の朝霞市総合計画審

議会の意見を聴いた上で議会の議決を経なければならない。 
 

（公表） 
第５条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 
 
（策定後の措置） 

第６条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するための必要な措置を講ずるほか、当
該施策の実施状況について公表するものとする。 

 
（朝霞市総合計画審議会の設置） 

第７条 市長は、基本構想又は基本計画の策定又は変更に関し、必要な事項を調査審議するため、
朝霞市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 
（所掌事務） 

第８条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 基本構想又は基本計画の策定又は変更に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、基本構想又は基本計画に関し市長が必要と認めること。 

 

１７０ 第６次朝霞市総合計画



 

 

３ 朝霞市総合計画審議会 

 

（１）朝霞市総合計画条例 

 
平成２７年１０月１日条例第３６号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し総合

計画の策定過程を明確にし、当該過程への市民参加を推進し、かつ、市民の協力と理解の下に

総合計画を策定し、もって市のまちづくりの施策を着実に実施することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 総合計画 市のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画から

なるものをいう。 

(２) 基本構想 市民と市がともに実現を目指すまちの将来像及びその実現に向けた施策の方

向性を示すものをいう。 

(３) 基本計画 基本構想に掲げる将来像を実現するための市の具体的な施策を分野別及び体

系別に示す計画をいう。 

(４) 実施計画 基本計画に定めたそれぞれの施策の具体的な実施方法等を示す計画をいう。 
 

（総合計画の策定等） 

第３条 市長は、市の最上位計画として総合計画を総合的見地から策定するとともに、基本構想

又は基本計画の策定に当たっては、市民の意見を十分に反映させるための措置を講ずるものと

する。 

２ 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。 

３ 個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなけれ

ばならない。 
 

（議会の議決） 

第４条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、第７条の朝霞市総合計画審

議会の意見を聴いた上で議会の議決を経なければならない。 
 

（公表） 
第５条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 
 
（策定後の措置） 

第６条 市長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するための必要な措置を講ずるほか、当
該施策の実施状況について公表するものとする。 

 
（朝霞市総合計画審議会の設置） 

第７条 市長は、基本構想又は基本計画の策定又は変更に関し、必要な事項を調査審議するため、
朝霞市総合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 
（所掌事務） 

第８条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 基本構想又は基本計画の策定又は変更に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、基本構想又は基本計画に関し市長が必要と認めること。 

 

 

 

 

（組織） 

第９条 審議会は、２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 市の議会の議員 

(２) 市の執行機関の委員 
(３) 市内の公共的団体等の役員及び職員 
(４) 知識経験を有する者 
(５) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

 
（会長及び副会長） 

第１０条 審議会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 

（任期） 

第１１条 委員の任期は、委嘱の日から基本構想又は基本計画を策定又は変更する日までとす

る。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（部会） 

第１２条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 
 
（会議） 

第１３条 審議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集し、その議長となる。 
２ 審議会又は部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 
３ 審議会又は部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、それぞれ会長又は
部会長の決するところによる。 

 
（庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。 
 
（雑則） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮
って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 

（朝霞市総合振興計画審議会条例の廃止） 

２ 朝霞市総合振興計画審議会条例（昭和４５年朝霞市条例第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に廃止前の朝霞市総合振興計画審議会条例の規定により調査及び審議

が行われた基本構想又は基本計画は、第４条の規定により意見を聴いたものとみなす。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年朝霞市条例第２

号）の一部を次のように改正する。（次のよう略） 
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（２）委員名簿 

 

朝霞市総合計画審議会 委員名簿（敬称略） 

令和６年８月現在 

◎会長 ○副会長                     ※選出枠ごとに５０音順に掲載 

  

 選出枠 氏名 組織・団体等 任期 

１ 第１号 

市の議会の議員 

利根川 仁志 市議会議員  令和５年８月２２日 

～ 

令和５年１２月１７日 

２ 福川 鷹子 市議会議員 

３ 山口 公悦 市議会議員  

４ 飯倉 一樹 市議会議員  
令和５年１２月１８日 

～ 
５ 陶山 憲雅 市議会議員  

６ 田辺 淳 市議会議員  

７ 第２号 

市の執行機関の委員 

秋山 磨弥 農業委員会職務代理 令和５年８月２２日 

～ ８ 平木 倫子 教育委員会教育長職務代理者 

９ 
第３号 

市内の公共的団体等

の役員・職員 

加藤 弘樹 
連合埼玉朝霞・東入間地域協

議会事務局次長（JAM 新電元

工業労働組合執行委員長） 

令和５年８月２２日 

～ 

令和６年８月２２日 

１０ 松谷 公靖 
連合埼玉朝霞・東入間地域協

議会事務局次長（JAM 新電元

工業労働組合執行委員長） 

令和６年８月２３日 

～ 

１１ 高橋 甚次 朝霞市商工会会長 

令和５年８月２２日 

～ 

１２ ○松尾 哲 朝霞市自治会連合会会長 

１３ 渡辺 淳史 朝霞市社会福祉協議会常務理事 

１４ 渡邉 俊夫 朝霞市子ども会連合会会長 

１５ 第４号 

知識経験を有する者 

内田 奈芳美 埼玉大学教授 

１６ ◎中村 年春 大東文化大学名誉教授 

１７ 原田 晃樹 立教大学教授 

１８ 星野 敦子 
十文字学園女子大学教授 

（副学長）  

１９ 村上 文洋 
株式会社三菱総合研究所 

主席研究員 

２０ 第５号 

公募による市民 

淺田 陽子 市民（候補者名簿） 

２１ 一宮 光夫 市民（立候補） 

２２ 酒井 正弘 市民（立候補） 

２３ 髙橋 満 市民（立候補） 

２４ 原田 佐登美 市民（候補者名簿） 
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（２）委員名簿 

 

朝霞市総合計画審議会 委員名簿（敬称略） 

令和６年８月現在 

◎会長 ○副会長                     ※選出枠ごとに５０音順に掲載 

  

 選出枠 氏名 組織・団体等 任期 

１ 第１号 

市の議会の議員 

利根川 仁志 市議会議員  令和５年８月２２日 

～ 

令和５年１２月１７日 

２ 福川 鷹子 市議会議員 

３ 山口 公悦 市議会議員  

４ 飯倉 一樹 市議会議員  
令和５年１２月１８日 

～ 
５ 陶山 憲雅 市議会議員  

６ 田辺 淳 市議会議員  

７ 第２号 

市の執行機関の委員 

秋山 磨弥 農業委員会職務代理 令和５年８月２２日 

～ ８ 平木 倫子 教育委員会教育長職務代理者 

９ 
第３号 

市内の公共的団体等

の役員・職員 

加藤 弘樹 
連合埼玉朝霞・東入間地域協

議会事務局次長（JAM 新電元

工業労働組合執行委員長） 

令和５年８月２２日 

～ 

令和６年８月２２日 

１０ 松谷 公靖 
連合埼玉朝霞・東入間地域協

議会事務局次長（JAM 新電元

工業労働組合執行委員長） 

令和６年８月２３日 

～ 

１１ 高橋 甚次 朝霞市商工会会長 

令和５年８月２２日 

～ 

１２ ○松尾 哲 朝霞市自治会連合会会長 

１３ 渡辺 淳史 朝霞市社会福祉協議会常務理事 

１４ 渡邉 俊夫 朝霞市子ども会連合会会長 

１５ 第４号 

知識経験を有する者 

内田 奈芳美 埼玉大学教授 

１６ ◎中村 年春 大東文化大学名誉教授 

１７ 原田 晃樹 立教大学教授 

１８ 星野 敦子 
十文字学園女子大学教授 

（副学長）  

１９ 村上 文洋 
株式会社三菱総合研究所 

主席研究員 

２０ 第５号 

公募による市民 

淺田 陽子 市民（候補者名簿） 

２１ 一宮 光夫 市民（立候補） 

２２ 酒井 正弘 市民（立候補） 

２３ 髙橋 満 市民（立候補） 

２４ 原田 佐登美 市民（候補者名簿） 

 

 

（３）諮問・答申 

 

《諮問》 
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《答申》 

 

 

 

 
 
  

 

令和７年１０月８日 

 

 

朝霞市長  松下 昌代 様 

 

 

朝霞市総合計画審議会 

会 長  中村 年春 

 

 

第６次朝霞市総合計画について（答申） 

 

 

令和５年８月２２日付朝政発第１０９号で諮問のあった第６次朝霞市 

総合計画について、当審議会において計１５回にわたり慎重に審議した 

結果、別冊のとおり取りまとめましたので答申いたします。 

 

１７４ 第６次朝霞市総合計画



 

 

 

 

《答申》 

 

 

 

 
 
  

 

令和７年１０月８日 

 

 

朝霞市長  松下 昌代 様 

 

 

朝霞市総合計画審議会 

会 長  中村 年春 

 

 

第６次朝霞市総合計画について（答申） 

 

 

令和５年８月２２日付朝政発第１０９号で諮問のあった第６次朝霞市 

総合計画について、当審議会において計１５回にわたり慎重に審議した 

結果、別冊のとおり取りまとめましたので答申いたします。 

 

 

 

４ 庁内体制 

 
朝霞市総合計画策定委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 朝霞市総合計画の策定を行うため、朝霞市総合計画策定委員会（以下「策定委員会」と

いう。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事務を処理する。 

(１) 朝霞市総合計画の基本構想案及び庁内策定部会においてまとめた基本計画案について審

議及び調整を行い、庁議に提出すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、基本構想及び基本計画の策定に係ること。 

 

（組織） 

第３条 策定委員会の委員は、部長の職にある職員とする。 

２ 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

３ 委員長は市長公室長の職にある者をもって充て、副委員長は委員長が指名する。 

４ 委員長は、策定委員会を統括する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 策定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 策定委員会は、その事務を処理するために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料

の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。 

 

（庁内策定部会） 

第５条 策定委員会に、庁内策定部会を置く。 

２ 庁内策定部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会員は、部、室及び局の部長及び課長の職にある者をもって充てる。 

４ 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。 

５ 部会長は、庁内策定部会の会務を総理し、基本計画案その他必要な資料等を庁内策定委員会

に提出するものとする。 

６ 庁内策定部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 

（庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年５月１０日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１７日から施行する。  
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５ 市民参画による計画づくり 

 
（１）市民意識調査 

①調査目的 

まちづくりに対する市民の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：市内居住の１８歳以上の男女（令和５年４月１日時点での満年齢） 

 対象者数：３,０００人 

 抽出方法：住民基本台帳（令和５年１１月１日現在）から無作為抽出 

 調査方法：郵送による配布・回収、インターネットによる回答を併用 

 調査期間：令和５年１１月２４日送付、令和５年１２月２５日締切 

 

③調査項目 

 朝霞市の住みよさについて 

 地域との関わりについて 

 市政について 

 市の全般的な取組について 

 これからのまちづくりについて 

 

④回収結果 

 調査票発送数：３,０００票 

 有効回収数 ：９７６票（紙回答：７４３票、Ｗｅｂ回答：２３３票） 

 有効回収率 ：３２.５％（紙回答：２４.８％、Ｗｅｂ回答：７.８％） 

 

 

（２）青少年アンケート 

①調査目的 

まちづくりに対する青少年の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：市内居住の１２歳以上１８歳未満の男女（令和５年４月１日時点での満年齢） 

 対象者数：１,０００人 

 抽出方法：住民基本台帳（令和５年１１月１日現在）から無作為抽出 

 調査方法：郵送による配布・回収、インターネットによる回答を併用 

 調査期間：令和５年１１月２４日送付、令和５年１２月２５日締切 

 

③調査項目 

 朝霞市について日頃感じていること 

 これからのまちづくりについて 

 地域との関わりについて 

 市の取組について 

 

④回収結果 

 調査票発送数：１,０００票 

 有効回収数 ：２８１票（紙回答：１７８票、Ｗｅｂ回答：１０３票） 

 有効回収率 ：２８.１％（紙回答：１７.８％、Ｗｅｂ回答：１０.３％） 
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５ 市民参画による計画づくり 

 
（１）市民意識調査 

①調査目的 

まちづくりに対する市民の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：市内居住の１８歳以上の男女（令和５年４月１日時点での満年齢） 

 対象者数：３,０００人 

 抽出方法：住民基本台帳（令和５年１１月１日現在）から無作為抽出 

 調査方法：郵送による配布・回収、インターネットによる回答を併用 

 調査期間：令和５年１１月２４日送付、令和５年１２月２５日締切 

 

③調査項目 

 朝霞市の住みよさについて 

 地域との関わりについて 

 市政について 

 市の全般的な取組について 

 これからのまちづくりについて 

 

④回収結果 

 調査票発送数：３,０００票 

 有効回収数 ：９７６票（紙回答：７４３票、Ｗｅｂ回答：２３３票） 

 有効回収率 ：３２.５％（紙回答：２４.８％、Ｗｅｂ回答：７.８％） 

 

 

（２）青少年アンケート 

①調査目的 

まちづくりに対する青少年の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：市内居住の１２歳以上１８歳未満の男女（令和５年４月１日時点での満年齢） 

 対象者数：１,０００人 

 抽出方法：住民基本台帳（令和５年１１月１日現在）から無作為抽出 

 調査方法：郵送による配布・回収、インターネットによる回答を併用 

 調査期間：令和５年１１月２４日送付、令和５年１２月２５日締切 

 

③調査項目 

 朝霞市について日頃感じていること 

 これからのまちづくりについて 

 地域との関わりについて 

 市の取組について 

 

④回収結果 

 調査票発送数：１,０００票 

 有効回収数 ：２８１票（紙回答：１７８票、Ｗｅｂ回答：１０３票） 

 有効回収率 ：２８.１％（紙回答：１７.８％、Ｗｅｂ回答：１０.３％） 

 

 

（３）子育て・定住に関する意識調査 

①調査目的 

地方創生の鍵を握る「若い世代」の意識や意向、ニーズを把握することを目的に実施したもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：市内在住の５歳児のこどもがいる全世帯（「市民意識調査」対象世帯を除く。） 

 対象者数：１,２０３人 

 抽出方法：住民基本台帳（令和５年１２月１日現在）から抽出 

 調査方法：郵送による配布・回収、インターネットによる回答を併用 

 調査期間：令和５年１２月１５日送付、令和６年１月１５日締切 

 

③調査項目 

 子育てについて 

 朝霞市に居住した「きっかけ」および「理由」について 

 住宅の住み替えについて 

 地域とのつながりについて 

 

④回収結果 

 調査票発送数：１,２０３票 

 有効回収数 ：７３４票（紙回答：４６８票、Ｗｅｂ回答：２６６票） 

 有効回収率 ：６１.０％（紙回答：３８.９％、Ｗｅｂ回答：２２.１％） 

 

 

（４）転入・転出意識調査 

①調査目的 

本市に長く住み続けていただくための施策検討に向けた基礎資料として、転入・転出者の属

性と転入・転出の理由等を把握することを目的に実施したもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：転入者（調査期間中に朝霞市に転入する世帯） 

     転出者（調査期間中に朝霞市から転出する世帯） 

 対象者数：転入者・転出者それぞれ１００世帯以上を想定 

 調査方法：総合窓口課の窓口で転入・転出手続を行う者に調査票を配布、 

郵送による回収、インターネットによる回答を併用 

【追加調査】総合窓口課の窓口で転入・転出手続を行う者に対し、直接聞き取り 

 調査期間：令和５年１２月１５日配布開始、令和６年１月１５日締切 

【追加調査】令和６年４月１０日～令和６年４月２６日 

 

③調査項目 

 世帯構成とお住まいについて  

 転入（転出）の「きっかけ」および「理由」について 

 

④回収結果 

【転入者】 

 調査票配布数 ：１４２票 

 有効回収数  ：１７票（紙回答：９票、Ｗｅｂ回答：８票） 

 有効回収率  ：１２.０％（紙回答：６.３％、Ｗｅｂ回答：５.６％） 

 追加調査回収数：１０９票 

 回収数合計  ：１２６票 
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【転出者】 

 調査票配布数 ：６６票 

 有効回収数  ：９票（紙回答：８票、Ｗｅｂ回答：１票） 

 有効回収率  ：１３.６％（紙回答：１２.１％、Ｗｅｂ回答：１.５％） 

 追加調査回収数：６８票 

 回収数合計  ：７７票 

 

 

（５）市民ワークショップ 

①開催目的 

朝霞市のよいと思うところや改善が必要と思うところ、未来の朝霞市がどんなまちであった

らよいかなど、まちづくりに関する市民の意向や朝霞市の将来像について、市民と意見交換を

行い、計画策定に生かすために実施したもの。 

 

②開催概要 

 開催日時：令和６年１月２０日（土） 午後１時３０分～午後５時 

 開催場所：市民会館（ゆめぱれす） 高砂の間 

 参加者 ：朝霞市在住・在学・在勤等、市に関心のある方２８人 

朝霞市職員１６人（テーブルの進行役として参加） 

 

③開催方法 

１グループ５人程度の９グループに分かれ、グループごとに、現在の朝霞市のよいと思うと 

ころ・改善が必要と思うところを出し合い、その後、朝霞市の将来像を話し合った。 

 

④開催結果 

 よいところとして、都心に近く交通の便がよいこと、公園が多いこと、黒目川や朝霞の森

などがあること、彩夏祭をはじめとしたイベントが多いことなどが多く挙げられた。 

 改善が必要なところとして、道幅が狭く歩きにくい、坂道の移動が困難、バス交通の見直

し、公共施設の老朽化、自由な遊び場の不足、全国的認知度が低いことなどが挙げられた。 

 望ましい朝霞市の未来：《ひと》、《まち》、《にぎわい》のそれぞれについて、「多様な交流

やコミュニティがある」、「緑が残り、自然と共存している」、「多様なイベントがあり、市

民が主体的に関わっている」といった意見が出された。 
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【転出者】 

 調査票配布数 ：６６票 

 有効回収数  ：９票（紙回答：８票、Ｗｅｂ回答：１票） 

 有効回収率  ：１３.６％（紙回答：１２.１％、Ｗｅｂ回答：１.５％） 

 追加調査回収数：６８票 

 回収数合計  ：７７票 

 

 

（５）市民ワークショップ 

①開催目的 

朝霞市のよいと思うところや改善が必要と思うところ、未来の朝霞市がどんなまちであった

らよいかなど、まちづくりに関する市民の意向や朝霞市の将来像について、市民と意見交換を

行い、計画策定に生かすために実施したもの。 

 

②開催概要 

 開催日時：令和６年１月２０日（土） 午後１時３０分～午後５時 

 開催場所：市民会館（ゆめぱれす） 高砂の間 

 参加者 ：朝霞市在住・在学・在勤等、市に関心のある方２８人 

朝霞市職員１６人（テーブルの進行役として参加） 

 

③開催方法 

１グループ５人程度の９グループに分かれ、グループごとに、現在の朝霞市のよいと思うと 

ころ・改善が必要と思うところを出し合い、その後、朝霞市の将来像を話し合った。 

 

④開催結果 

 よいところとして、都心に近く交通の便がよいこと、公園が多いこと、黒目川や朝霞の森

などがあること、彩夏祭をはじめとしたイベントが多いことなどが多く挙げられた。 

 改善が必要なところとして、道幅が狭く歩きにくい、坂道の移動が困難、バス交通の見直

し、公共施設の老朽化、自由な遊び場の不足、全国的認知度が低いことなどが挙げられた。 

 望ましい朝霞市の未来：《ひと》、《まち》、《にぎわい》のそれぞれについて、「多様な交流

やコミュニティがある」、「緑が残り、自然と共存している」、「多様なイベントがあり、市

民が主体的に関わっている」といった意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（６）小中学生の意見聴取 

①調査目的 

まちづくりに対する市内小中学生の意向を把握し、基礎資料として活用するために行ったも

の。 

 

②調査方法 

 調査対象：市内小学校１０校の５年生および市内中学校５校の２年生 

 対象者数：２,３８５人 （令和６年１月時点） 

 調査方法：ＧＩＧＡタブレットを通じたアンケートの配信・回収 

 調査期間：令和６年１月１５日配布、令和６年１月２２日締切 

 

③調査項目 

 朝霞市の好きなところ、もっとこうなって欲しいと思うところ 

 大人になったあなたは、朝霞市でどんなふうに過ごしたいか 

 

④回収結果 

 調査票配布数：２,３８５票 

 有効回収数 ：１,３８１票 

 有効回収率 ：５７.９％ 

 

 

（７）小中学生アンケート 

①調査目的 

まちづくりに対する小中学生の意向を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的として 

実施したもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：朝霞市民まつり「彩夏祭」会場に来訪した小学生・中学生 

 回答者数：３２８人（小学生１８９人、中学生１３９人） 

（市内在住者２９１人、市外在住者３７人） 

 調査方法：選択肢へのシール貼り方式 

 調査期間：令和６年８月３日（土）・令和６年８月４日（日） 

 

③調査項目 

 市内在住者「朝霞を将来どんなまちにしたいですか？」 

 市外在住者「こんな朝霞だったら行ってみたい！住んでみたい！」 

 

④調査結果 

 おおむね、「災害や犯罪、交通事故が少なく、安全に暮らせるまち」が最も多く、「彩夏祭

など、朝霞と言ったらコレ！と言えるものがたくさんあるまち」、「芸術・文化・スポーツ

などを楽しめるまち」が続くという傾向となった。 
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（８）高校生サロン（高校生ワークショップ） 

①開催目的 

市内に所在する高等学校（朝霞高校および朝霞西高校）の生徒に対し、未来の自分と朝霞市

の望ましい姿を伺い、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程：令和６年７月４日（朝霞高校）・令和６年７月１７日（朝霞西高校） 

 参加者 ：４２人 （朝霞高校：１２人、朝霞西高校：３０人） 

 

③開催方法 

都市計画マスタープラン策定に向けた「あさかまちづくりサロン」の一環として「高校生サ

ロン」を開催し、未来の朝霞市の望ましい姿（キーワード）をワークショップ形式で話し合っ

た。 

 

④開催結果 

 私たちの理想のまち：自分らしさ、満たされる、働きやすい、余裕のある暮らし、幸せあ

ふれる、といった『望ましい暮らしのあり方を実現するまち』や、いのちが宿る、自然と

人と共に、自然に優しい、発展、進化、安心、ロマンチック、持続可能な、といった『未

来の朝霞市のあり方そのもの』について話し合われた。 

 キーワードとしては、家族や友人との関係、ＱＯＬ、自然、便利さ、彩夏祭などの市民文

化、安全、共に生きる、にぎやかさ、といった多彩な語句が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）大学生アンケート 

①調査目的 

市内に所在する大学の学生に対し朝霞市の印象や魅力、改善点等を伺い、計画策定の基礎資

料とすることを目的に実施したもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：東洋大学 大学生および大学院生 

 対象者数：４４人 

 調査方法：大学を通じた調査票の配布・回収 

 調査期間：令和６年６月１７日 
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（８）高校生サロン（高校生ワークショップ） 

①開催目的 

市内に所在する高等学校（朝霞高校および朝霞西高校）の生徒に対し、未来の自分と朝霞市

の望ましい姿を伺い、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程：令和６年７月４日（朝霞高校）・令和６年７月１７日（朝霞西高校） 

 参加者 ：４２人 （朝霞高校：１２人、朝霞西高校：３０人） 

 

③開催方法 

都市計画マスタープラン策定に向けた「あさかまちづくりサロン」の一環として「高校生サ

ロン」を開催し、未来の朝霞市の望ましい姿（キーワード）をワークショップ形式で話し合っ

た。 

 

④開催結果 

 私たちの理想のまち：自分らしさ、満たされる、働きやすい、余裕のある暮らし、幸せあ

ふれる、といった『望ましい暮らしのあり方を実現するまち』や、いのちが宿る、自然と

人と共に、自然に優しい、発展、進化、安心、ロマンチック、持続可能な、といった『未

来の朝霞市のあり方そのもの』について話し合われた。 

 キーワードとしては、家族や友人との関係、ＱＯＬ、自然、便利さ、彩夏祭などの市民文

化、安全、共に生きる、にぎやかさ、といった多彩な語句が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）大学生アンケート 

①調査目的 

市内に所在する大学の学生に対し朝霞市の印象や魅力、改善点等を伺い、計画策定の基礎資

料とすることを目的に実施したもの。 

 

②調査方法 

 調査対象：東洋大学 大学生および大学院生 

 対象者数：４４人 

 調査方法：大学を通じた調査票の配布・回収 

 調査期間：令和６年６月１７日 

  

 

 

③調査項目 

 回答者ご自身について  

 朝霞市の印象や魅力等について 

 情報の入手と発信について 

 朝霞市への移住・定住について 

 

④回収結果 

 調査票配布数：４４票 

 有効回収数 ：３０票 

 有効回収率 ：６８.２％ 

 

 

（１０）分野別市民懇談会 

【第１回】 

①開催目的 

本計画の策定にあたり、市の現状や課題などについて幅広く市民の意見を聴取するために実

施したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程：令和６年２月１７日（土） 

               第１回 午前１０時３０分～正午  （市民環境分野） 

               第２回 午後 ０時３０分～午後２時（都市建設分野） 

令和６年２月１８日（日） 

               第３回 午前１０時３０分～正午  （教育分野） 

               第４回 午後 ０時３０分～午後２時（健康福祉分野） 

               第５回 午後 ２時３０分～午後４時（総務分野） 

 開催場所：中央公民館・コミュニティセンター 第１、第２集会室 

 参加者 ：６４人 （各回合計） 

 

③開催方法 

各分野について部会の職員から説明後、グループに分かれてその分野における朝霞市のいい

ところ、改善が必要と思うところ、現状について意見交換を行った。その内容を基に、目指す

べき姿について話し合い、グループごとに発表した。 

 

 

【第２回】 

①開催目的 

本計画の策定にあたり、前期基本計画（素案）に対する市民の意見を聴取するために実施し

たもの。 

 

②開催概要 

 開催日程：令和７年２月１日（土） 

               第１回 午前１０時３０分～正午  （都市建設分野） 

               第２回 午後 １時３０分～午後３時（教育分野） 

               第３回 午後 ３時３０分～午後５時（市民環境分野） 

令和７年２月２日（日） 

               第４回 午前１０時３０分～正午  （健康福祉分野） 

               第５回 午後 １時３０分～午後３時（総務分野） 
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 開催場所：中央公民館・コミュニティセンター 展示ギャラリー （第１回～第３回） 

     中央公民館・コミュニティセンター 第１、第２集会室（第４回、第５回） 

 参加者 ：７５人 （各回合計） 

 

③開催方法 

基本構想（素案）の内容および各分野の基本計画（素案）の内容等について職員から説明後、

グループに分かれて基本計画（素案）に対する意見交換を行った。その内容を基に、グループ

ごとに発表を行った。 

 

 

（１１）市民意見交換会 

【第１回】 

①開催目的 

本計画の基本構想骨子および基本計画骨子に対する市民の意見を幅広く聴取するために開催

したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程等：令和６年１２月１３日（金）午後５時～午後７時 

産業文化センター ギャラリー 

令和６年１２月１４日（土）午前１０時～正午 

朝霞市立図書館 展示・集会室 

 参加者 ：６８人 （各回合計） 

 

③開催方法 

自由に説明パネルを見ていただき、市の職員が参加者の質問に回答したり、意見を伺ったり

するオープンハウス形式で行った。 

 

④開催結果 

  参加者から、延べ８７件のご意見を頂いた。 

 

 

【第２回】 

①開催目的 

本計画（素案）に対する市民の意見を幅広く聴取するために開催したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程等：令和７年６月２５日（水）午後５時～午後７時 

中央公民館・コミュニティセンター 展示ギャラリー 

令和７年６月２９日（日）午前１０時～正午 

産業文化センター ギャラリー 

 参加者 ：５４人 （各回合計） 

 

③開催方法 

自由に説明パネルを見ていただき、市の職員が参加者の質問に回答したり、意見を伺ったり

するオープンハウス形式で行った。 

 

④開催結果 

  参加者から、延べ５３件のご意見を頂いた。 
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 開催場所：中央公民館・コミュニティセンター 展示ギャラリー （第１回～第３回） 

     中央公民館・コミュニティセンター 第１、第２集会室（第４回、第５回） 

 参加者 ：７５人 （各回合計） 

 

③開催方法 

基本構想（素案）の内容および各分野の基本計画（素案）の内容等について職員から説明後、

グループに分かれて基本計画（素案）に対する意見交換を行った。その内容を基に、グループ

ごとに発表を行った。 

 

 

（１１）市民意見交換会 

【第１回】 

①開催目的 

本計画の基本構想骨子および基本計画骨子に対する市民の意見を幅広く聴取するために開催

したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程等：令和６年１２月１３日（金）午後５時～午後７時 

産業文化センター ギャラリー 

令和６年１２月１４日（土）午前１０時～正午 

朝霞市立図書館 展示・集会室 

 参加者 ：６８人 （各回合計） 

 

③開催方法 

自由に説明パネルを見ていただき、市の職員が参加者の質問に回答したり、意見を伺ったり

するオープンハウス形式で行った。 

 

④開催結果 

  参加者から、延べ８７件のご意見を頂いた。 

 

 

【第２回】 

①開催目的 

本計画（素案）に対する市民の意見を幅広く聴取するために開催したもの。 

 

②開催概要 

 開催日程等：令和７年６月２５日（水）午後５時～午後７時 

中央公民館・コミュニティセンター 展示ギャラリー 

令和７年６月２９日（日）午前１０時～正午 

産業文化センター ギャラリー 

 参加者 ：５４人 （各回合計） 

 

③開催方法 

自由に説明パネルを見ていただき、市の職員が参加者の質問に回答したり、意見を伺ったり

するオープンハウス形式で行った。 

 

④開催結果 

  参加者から、延べ５３件のご意見を頂いた。 

  

 

 

（１２）市民団体、事業者等との意見交換 

①開催目的 

計画策定を進めていく上での参考とするため、将来に向けて市が取り組むべきことやまちづ

くりの課題等について意見交換することを目的として開催したもの。 

 

②開催概要 

 実施期間：令和５年７月１９日～令和７年３月３１日 

 参加者 ：１,０７１人（合計） 

 

③開催方法 

各分野で活動する市内の事業者や団体等に対し、部会ごとに、次のとおり意見交換をした。 

 

 

  
部会 報告担当課 実施日 市民団体、事業者等 人数

令和6年7月26日 朝霞市民プロモーションミーティングメンバー 10人

令和7年1月31日 朝霞市シティ・プロモーション委員会 5人

令和6年6月19日
朝霞市男女平等推進情報そよかぜ企画・編集協力員
朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員

4人

令和6年6月28日
あさか女と男セミナー企画・運営協力員
朝霞市男女平等推進事業企画・運営協力員

3人

令和6年8月3日 朝霞市人権擁護委員 4人

地域づくり支援課 令和6年2月9日 朝霞市コミュニティ協議会常任理事会 11人

令和6年6月5日 朝霞市産業振興基本計画推進委員会 7人

令和6年7月17日 ハローワーク朝霞 2人

令和6年7月18日 朝霞市商工会 2人

令和6年11月11日 地域計画協議の場参加者 21人

環境推進課 令和6年2月6日 あさか環境市民会議 10人

令和6年2月4日 あさか産業フェア来場者 20人

令和6年4月26日 朝霞市リサイクルプラザ企画運営協議会 6人

令和6年5月29日 朝霞市廃棄物減量等推進審議会 7人

令和6年11月13日 朝霞市廃棄物減量等推進審議会 9人

令和7年2月19日 朝霞市廃棄物減量等推進審議会 10人

令和5年11月21日 朝霞市社会保障をよくする会 10人

令和6年8月8日 朝霞市北部地区民生委員児童委員協議会 20人

令和６年１１月８日～
令和６年１１月２９日

専門職・団体アンケート 210人

令和６年１１月２６日
～令和６年１２月７日

のうち６日間
地域懇談会 106人

令和7年1月29日 福祉関係団体グループヒアリング 14人

令和7年3月14日 朝霞市地域福祉計画推進委員会 10人

障害福祉課 令和7年1月27日 朝霞市障害者プラン推進委員会 1３人

長寿はつらつ課 令和7年1月30日 朝霞市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進会議 14人

健康福祉

シティ・プロモー
ション課

人権庶務課

産業振興課

資源リサイクル課

福祉相談課

総務

市民環境
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部会 報告担当課 実施日 市民団体、事業者等 人数

令和５年１２月２２日
～令和６年１月２７日

のうち６日間
こどもミーティング 88人

令和６年１月１３日～
令和６年２月２０日の

うち４日間
保護者ヒアリング 26人

令和6年4月22日 高校生ヒアリング 21人

令和6年4月22日 放課後児童クラブ 7人

令和6年4月25日 中学生ヒアリング 10人

令和6年5月28日 朝霞・志木・新座・和光こどもの居場所ネット 6人

令和7年2月7日 児童館運営協議会 ７人

令和7年2月7日 児童館連絡調整会議 8人

令和7年2月14日 朝霞市子ども・子育て会議 16人

令和7年3月13日 朝霞市青少年育成市民会議事業部会 5人

保育課 令和5年7月19日 自治体要請キャラバン 14人

健康づくり課 令和6年7月29日 朝霞市健康づくり推進協議会 10人

令和5年11月14日 全日本年金者組合朝霞支部との懇談会 23人

令和6年11月13日 全日本年金者組合朝霞支部との懇談会 15人

危機管理室 令和7年2月6日 朝霞市防災会議８号及び９号委員の団体 10人

令和6年5月17日 朝霞市地域公共交通協議会 35人

令和6年6月22日 あさかまちづくりサロン（暮らし）参加者 16人

令和6年7月11日 あさかまちづくりサロン（北朝霞・朝霞台駅周辺）参加者 16人

令和6年7月18日 あさかまちづくりサロン（朝霞駅周辺）参加者 12人

令和5年9月29日 市内分譲マンションの区分所有者 20人

令和6年2月15日 住宅確保要配慮者への居住支援に関する意見交換会 6人

令和6年5月28日 朝霞市緑化推進会議 14人

令和7年3月13日 朝霞市緑化推進会議 12人

令和6年5月12日 下内間木町内会との意見交換会 15人

令和6年5月19日 上内間木町内会との意見交換会 6人

令和6年5月21日 朝霞市災害応急復旧協力事業者会議 9人

上下水道総務課 令和6年6月3日 朝霞市上下水道審議会 11人

令和7年2月26日 朝霞市社会教育委員会議 １２人

令和7年3月21日 朝霞市スポーツ推進委員会議 19人

文化財課 令和7年2月28日 朝霞市博物館協議会 ８人

中央公民館 令和6年5月19日 中央公民館利用団体連絡協議会 50人

令和6年7月13日 ライブラリーミーティング参加者 4人

令和6年7月31日 朝霞市立図書館協議会 6人

令和7年2月12日 朝霞市立図書館協議会 6人

教育

生涯学習・スポー
ツ課

図書館

（続）
健康福祉

こども未来課

保険年金課

都市建設

まちづくり推進課

開発建築課

みどり公園課

道路整備課
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部会 報告担当課 実施日 市民団体、事業者等 人数

令和５年１２月２２日
～令和６年１月２７日

のうち６日間
こどもミーティング 88人

令和６年１月１３日～
令和６年２月２０日の

うち４日間
保護者ヒアリング 26人

令和6年4月22日 高校生ヒアリング 21人

令和6年4月22日 放課後児童クラブ 7人

令和6年4月25日 中学生ヒアリング 10人

令和6年5月28日 朝霞・志木・新座・和光こどもの居場所ネット 6人

令和7年2月7日 児童館運営協議会 ７人

令和7年2月7日 児童館連絡調整会議 8人

令和7年2月14日 朝霞市子ども・子育て会議 16人

令和7年3月13日 朝霞市青少年育成市民会議事業部会 5人

保育課 令和5年7月19日 自治体要請キャラバン 14人

健康づくり課 令和6年7月29日 朝霞市健康づくり推進協議会 10人

令和5年11月14日 全日本年金者組合朝霞支部との懇談会 23人

令和6年11月13日 全日本年金者組合朝霞支部との懇談会 15人

危機管理室 令和7年2月6日 朝霞市防災会議８号及び９号委員の団体 10人

令和6年5月17日 朝霞市地域公共交通協議会 35人

令和6年6月22日 あさかまちづくりサロン（暮らし）参加者 16人

令和6年7月11日 あさかまちづくりサロン（北朝霞・朝霞台駅周辺）参加者 16人

令和6年7月18日 あさかまちづくりサロン（朝霞駅周辺）参加者 12人

令和5年9月29日 市内分譲マンションの区分所有者 20人

令和6年2月15日 住宅確保要配慮者への居住支援に関する意見交換会 6人

令和6年5月28日 朝霞市緑化推進会議 14人

令和7年3月13日 朝霞市緑化推進会議 12人

令和6年5月12日 下内間木町内会との意見交換会 15人

令和6年5月19日 上内間木町内会との意見交換会 6人

令和6年5月21日 朝霞市災害応急復旧協力事業者会議 9人

上下水道総務課 令和6年6月3日 朝霞市上下水道審議会 11人

令和7年2月26日 朝霞市社会教育委員会議 １２人

令和7年3月21日 朝霞市スポーツ推進委員会議 19人

文化財課 令和7年2月28日 朝霞市博物館協議会 ８人

中央公民館 令和6年5月19日 中央公民館利用団体連絡協議会 50人

令和6年7月13日 ライブラリーミーティング参加者 4人

令和6年7月31日 朝霞市立図書館協議会 6人

令和7年2月12日 朝霞市立図書館協議会 6人

教育

生涯学習・スポー
ツ課

図書館

（続）
健康福祉

こども未来課

保険年金課

都市建設

まちづくり推進課

開発建築課

みどり公園課

道路整備課

 

 

（１３）市民コメント 

①実施目的 

本計画（素案）について周知するとともに意見を聴き、計画づくりを進めていく上で意見を

反映するために実施したもの。 

 

②実施概要 

 募集期間   令和７年６月５日（木）から７月４日（金）まで 

 意見提出方法 郵送、Ｆａｘ、電子メールまたは直接持参のいずれか 

  

③実施結果 

意見 全７９件（意見提出者１５人） 

 

 

【参考】市民参画に係る取組の結果反映箇所 

 

取組 
目指すべき

方向性 

後期基本 

計画の総括 
基本構想 基本計画 

（１）市民意識調査 ○ ○ ○ ○ 

（２）青少年アンケート ○ ○ ○ ○ 

（３）子育て・定住に関する意識調査 ○ ○ ○ ○ 

（４）転入・転出意識調査 ○  ○  

（５）市民ワークショップ ○  ○ ○ 

（６）小中学生の意見聴取 ○  ○ ○ 

（７）小中学生アンケート   ○ ○ 

（８）高校生サロン（高校生ワークショップ） ○  ○ ○ 

（９）大学生アンケート ○  ○ ○ 

（10）分野別市民懇談会   ○ ○ 

（11）市民意見交換会   ○ ○ 

（12）市民団体、事業者等との意見交換  ○  ○ 

（13）市民コメント   ○ ○ 

○市民意見が活用された箇所 
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６ 基本方向と施策の関係 

 
  

1 2 1 2 3 4 5

1 1 1 災害対策の推進 ● ●

1 1 2 地域防災力の強化 ● ●

1 1 3 消防体制の充実 ●

1 1 4 防犯のまちづくりの推進 ●

2 1 1 地域共生社会の構築 ●

2 1 2 誰もが互いに尊重し合い、共に生きる社会の実現 ●

2 1 3 誰もが地域で暮らし続けられるための支援の充実 ●

2 1 4 誰もが安心して生活ができる支援の充実 ● ●

2 2 1 こども・若者が健やかに育つための支援 ●

2 2 2 こども・若者が夢を想い描くための支援 ●

2 2 3 子育て家庭を支えるための環境整備 ● ●

2 2 4 幼児期等の教育と保育の充実 ●

2 3 1 健康づくりの支援 ● ● ●

2 3 2 健康危機管理・地域医療の充実 ● ●

2 3 3 保険事業等の適正な運営 ●

3 1 1 持続可能な社会の創り手の育成 ● ●

3 1 2 確かな学力と自立する力の育成

3 1 3 多様なニーズに対応した教育の推進 ●

3 1 4 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 ●

3 1 5 学校施設の適切な維持・管理

3 1 6 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上

3 2 1 生涯にわたる学びの推進

3 2 2 学びを支える環境の充実

3 3 1 スポーツ・レクリエーション活動の推進 ●

3 3 2 利用しやすい施設の提供

3 4 1 歴史や伝統の保護・活用

3 4 2 芸術文化の振興

3 4 3 地域文化によるまちづくり

4 1 1 住みよい環境づくりの推進

4 1 2 低炭素・循環型社会の推進

4 1 3 環境教育・環境学習の推進

4 2 1 ごみの減量・リサイクルの推進

4 2 2 ごみ処理体制の充実

4 3 1 消費者の自立支援の充実 ●

4 3 2 安心できる葬祭の場の提供

4 4 1 コミュニティ活動の推進 ● ●

4 4 2 活動施設の充実

4 4 3 市民活動への支援

4 4 4 市民活動環境の充実

章・大柱・中柱・施策名

災
害
発
生
時
に
迅
速
な
対
応
が
可
能
な
防
災
体
制
の
確
立

地
域
に
お
け
る
防
災
・
防
犯
意
識
の
醸
成

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
「

地
域

共
生
社
会
」

の
実
現

こ
ど
も
の
利
益
を
考
え
た
子
育
ち
・
子
育
て
の
支
援

健
康
づ
く
り
へ
の
意
識
向
上

市
民
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
保
健
サ
ー

ビ
ス
等
に
よ
る
健
康

長
寿
な
ま
ち
づ
く
り

国
民
健
康
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
、

介
護
保
険
な
ど
の

制
度
の
適
正
な
運
営

災害や犯罪への対
策が充実してお
り、安全に暮らし
ていけるまちに向
けて

子育て支援等の福祉サービスや、市民の
健康づくりへの支援等が充実しており、
安心して暮らしていけるまちに向けて

基本方向

安全に、安心して暮らせるまち
政策づくりにあたって重視すべき事項

1 2
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６ 基本方向と施策の関係 

 
  

1 2 1 2 3 4 5

1 1 1 災害対策の推進 ● ●

1 1 2 地域防災力の強化 ● ●

1 1 3 消防体制の充実 ●

1 1 4 防犯のまちづくりの推進 ●

2 1 1 地域共生社会の構築 ●

2 1 2 誰もが互いに尊重し合い、共に生きる社会の実現 ●

2 1 3 誰もが地域で暮らし続けられるための支援の充実 ●

2 1 4 誰もが安心して生活ができる支援の充実 ● ●

2 2 1 こども・若者が健やかに育つための支援 ●

2 2 2 こども・若者が夢を想い描くための支援 ●

2 2 3 子育て家庭を支えるための環境整備 ● ●

2 2 4 幼児期等の教育と保育の充実 ●

2 3 1 健康づくりの支援 ● ● ●

2 3 2 健康危機管理・地域医療の充実 ● ●

2 3 3 保険事業等の適正な運営 ●

3 1 1 持続可能な社会の創り手の育成 ● ●

3 1 2 確かな学力と自立する力の育成

3 1 3 多様なニーズに対応した教育の推進 ●

3 1 4 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 ●

3 1 5 学校施設の適切な維持・管理

3 1 6 学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域の教育力の向上

3 2 1 生涯にわたる学びの推進

3 2 2 学びを支える環境の充実

3 3 1 スポーツ・レクリエーション活動の推進 ●

3 3 2 利用しやすい施設の提供

3 4 1 歴史や伝統の保護・活用

3 4 2 芸術文化の振興

3 4 3 地域文化によるまちづくり

4 1 1 住みよい環境づくりの推進

4 1 2 低炭素・循環型社会の推進

4 1 3 環境教育・環境学習の推進

4 2 1 ごみの減量・リサイクルの推進

4 2 2 ごみ処理体制の充実

4 3 1 消費者の自立支援の充実 ●

4 3 2 安心できる葬祭の場の提供

4 4 1 コミュニティ活動の推進 ● ●

4 4 2 活動施設の充実

4 4 3 市民活動への支援

4 4 4 市民活動環境の充実

章・大柱・中柱・施策名

災
害
発
生
時
に
迅
速
な
対
応
が
可
能
な
防
災
体
制
の
確
立

地
域
に
お
け
る
防
災
・
防
犯
意
識
の
醸
成

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
「

地
域

共
生
社
会
」

の
実
現

こ
ど
も
の
利
益
を
考
え
た
子
育
ち
・
子
育
て
の
支
援

健
康
づ
く
り
へ
の
意
識
向
上

市
民
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
保
健
サ
ー

ビ
ス
等
に
よ
る
健
康

長
寿
な
ま
ち
づ
く
り

国
民
健
康
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
、

介
護
保
険
な
ど
の

制
度
の
適
正
な
運
営

災害や犯罪への対
策が充実してお
り、安全に暮らし
ていけるまちに向
けて

子育て支援等の福祉サービスや、市民の
健康づくりへの支援等が充実しており、
安心して暮らしていけるまちに向けて

基本方向

安全に、安心して暮らせるまち
政策づくりにあたって重視すべき事項

1 2

 

 

 

 

 

  

  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

● ● ●

● ● ●

● ●

●

● ●

●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

●

● ● ●

● ● ● ●

● ●

● ● ●

●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ●

●

●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

多
様
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
支
援

市
民
参
画
・
協
働

行
財
政

高
齢
者
を
は
じ
め
、

誰
も
が
安
全
・
安
心
に
長
く
住
み
続

け
ら
れ
る
住
宅
環
境
づ
く
り

災
害
に
強
く
、

持
続
可
能
な
上
下
水
道
機
能
の
確
保

商
店
街
の
に
ぎ
わ
い
を
維
持
・
創
出
す
る
た
め
の
支
援

市
内
事
業
者
の
経
営
の
安
定
化
支
援

起
業
・
創
業
を
希
望
す
る
方
々
の
支
援

居
住
機
能
と
都
市
機
能
を
併
せ
持
っ

た
持
続
可
能
な
ま
ち

づ
く
り

こ
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
誰
も
が
安
全
で
快
適
に
利
用
で

き
る
道
路
づ
く
り

多
く
の
市
民
が
快
適
に
利
用
で
き
る
公
共
交
通
網
の
実
現

市
民
と
協
働
で
進
め
る
公
共
空
間
の
緑
化
推
進

人
の
暮
ら
し
と
自
然
環
境
の
美
し
さ
が
融
合
し
た
、

朝
霞

ら
し
い
景
観
形
成

次
世
代
に
地
域
の
歴
史
や
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
、

愛
着

や
誇
り
を
持
て
る
ま
ち
づ
く
り

朝
霞
ら
し
い
豊
か
な
緑
と
水
辺
を
守
り
育
む
ま
ち
づ
く
り

環
境
負
荷
の
低
減
、

低
炭
素
・
循
環
型
社
会
の
構
築
、

持

続
可
能
な
社
会
の
構
築

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

活
動
の
活
性
化
促
進

市
民
活
動
団
体
へ
の
情
報
提
供
や
団
体
活
動
活
性
化
へ
の

支
援

地域の特性を生かした産業活力
など、にぎわいがあるまちに向
けて

政策を推進す
るための取組

「

指
導
の
個
別
化
、

学
習
の
個
性
化
に
よ
る
学
び
」

と

「

協
働
に
よ
る
学
び
」

の
推
進

質
の
高
い
学
校
教
育
を
支
え
る
教
育
環
境
の
充
実

学
校
、

家
庭
、

地
域
の
連
携
・
協
働
に
よ
る
地
域
の
教
育

力
の
向
上

市
民
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
学
習
、

文
化
活
動
な
ど
の
支
援

市
民
が
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
に
親
し
め
る
環

境
づ
く
り

充実した教育を受けながら成長し、活躍する場が
あるまちに向けて

恵まれた自然環境の中で、人と
人とのつながりがあり、住みや
すい環境があるまちに向けて

道路や公園等のインフラが整備され、便利さと快適さが
あるまちに向けて

1 2
政策づくりにあたって重視すべき事項

基本方向

自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち 快適に暮らせる、にぎわいのあるまち

1 2

１８７第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

 

 

 
    

 

  

1 2 1 2 3 4 5

5 1 1 利便性の高いまちづくり

5 1 2 特性に応じたまちづくり

5 1 3 人中心の歩きたくなるまちづくり

5 2 1 やさしさに配慮した道づくり ● ●

5 2 2 良好な交通環境づくり

5 3 1 まちの骨格となる緑づくり

5 3 2 うるおいのある生活環境づくり

5 3 3 まちの魅力を生み出す景観づくり

5 4 1 安心で快適な住環境の整備

5 4 2 安定した住生活の確保・支援 ●

5 5 1 上水道の整備・充実 ●

5 5 2 公共下水道の整備 ●

5 6 1 魅力ある商業機能の形成

5 6 2 中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化

5 6 3 企業誘致の推進

5 6 4 都市農業の振興

5 7 1 産業育成のための連携強化

5 7 2 起業・創業の支援

5 8 1 勤労者支援の充実

5 8 2 雇用の促進

6 1 1 人権教育・啓発活動・問題解決に向けた支援 ●

6 1 2 男女共同参画・性の多様性 ●

6 1 3 多文化共生 ●

6 2 1 市民参画と協働の推進

6 2 2 情報提供の充実と市民ニーズの把握

6 3 1 総合計画の推進

6 3 2 公平・適正な負担による財政基盤の強化

6 3 3 公共施設の効果的・効率的な管理・運営

6 3 4 デジタル化の推進

6 3 5 機能的な組織づくりと人材育成の充実

6 3 6 シティ・プロモーションの展開

章・大柱・中柱・施策名

災
害
発
生
時
に
迅
速
な
対
応
が
可
能
な
防
災
体
制
の
確
立

地
域
に
お
け
る
防
災
・
防
犯
意
識
の
醸
成

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
「

地
域

共
生
社
会
」

の
実
現

こ
ど
も
の
利
益
を
考
え
た
子
育
ち
・
子
育
て
の
支
援

健
康
づ
く
り
へ
の
意
識
向
上

市
民
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
保
健
サ
ー

ビ
ス
等
に
よ
る
健
康

長
寿
な
ま
ち
づ
く
り

国
民
健
康
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
、

介
護
保
険
な
ど
の

制
度
の
適
正
な
運
営

災害や犯罪への対
策が充実してお
り、安全に暮らし
ていけるまちに向
けて

子育て支援等の福祉サービスや、市民の
健康づくりへの支援等が充実しており、
安心して暮らしていけるまちに向けて

基本方向

安全に、安心して暮らせるまち
政策づくりにあたって重視すべき事項

1 2

１８８ 第６次朝霞市総合計画



 

 

 

 

 
    

 

  

1 2 1 2 3 4 5

5 1 1 利便性の高いまちづくり

5 1 2 特性に応じたまちづくり

5 1 3 人中心の歩きたくなるまちづくり

5 2 1 やさしさに配慮した道づくり ● ●

5 2 2 良好な交通環境づくり

5 3 1 まちの骨格となる緑づくり

5 3 2 うるおいのある生活環境づくり

5 3 3 まちの魅力を生み出す景観づくり

5 4 1 安心で快適な住環境の整備

5 4 2 安定した住生活の確保・支援 ●

5 5 1 上水道の整備・充実 ●

5 5 2 公共下水道の整備 ●

5 6 1 魅力ある商業機能の形成

5 6 2 中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化

5 6 3 企業誘致の推進

5 6 4 都市農業の振興

5 7 1 産業育成のための連携強化

5 7 2 起業・創業の支援

5 8 1 勤労者支援の充実

5 8 2 雇用の促進

6 1 1 人権教育・啓発活動・問題解決に向けた支援 ●

6 1 2 男女共同参画・性の多様性 ●

6 1 3 多文化共生 ●

6 2 1 市民参画と協働の推進

6 2 2 情報提供の充実と市民ニーズの把握

6 3 1 総合計画の推進

6 3 2 公平・適正な負担による財政基盤の強化

6 3 3 公共施設の効果的・効率的な管理・運営

6 3 4 デジタル化の推進

6 3 5 機能的な組織づくりと人材育成の充実

6 3 6 シティ・プロモーションの展開

章・大柱・中柱・施策名

災
害
発
生
時
に
迅
速
な
対
応
が
可
能
な
防
災
体
制
の
確
立

地
域
に
お
け
る
防
災
・
防
犯
意
識
の
醸
成

誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
「

地
域

共
生
社
会
」

の
実
現

こ
ど
も
の
利
益
を
考
え
た
子
育
ち
・
子
育
て
の
支
援

健
康
づ
く
り
へ
の
意
識
向
上

市
民
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
保
健
サ
ー

ビ
ス
等
に
よ
る
健
康

長
寿
な
ま
ち
づ
く
り

国
民
健
康
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
、

介
護
保
険
な
ど
の

制
度
の
適
正
な
運
営

災害や犯罪への対
策が充実してお
り、安全に暮らし
ていけるまちに向
けて

子育て支援等の福祉サービスや、市民の
健康づくりへの支援等が充実しており、
安心して暮らしていけるまちに向けて

基本方向

安全に、安心して暮らせるまち
政策づくりにあたって重視すべき事項

1 2

 

 

 
 
 
   
 
  

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

● ● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

●

●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

多
様
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
支
援

市
民
参
画
・
協
働

行
財
政

高
齢
者
を
は
じ
め
、

誰
も
が
安
全
・
安
心
に
長
く
住
み
続

け
ら
れ
る
住
宅
環
境
づ
く
り

災
害
に
強
く
、

持
続
可
能
な
上
下
水
道
機
能
の
確
保

商
店
街
の
に
ぎ
わ
い
を
維
持
・
創
出
す
る
た
め
の
支
援

市
内
事
業
者
の
経
営
の
安
定
化
支
援

起
業
・
創
業
を
希
望
す
る
方
々
の
支
援

居
住
機
能
と
都
市
機
能
を
併
せ
持
っ

た
持
続
可
能
な
ま
ち

づ
く
り

こ
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
誰
も
が
安
全
で
快
適
に
利
用
で

き
る
道
路
づ
く
り

多
く
の
市
民
が
快
適
に
利
用
で
き
る
公
共
交
通
網
の
実
現

市
民
と
協
働
で
進
め
る
公
共
空
間
の
緑
化
推
進

人
の
暮
ら
し
と
自
然
環
境
の
美
し
さ
が
融
合
し
た
、

朝
霞

ら
し
い
景
観
形
成

次
世
代
に
地
域
の
歴
史
や
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
、

愛
着

や
誇
り
を
持
て
る
ま
ち
づ
く
り

朝
霞
ら
し
い
豊
か
な
緑
と
水
辺
を
守
り
育
む
ま
ち
づ
く
り

環
境
負
荷
の
低
減
、

低
炭
素
・
循
環
型
社
会
の
構
築
、

持

続
可
能
な
社
会
の
構
築

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

活
動
の
活
性
化
促
進

市
民
活
動
団
体
へ
の
情
報
提
供
や
団
体
活
動
活
性
化
へ
の

支
援

地域の特性を生かした産業活力
など、にぎわいがあるまちに向
けて

政策を推進す
るための取組

「

指
導
の
個
別
化
、

学
習
の
個
性
化
に
よ
る
学
び
」

と

「

協
働
に
よ
る
学
び
」

の
推
進

質
の
高
い
学
校
教
育
を
支
え
る
教
育
環
境
の
充
実

学
校
、

家
庭
、

地
域
の
連
携
・
協
働
に
よ
る
地
域
の
教
育

力
の
向
上

市
民
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
た
学
習
、

文
化
活
動
な
ど
の
支
援

市
民
が
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
に
親
し
め
る
環

境
づ
く
り

充実した教育を受けながら成長し、活躍する場が
あるまちに向けて

恵まれた自然環境の中で、人と
人とのつながりがあり、住みや
すい環境があるまちに向けて

道路や公園等のインフラが整備され、便利さと快適さが
あるまちに向けて

1 2
政策づくりにあたって重視すべき事項

基本方向

自分らしく学び育ち、心地よく暮らせるまち 快適に暮らせる、にぎわいのあるまち

1 2

１８９第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 1 災害対策の推進 ●

1 1 2 地域防災力の強化 ●

1 1 3 消防体制の充実 ●

1 1 4 防犯のまちづくりの推進 ●

2 1 1 地域共生社会の構築 ● ● ●

2 1 2 誰もが互いに尊重し合い、共に生きる社会の実現 ● ● ●

2 1 3 誰もが地域で暮らし続けられるための支援の充実 ● ● ●

2 1 4 誰もが安心して生活ができる支援の充実 ● ●

2 2 1 こども・若者が健やかに育つための支援 ● ● ● ●

2 2 2 こども・若者が夢を想い描くための支援 ● ● ● ● ● ●

2 2 3 子育て家庭を支えるための環境整備 ● ● ●

2 2 4 幼児期等の教育と保育の充実 ● ● ● ●

2 3 1 健康づくりの支援 ●

2 3 2 健康危機管理・地域医療の充実 ● ●

2 3 3 保険事業等の適正な運営 ● ● ●

3 1 1 持続可能な社会の創り手の育成 ● ● ●

3 1 2 確かな学力と自立する力の育成 ● ● ●

3 1 3 多様なニーズに対応した教育の推進 ● ● ●

3 1 4 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 ● ●

3 1 5 学校施設の適切な維持・管理 ● ● ● ●

3 1 6
学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域
の教育力の向上

●

3 2 1 生涯にわたる学びの推進 ● ● ●

3 2 2 学びを支える環境の充実 ● ● ●

3 3 1 スポーツ・レクリエーション活動の推進 ● ● ● ● ● ●

3 3 2 利用しやすい施設の提供 ● ● ● ● ● ●

3 4 1 歴史や伝統の保護・活用 ● ●

3 4 2 芸術文化の振興 ● ●

3 4 3 地域文化によるまちづくり ●

4 1 1 住みよい環境づくりの推進 ● ● ● ● ● ●

4 1 2 低炭素・循環型社会の推進 ● ● ● ● ● ● ●

4 1 3 環境教育・環境学習の推進 ● ● ●

4 2 1 ごみの減量・リサイクルの推進 ● ●

4 2 2 ごみ処理体制の充実 ● ●

4 3 1 消費者の自立支援の充実 ●

4 3 2 安心できる葬祭の場の提供 ●
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1 1 災害対策の推進 ●

1 1 2 地域防災力の強化 ●

1 1 3 消防体制の充実 ●

1 1 4 防犯のまちづくりの推進 ●

2 1 1 地域共生社会の構築 ● ● ●

2 1 2 誰もが互いに尊重し合い、共に生きる社会の実現 ● ● ●

2 1 3 誰もが地域で暮らし続けられるための支援の充実 ● ● ●

2 1 4 誰もが安心して生活ができる支援の充実 ● ●

2 2 1 こども・若者が健やかに育つための支援 ● ● ● ●

2 2 2 こども・若者が夢を想い描くための支援 ● ● ● ● ● ●

2 2 3 子育て家庭を支えるための環境整備 ● ● ●

2 2 4 幼児期等の教育と保育の充実 ● ● ● ●

2 3 1 健康づくりの支援 ●

2 3 2 健康危機管理・地域医療の充実 ● ●

2 3 3 保険事業等の適正な運営 ● ● ●

3 1 1 持続可能な社会の創り手の育成 ● ● ●

3 1 2 確かな学力と自立する力の育成 ● ● ●

3 1 3 多様なニーズに対応した教育の推進 ● ● ●

3 1 4 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 ● ●

3 1 5 学校施設の適切な維持・管理 ● ● ● ●

3 1 6
学校・家庭・地域の連携・協働の推進による地域
の教育力の向上

●

3 2 1 生涯にわたる学びの推進 ● ● ●

3 2 2 学びを支える環境の充実 ● ● ●

3 3 1 スポーツ・レクリエーション活動の推進 ● ● ● ● ● ●

3 3 2 利用しやすい施設の提供 ● ● ● ● ● ●

3 4 1 歴史や伝統の保護・活用 ● ●

3 4 2 芸術文化の振興 ● ●

3 4 3 地域文化によるまちづくり ●

4 1 1 住みよい環境づくりの推進 ● ● ● ● ● ●

4 1 2 低炭素・循環型社会の推進 ● ● ● ● ● ● ●

4 1 3 環境教育・環境学習の推進 ● ● ●

4 2 1 ごみの減量・リサイクルの推進 ● ●

4 2 2 ごみ処理体制の充実 ● ●

4 3 1 消費者の自立支援の充実 ●

4 3 2 安心できる葬祭の場の提供 ●
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 4 1 コミュニティ活動の推進 ●

4 4 2 活動施設の充実 ●

4 4 3 市民活動への支援 ●

4 4 4 市民活動環境の充実 ●

5 1 1 利便性の高いまちづくり ● ● ●

5 1 2 特性に応じたまちづくり ● ●

5 1 3 人中心の歩きたくなるまちづくり ● ●

5 2 1 やさしさに配慮した道づくり ●

5 2 2 良好な交通環境づくり ●

5 3 1 まちの骨格となる緑づくり ● ● ●

5 3 2 うるおいのある生活環境づくり ● ● ●

5 3 3 まちの魅力を生み出す景観づくり ● ● ●

5 4 1 安心で快適な住環境の整備 ●

5 4 2 安定した住生活の確保・支援 ● ●

5 5 1 上水道の整備・充実 ● ●

5 5 2 公共下水道の整備 ● ●

5 6 1 魅力ある商業機能の形成 ● ●

5 6 2 中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化 ● ●

5 6 3 企業誘致の推進 ● ●

5 6 4 都市農業の振興 ● ●

5 7 1 産業育成のための連携強化 ● ● ●

5 7 2 起業・創業の支援 ● ●

5 8 1 勤労者支援の充実 ●

5 8 2 雇用の促進 ●

6 1 1 人権教育・啓発活動・問題解決に向けた支援 ● ● ● ● ● ●

6 1 2 男女共同参画・性の多様性 ● ● ● ● ● ●

6 1 3 多文化共生 ● ●

6 2 1 市民参画と協働の推進 ● ● ●

6 2 2 情報提供の充実と市民ニーズの把握 ●

6 3 1 総合計画の推進 ● ●

6 3 2 公平・適正な負担による財政基盤の強化 ●

6 3 3 公共施設の効果的・効率的な管理・運営 ● ●

6 3 4 デジタル化の推進 ● ●

6 3 5 機能的な組織づくりと人材育成の充実 ● ● ● ●

6 3 6 シティ・プロモーションの展開 ●
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８ 成果指標一覧 

※成果指標は、施策の進捗状況を見るためのさまざまな目標値の一つであり、この指標の達成が

事業の最終目標ではありません。 

 

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
災害対策の
推進

防災施策に対す
る市民の満足度
（％）

市政モニターアン
ケートの地域防災
計画の推進に関す
る設問で「満足」ま
たは「どちらかとい
えば満足」を選択し
た市民の割合

市政モニターアンケートでは地域防
災計画の推進に対する満足度（４段
階評価）について評価をしているた
め、これらの満足度が防災施策に
対する評価と捉え、指標とした。

過去５年の満足度の平均を基
準値（36.26％）にし、過去５
年の平均上昇率（1.35％）の
平均を足した数値を目標値と
した。

（２）
地域防災力
の強化

自主防災組織の
結成率（％）

自治会・町内会等に
対する自主防災組
織の結成率

地域での自助・共助の意識が醸成
され、防災意識の高揚を図る目安
になると考え、指標とした。

現在の結成率に、過去５年の
平均上昇率（1.675％）を足
した数値を目標値とした。

（３）
消防体制の
充実

消防団の充足率
（％）

消防団員定数（１３
８人）に対する充足
率

消防団員の充足が消防体制の充実
の成果と捉え、指標とした。

朝霞市消防団条例で定められ
ている、消防団員定数の１３８
人を目標値とした。

（４）
防犯のまち
づくりの推
進

市内における人
口１,０００人当た
りの刑法犯認知
件数（件）

埼玉県警本部が公
表した、市内で発生
した犯罪の認知件
数

市内で発生する犯罪件数の増減が
防犯施策に対する成果と捉え、指
標とした。

刑法犯認知件数が少なかっ
た、令和２、３年の近隣４市の
平均値を目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
地域共生社
会の構築

地域福祉活動へ
の参加団体数
（団体）

地域保健福祉活動
振興事業費補助金
交付団体数および
住民主体の通いの
場の活動団体数

地域住民同士の交流や、社会参加
の場となる「地域福祉活動団体」が
増えることが、地域共生社会が目
指す、一人一人の暮らしと生きが
い、地域を共に作っていく社会につ
ながる成果と捉え、指標に設定し
た。

各団体数の直近(令和５年度
→令和６年度)増加率（約
５％）から、令和７年度以降、
同様の５％増加を見込んだ積
算とした。

（２）

誰もが互い
に尊重し合
い、共に生
きる社会の
実現

高齢者・障害者
の虐待通報件数
（件）

権利擁護と尊厳の
確保の取組により、
高齢者・障害者に対
する虐待が広く認
知されたことで、担
当課が通報を受け
た件数

通報に至る件数が少ない高齢者・
障害者に対する虐待について、施
策により広く認識された結果とし
て虐待通報件数が増加することを
成果と捉え、指標に設定した。

長寿はつらつ課・障害福祉課
で受けた虐待通報件数の令和
5年度実績値から毎年5％ず
つの増加を見込み、目標値と
して設定した。

（３）

誰もが地域
で暮らし続
けられるた
めの支援の
充実

新規就労者数
（生活保護受給
者＋障害者＋シ
ルバー入会者）
（人）

高齢者・障害者・生
活困窮者のそれぞ
れの人が、さまざま
な形で新規就労に
つながった人数

個々の状況や希望に合った就労に
つながることが、地域で暮らし続け
るために必要な経済的自立の指標
になると判断したため。

・生活保護受給者（令和３年度
～令和５年度の平均増加数を
もとに毎年の増加数を積算）
・障害者（令和5年度各種就労
実績の前年比５％増で積算）
・シルバー入会者（令和5年度
前実績減少のため、令和６年
度以降前年比１％増で見込ん
だ）

（４）

誰もが安心
して生活が
できる支援
の充実

見守りサービス
利用者数（高齢
者＋障害者＋そ
の他）（人）

市が実施する各種
見守りサービスの
利用者数の累計

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯
および障害者が、市が実施する各
種見守りサービスの利用をするこ
とで、住み慣れた地域で自立し、安
心して日常生活が送れることにつ
ながることから各種見守りサービ
スの利用者数の累計を指標とし
た。

令和6年度は、令和３年度か
ら令和５年度までの過去３年
間の平均値で算出。令和7年
度以降は、新たな見守りサー
ビスが追加されることから、
各年度へ平均値＋１０人を見
込み目標値として設定した。

中柱

第１章　災害対策・防犯

大柱１　災害対策・防犯

中柱

第２章　福祉・こども・健康

大柱１　地域共生社会の推進
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８ 成果指標一覧 

※成果指標は、施策の進捗状況を見るためのさまざまな目標値の一つであり、この指標の達成が

事業の最終目標ではありません。 

 

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
災害対策の
推進

防災施策に対す
る市民の満足度
（％）

市政モニターアン
ケートの地域防災
計画の推進に関す
る設問で「満足」ま
たは「どちらかとい
えば満足」を選択し
た市民の割合

市政モニターアンケートでは地域防
災計画の推進に対する満足度（４段
階評価）について評価をしているた
め、これらの満足度が防災施策に
対する評価と捉え、指標とした。

過去５年の満足度の平均を基
準値（36.26％）にし、過去５
年の平均上昇率（1.35％）の
平均を足した数値を目標値と
した。

（２）
地域防災力
の強化

自主防災組織の
結成率（％）

自治会・町内会等に
対する自主防災組
織の結成率

地域での自助・共助の意識が醸成
され、防災意識の高揚を図る目安
になると考え、指標とした。

現在の結成率に、過去５年の
平均上昇率（1.675％）を足
した数値を目標値とした。

（３）
消防体制の
充実

消防団の充足率
（％）

消防団員定数（１３
８人）に対する充足
率

消防団員の充足が消防体制の充実
の成果と捉え、指標とした。

朝霞市消防団条例で定められ
ている、消防団員定数の１３８
人を目標値とした。

（４）
防犯のまち
づくりの推
進

市内における人
口１,０００人当た
りの刑法犯認知
件数（件）

埼玉県警本部が公
表した、市内で発生
した犯罪の認知件
数

市内で発生する犯罪件数の増減が
防犯施策に対する成果と捉え、指
標とした。

刑法犯認知件数が少なかっ
た、令和２、３年の近隣４市の
平均値を目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
地域共生社
会の構築

地域福祉活動へ
の参加団体数
（団体）

地域保健福祉活動
振興事業費補助金
交付団体数および
住民主体の通いの
場の活動団体数

地域住民同士の交流や、社会参加
の場となる「地域福祉活動団体」が
増えることが、地域共生社会が目
指す、一人一人の暮らしと生きが
い、地域を共に作っていく社会につ
ながる成果と捉え、指標に設定し
た。

各団体数の直近(令和５年度
→令和６年度)増加率（約
５％）から、令和７年度以降、
同様の５％増加を見込んだ積
算とした。

（２）

誰もが互い
に尊重し合
い、共に生
きる社会の
実現

高齢者・障害者
の虐待通報件数
（件）

権利擁護と尊厳の
確保の取組により、
高齢者・障害者に対
する虐待が広く認
知されたことで、担
当課が通報を受け
た件数

通報に至る件数が少ない高齢者・
障害者に対する虐待について、施
策により広く認識された結果とし
て虐待通報件数が増加することを
成果と捉え、指標に設定した。

長寿はつらつ課・障害福祉課
で受けた虐待通報件数の令和
5年度実績値から毎年5％ず
つの増加を見込み、目標値と
して設定した。

（３）

誰もが地域
で暮らし続
けられるた
めの支援の
充実

新規就労者数
（生活保護受給
者＋障害者＋シ
ルバー入会者）
（人）

高齢者・障害者・生
活困窮者のそれぞ
れの人が、さまざま
な形で新規就労に
つながった人数

個々の状況や希望に合った就労に
つながることが、地域で暮らし続け
るために必要な経済的自立の指標
になると判断したため。

・生活保護受給者（令和３年度
～令和５年度の平均増加数を
もとに毎年の増加数を積算）
・障害者（令和5年度各種就労
実績の前年比５％増で積算）
・シルバー入会者（令和5年度
前実績減少のため、令和６年
度以降前年比１％増で見込ん
だ）

（４）

誰もが安心
して生活が
できる支援
の充実

見守りサービス
利用者数（高齢
者＋障害者＋そ
の他）（人）

市が実施する各種
見守りサービスの
利用者数の累計

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯
および障害者が、市が実施する各
種見守りサービスの利用をするこ
とで、住み慣れた地域で自立し、安
心して日常生活が送れることにつ
ながることから各種見守りサービ
スの利用者数の累計を指標とし
た。

令和6年度は、令和３年度か
ら令和５年度までの過去３年
間の平均値で算出。令和7年
度以降は、新たな見守りサー
ビスが追加されることから、
各年度へ平均値＋１０人を見
込み目標値として設定した。

中柱

第１章　災害対策・防犯

大柱１　災害対策・防犯

中柱

第２章　福祉・こども・健康

大柱１　地域共生社会の推進

 

 

 

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）

こども・若者
が健やかに
育つための
支援

要保護児童対策
地域協議会個別
支援会議で協議
した人数（人）

児童虐待を未然に
防ぐため、要保護児
童などの適切な保
護または支援を図
り、関係機関による
情報共有や支援方
針等を検討する会
議において協議した
人数

全国的にも児童虐待は高止まりの
傾向であり朝霞市も一定数の支援
が必要な家庭があることから、関係
部署による個別支援会議をきめ細
かく行うことにより虐待を未然に防
ぐ効果があるため指標とした。本数
値が多いほど支援の手が入ってい
る指標となる。

過去５年間の個別支援会議で
協議した人数の平均値として
計上した。

（２）

こども・若者
が夢を想い
描くための
支援

こどもの居場所
づくりを推進する
団体数（団体）

青少年健全育成団
体や学習支援団体、
こども食堂・フード
パントリー等、朝霞
市こども計画に基
づきながらこどもの
居場所づくりを推進
した団体数

青少年健全育成事業に加え、こども
の居場所づくりに関する指針によ
り、こども食堂やフードパントリー、
学習支援やこども・若者の居場所を
確保していくことが求められている
ため指標とした。本数値が多ければ
地域での見守り体制が確立されて
いる指標となる。

１年度に１団体ずつ、市と連携
を図りながら居場所づくりの
施策を進められる団体が増え
ることを希望して目標値に計
上した。

①養育支援訪問
事業（件）

虐待予防の観点か
ら、育児不安・負担
感により養育支援
が必要な家庭に対
し保健師・助産師等
を派遣した件数

②子育て世帯訪
問支援事業の利
用件数（件）

虐待予防の観点か
ら、家事・子育て等
に不安・負担を抱え
た子育て家庭に対
しヘルパー等を派遣
した件数

（４）
幼児期等の
教育と保育
の充実

保育園待機児童
数（人）

保育の必要性の認
定がされ、保育所等
の利用申込がされ
ているが、利用でき
ていない人数

待機児童が解消されることにより、
保護者の希望に沿った保育が図ら
れているための指標とした。

待機児童の解消を目指すた
め。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
健康づくり
の支援

健康寿命（年）

６５歳の人が、健康
で自立した生活を
送ることができる状
態から要介護２以上
になるまでの期間

あさか健康プラン21（第3次）の基
本目標の指標であり、保健・医療の
推進状況を測る上で代表的な値と
して設定した。

基準年（令和3年／2021年）
の値に、基準年を含む過去10
年の伸び率の平均（1年あたり
男性0.14年、女性0.09年）を
積み上げて積算

（２）
健康危機管
理・地域医
療の充実

予防接種率（Ａ
類）（％）

感染力や重篤性の
大きさから発生お
よび蔓延予防に比
重を置いたＡ類疾病
に対する予防接種
の接種率

予防接種は感染症の発生および蔓
延を防止する役割を果たしており、
接種率は全体の接種状況を知る上
で重要な指標となるため。

A類予防接種の対象者数に対
する接種者数の割合

（３）
保険事業等
の適正な運
営

市レセプト点検に
よる過誤調整の
効果額（円）

医療機関等から送
付される朝霞市国
民健康保険の診療
報酬明細書（レセプ
ト）の内容点検によ
り、請求の誤りを指
摘・適正化した金額

診療内容や資格情報を点検するこ
とで、誤った請求に対する支払を防
ぐことができ、医療費の適正化に資
することができる指標であると考え
るため。

（令和3年度～令和5年度まで
の3か年平均：11,703千円）
×（令和4年度・令和5年度比：
約70％）≒800千円
※令和5年度実績：8,760千
円

（続）第２章　福祉・こども・健康

大柱３　保健・医療

中柱

大柱２　こども・若者応援、子育て支援

中柱

（３）

子育て家庭
を支えるた
めの環境整
備

全国的にも児童虐待は高止まりの
傾向であり朝霞市も一定数の支援
が必要な家庭があることから、保健
師や助産師、ヘルパー等の派遣を決
定することでこどもの養育のしづら
さ等を解消するため指標とした。本
数値が多いほど支援の手が入って
いる指標となる。

現状では支援を受け入れない
家庭もあり実績値も伸びてい
ない中、Ｒ７よりこども家庭セ
ンターの開所により、サポート
プランを活用した支援を行う
にあたり、積極的に事業展開
していくための数値として計
上した。

１９３第６次朝霞市総合計画
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指標名（単位） 説明

施策に対して、当該成果指標を
設定した理由

成果指標の目標値（R12）の
積算根拠

（１）
持続可能な
社会の創り
手の育成

埼玉県学力・学
習状況調査の質
問紙調査におけ
る「将来の夢や目
標をもっていま
すか。」の回答状
況（％）

将来の夢や目標を
「もっている」また
は「どちらかといえ
ばもっている」と回
答した児童・生徒の
割合

国や県の教育振興基本計画では、
「夢や目標をもち、未来を切り拓く
力をこどもたちに育むこと」を掲げ
ている。朝霞市の教育を推進する
ことが、将来の夢や目標を描けるこ
どもたちが増えることにつながる
と捉え、この指標を設定した。

朝霞市の教育を推進し、すべ
てのこどもたちが夢や目標を
持てることを目指して、目標
値を設定した。

（２）
確かな学力
と自立する
力の育成

埼玉県学力・学
習状況調査にお
ける「学力を伸ば
した児童生徒の
割合」達成状況
（教科）

埼玉県学力・学習状
況調査における「学
力を伸ばした児童
生徒の割合」が県平
均を上回った教科
数（小５・６、中１・
２：国語・算数およ
び数学、中３：国語・
数学・英語）
※11教科中の達成
数

県の学力調査はこどもたち一人一
人の「学力の伸び」について経年変
化を追っている。そのデータを活用
することにより、学力を伸ばせたか
どうかを見るため、指標とした。

小５・６、中１・２は国語、算数
（数学）、中３は国語、数学、英
語の計１１科目において、すべ
てに伸びが見られるよう、全
教科数を設定した。

（３）

多様なニー
ズに対応し
た教育の推
進

学校に行きづら
い児童生徒へのＩ
ＣＴ支援実施率
（％）

学校に行きづらい
児童生徒にＡＩドリ
ル等を通して教育
を継続するなどＩＣ
Ｔ支援を実施した割
合

県の第４期教育振興基本計画の施
策に「一人一人の状況に応じた支
援」がある。さまざまな事情により
学校に来られないこどもたちに
ICTを活用した学習支援がどの程
度できているかを評価するため、
指標とした。

令和6年度は４０％であった。
令和６年度から開始したAIオ
ンラインドリルの活用を今後
さらに進めるほか、オンライン
による双方向の学びなどを充
実させていくことを見据え、
目標値を９０％とした。

（４）

質の高い学
校教育を推
進するため
の環境の充
実

教育委員会アン
ケート（こども対
象）において「学
校はＩＣＴを活用
した教育を推進
している」の回答
状況（％）

学校のＩＣＴを活用
した教育の推進に
ついて「そう思う」
または「どちらかと
いうとそう思う」と
回答した児童・生徒
の割合

こどもたちが主体的・対話的で深
い学びを進めるにあたって、いかに
ICTを活用するかが重要となって
いる。こどもたち自身が学校での
活用についてどのように感じてい
るかを把握するため、指標とした。

校務支援システムやAIオンラ
インドリルなど、学校のＤＸ化
が進み始めている。今後、す
べての教師がそれらを効果的
に活用できる力を育成してい
くため、目標値を９０％以上と
した。

（５）
学校施設の
適切な維
持・管理

学校施設長寿命
化計画の進捗率
（％）

学校施設長寿命化
計画に基づく進捗
率

安全・安心かつ快適な教育活動を
目指し、学校施設を計画的に改修・
改築等を実施する必要があり、そ
の進捗を把握するため、指標とし
た。

学校施設長寿命化計画の計
画期間である４０年を１００％
として、毎年の進捗率を成果
指標とした。

（６）

学校・家庭・
地域の連
携・協働の
推進による
地域の教育
力の向上

学校評価におけ
る地域連携に係
る項目の回答状
況（％）

学校関係者評価（４
段階）のうち、地域
連携に係る項目（２
項目）においてＡ
（当てはまる）と回
答された割合

学校・家庭・地域が連携、協働し、地
域全体の教育力を向上させていく
ことが重要である。地域に根ざした
学校運営協議会委員等から評価を
いただくことにより、その進捗が把
握できるものと捉え、本指標を設
定した。

令和５年度は２２/３０（７３．
３％）がＡ評価であった。地域
全体の教育力向上の結果とし
て８０％のＡ評価獲得（２４/３
０）を達成すべく目標を設定し
た。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
生涯にわた
る学びの推
進

事業参加者満足
度（％）

生涯学習各種事業
における満足度

事業内容がニーズに合ったものと
なっているかを把握するため。

満足度の高い事業となるよう
内容の充実に努めているた
め、９５％とした。

（２）
学びを支え
る環境の充
実

公民館、図書館、
文化財課が行う
生涯学習事業の
参加者総数（人）

公民館、図書館、文
化財課が行う生涯
学習事業の参加者
総数

実施事業の成果を具体的な数値で
把握するため参加者数を指標とし
て設定した。

現状値を基にデジタル化によ
る事業などの参加者数などを
見込み5,000人増とした。

中柱

第３章　教育・文化

大柱１　学校教育

中柱

大柱２　生涯学習

１９４ 第６次朝霞市総合計画



 

 

 

  
指標名（単位） 説明

施策に対して、当該成果指標を
設定した理由

成果指標の目標値（R12）の
積算根拠

（１）
持続可能な
社会の創り
手の育成

埼玉県学力・学
習状況調査の質
問紙調査におけ
る「将来の夢や目
標をもっていま
すか。」の回答状
況（％）

将来の夢や目標を
「もっている」また
は「どちらかといえ
ばもっている」と回
答した児童・生徒の
割合

国や県の教育振興基本計画では、
「夢や目標をもち、未来を切り拓く
力をこどもたちに育むこと」を掲げ
ている。朝霞市の教育を推進する
ことが、将来の夢や目標を描けるこ
どもたちが増えることにつながる
と捉え、この指標を設定した。

朝霞市の教育を推進し、すべ
てのこどもたちが夢や目標を
持てることを目指して、目標
値を設定した。

（２）
確かな学力
と自立する
力の育成

埼玉県学力・学
習状況調査にお
ける「学力を伸ば
した児童生徒の
割合」達成状況
（教科）

埼玉県学力・学習状
況調査における「学
力を伸ばした児童
生徒の割合」が県平
均を上回った教科
数（小５・６、中１・
２：国語・算数およ
び数学、中３：国語・
数学・英語）
※11教科中の達成
数

県の学力調査はこどもたち一人一
人の「学力の伸び」について経年変
化を追っている。そのデータを活用
することにより、学力を伸ばせたか
どうかを見るため、指標とした。

小５・６、中１・２は国語、算数
（数学）、中３は国語、数学、英
語の計１１科目において、すべ
てに伸びが見られるよう、全
教科数を設定した。

（３）

多様なニー
ズに対応し
た教育の推
進

学校に行きづら
い児童生徒へのＩ
ＣＴ支援実施率
（％）

学校に行きづらい
児童生徒にＡＩドリ
ル等を通して教育
を継続するなどＩＣ
Ｔ支援を実施した割
合

県の第４期教育振興基本計画の施
策に「一人一人の状況に応じた支
援」がある。さまざまな事情により
学校に来られないこどもたちに
ICTを活用した学習支援がどの程
度できているかを評価するため、
指標とした。

令和6年度は４０％であった。
令和６年度から開始したAIオ
ンラインドリルの活用を今後
さらに進めるほか、オンライン
による双方向の学びなどを充
実させていくことを見据え、
目標値を９０％とした。

（４）

質の高い学
校教育を推
進するため
の環境の充
実

教育委員会アン
ケート（こども対
象）において「学
校はＩＣＴを活用
した教育を推進
している」の回答
状況（％）

学校のＩＣＴを活用
した教育の推進に
ついて「そう思う」
または「どちらかと
いうとそう思う」と
回答した児童・生徒
の割合

こどもたちが主体的・対話的で深
い学びを進めるにあたって、いかに
ICTを活用するかが重要となって
いる。こどもたち自身が学校での
活用についてどのように感じてい
るかを把握するため、指標とした。

校務支援システムやAIオンラ
インドリルなど、学校のＤＸ化
が進み始めている。今後、す
べての教師がそれらを効果的
に活用できる力を育成してい
くため、目標値を９０％以上と
した。

（５）
学校施設の
適切な維
持・管理

学校施設長寿命
化計画の進捗率
（％）

学校施設長寿命化
計画に基づく進捗
率

安全・安心かつ快適な教育活動を
目指し、学校施設を計画的に改修・
改築等を実施する必要があり、そ
の進捗を把握するため、指標とし
た。

学校施設長寿命化計画の計
画期間である４０年を１００％
として、毎年の進捗率を成果
指標とした。

（６）

学校・家庭・
地域の連
携・協働の
推進による
地域の教育
力の向上

学校評価におけ
る地域連携に係
る項目の回答状
況（％）

学校関係者評価（４
段階）のうち、地域
連携に係る項目（２
項目）においてＡ
（当てはまる）と回
答された割合

学校・家庭・地域が連携、協働し、地
域全体の教育力を向上させていく
ことが重要である。地域に根ざした
学校運営協議会委員等から評価を
いただくことにより、その進捗が把
握できるものと捉え、本指標を設
定した。

令和５年度は２２/３０（７３．
３％）がＡ評価であった。地域
全体の教育力向上の結果とし
て８０％のＡ評価獲得（２４/３
０）を達成すべく目標を設定し
た。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
生涯にわた
る学びの推
進

事業参加者満足
度（％）

生涯学習各種事業
における満足度

事業内容がニーズに合ったものと
なっているかを把握するため。

満足度の高い事業となるよう
内容の充実に努めているた
め、９５％とした。

（２）
学びを支え
る環境の充
実

公民館、図書館、
文化財課が行う
生涯学習事業の
参加者総数（人）

公民館、図書館、文
化財課が行う生涯
学習事業の参加者
総数

実施事業の成果を具体的な数値で
把握するため参加者数を指標とし
て設定した。

現状値を基にデジタル化によ
る事業などの参加者数などを
見込み5,000人増とした。

中柱

第３章　教育・文化

大柱１　学校教育

中柱

大柱２　生涯学習

 

 

 

 

  
指標名（単位） 説明

施策に対して、当該成果指標を
設定した理由

成果指標の目標値（R12）の
積算根拠

（１）

スポーツ・レ
クリエーショ
ン活動の推
進

週１回以上スポー
ツを行っている
人の割合（％）

スポーツに関するア
ンケート調査で週１
回以上スポーツを
行っている人の割
合
※「スポーツ」には、
ウォーキングや体
操、レクリエーション
活動などを含む

従前より「誰もが いつでも どこで
も楽しめる 生涯スポーツ社会の実
現」を基本理念としてスポーツ推進
計画を策定し、スポーツの推進に取
り組んできており、本指標により市
におけるスポーツの普及状況を判
断することができると考えたため。

第２期朝霞市スポーツ推進計
画において、「２０歳以上の市
民のうち６０％が週１回以上ス
ポーツを行うこと」を目標とし
ているため、当該数値を成果
指標とした。

（２）
利用しやす
い施設の提
供

スポーツ施設（１
４施設）の利用率
（％）

総合体育館・野球
場・陸上競技場・テ
ニスコートなど、市
の主要スポーツ施
設の平均利用率

施設に対する利用者からの評価は、
利用状況に反映されるものと考え
ており、利用しやすい（快適に利用
できる）施設の利用率が高くなると
考えたため。

第５次総合計画後期計画期間
において、利用率が約０．９％
上昇したことから、今後のス
ポーツ施設の改修計画等を踏
まえ、第５期総合計画後期計
画における目標値である６
２％に対し１％の増を見込み、
６３％とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
歴史や伝統
の保護・活
用

文化財課が行う
事業に対する満
足度（％）

博物館・旧高橋家住
宅で行う展示・事業
に対する満足度

市民に、目に見えてより指標を分か
りやすくするため、「満足度」と設定
した。

これまで実施しているアン
ケートの状況を参考にした。

（２）
芸術文化の
振興

文化祭入場者数
（人）

朝霞市文化祭への
入場者数

実施事業の成果を具体的な数値で
把握するため参加者数を指標とし
て設定した。

コロナが５類に移行後、入場者
数は8,000人から9,000人
弱で推移していることから、１
０％の増を見込み、9,500人
とした。

（３）
地域文化に
よるまちづ
くり

朝霞市民まつり
「彩夏祭」来場者
数（人）

朝霞市民まつり「彩
夏祭」への来場者数

地元で実施している地域イベントの
来場者数を指標とすることで、認知
度を把握する目安となる。

朝霞市民まつり「彩夏祭」の来
場者数の実績の中で、最高値
を目標とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
住み良い環
境づくりの
推進

典型７公害苦情
を受け付け、指
導・要請した結
果、是正された件
数（件）

環境基本法で定義
されている、騒音・
振動・悪臭などの典
型７公害に対する苦
情に対して、指導や
要請を行った結果、
是正された件数

法律で定義されている典型７公害
（騒音・振動・悪臭・大気汚染・水質
汚濁・土壌汚染・地盤沈下）の苦情
に関する是正がなされることで、生
活環境の改善の一助となるため、指
標とした。

相談数の７割程度の改善を目
標数値とした。

（２）
低炭素・循
環型社会の
推進

温室効果ガス排
出量の削減率
（％）

市域から排出され

るＣＯ２排出量の削

減率（Ｈ２５年度比）

低地球温暖化の原因となる温室効
果ガスの削減率の進捗が、炭素・循
環型社会の推進の指針となるため、
指標とした。

朝霞市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）で削減率を指
定しているため。この削減率
は、国の設定に準じている。

（３）
環境教育・
環境学習の
推進

環境美化ポス
ターの応募者数
（人）

市内の小学生（３、６
年生）を対象に、環
境美化をテーマに
募集しているポス
ターの応募者数

小学生による環境ポスターの応募
によって、環境教育・学習の推進
や、ポスターを利用した啓発などの
環境美化推進につながるため、指標
とした。

過去（コロナ禍での中止年を
除く）の平均応募数を基準とし
た。

大柱１　環境

中柱

（続）第３章　教育・文化

大柱３　スポーツ・レクリエーション

中柱

大柱４　地域文化

中柱

第４章　環境・市民生活・コミュニティ

１９５第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

 

 

  
指標名（単位） 説明

施策に対して、当該成果指標を
設定した理由

成果指標の目標値（R12）の
積算根拠

（１）
ごみの減
量・リサイク
ルの推進

市民一人当たり
ごみ排出量（ｇ／
日）

生活系ごみ（家庭ご
み）の市民一人当た
りの排出量（g／日）

ごみの減量化を測る指標として、市
民一人当たりの排出量が、最も適
しているため。

第６次朝霞市一般廃棄物処理
基本計画での目標値

（２）
ごみ処理体
制の充実

ごみ焼却処理施
設の稼働率（％）

ごみ焼却処理施設
が完全停止ではな
い日の割合（％）

ごみ焼却処理施設が適切に維持管
理された状況を、施設稼働率で確
認するため。

令和元年度～令和5年度平均
の98.0％から3％までの誤
差を許容する９５％以上を目
標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
消費者の自
立支援の充
実

消費生活相談件
数（件）

消費生活に関する
年間の相談件数

相談件数を指標とすることで、消費
生活相談の認知度を把握する目安
になると考え、指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
の目標値は、実績と相談可能
な枠と大きくかけ離れている
ため、実績に基づき相談受入
が可能な上限を目標値とし
た。

（２）
安心できる
葬祭の場の
提供

斎場利用率（％）
斎場の利用可能枠
に対する利用率

斎場利用率を指標とすることで、利
用ニーズを把握する目安になると
考え指標とした。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用率が低下す
る前の令和元年度の利用率
の数値を目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
コミュニティ
活動の推進

自治会・町内会
加入率（％）

自治会・町内会の加
入率

自治会・町内会は、地域コミュニ
ティの核となっており、防災や防犯
の面での役割が再認識されている
ことから、自治会・町内会の加入率
を指標とした。

自治会・町内会の加入率につ
いて、令和８年度の目標値を
36.0%と設定し、毎年1.0%
上昇させる目標とした。

（２）
活動施設の
充実

市民センター利
用率（％）

市民センターの利
用可能枠に対する
利用率

地域活動の拠点となる市民セン
ターの利用率を指標とすることで、
利用ニーズを把握する目安になる
と考え指標とした。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用率が低下す
る前の利用率の高い平成３０
年度の数値を目標値とし、各
年微増させる目標値とした。

（３）
市民活動へ
の支援

ＮＰＯ法人数（法
人）

市内のＮＰＯ法人数
市内のＮＰＯ法人数を指標とするこ
とで、市民活動の広がりを図る目
安になると考え、指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に２団体ずつ増加
することを見込んでいたが、
実績とかい離してしまった。そ
のため、本計画では、１年間に
１団体増の目標値とした。

（４）
市民活動環
境の充実

団体の施設利用
回数（団体）

施設や備品などを
利用した延べ団体
数

市民活動団体等が利用しやすい施
設を目指していることから、団体の
施設利用回数を指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に１０回ずつ増加す
ることを見込んでいたが、実
績とかい離してしまった。その
ため、本計画では、１年間に５
回増の目標値とした。

（続）第４章　環境・市民生活・コミュニティ

大柱４　コミュニティ・市民活動

中柱

大柱２　ごみ処理

中柱

大柱３　消費生活・葬祭

中柱

１９６ 第６次朝霞市総合計画



 

 

 

 

  
指標名（単位） 説明

施策に対して、当該成果指標を
設定した理由

成果指標の目標値（R12）の
積算根拠

（１）
ごみの減
量・リサイク
ルの推進

市民一人当たり
ごみ排出量（ｇ／
日）

生活系ごみ（家庭ご
み）の市民一人当た
りの排出量（g／日）

ごみの減量化を測る指標として、市
民一人当たりの排出量が、最も適
しているため。

第６次朝霞市一般廃棄物処理
基本計画での目標値

（２）
ごみ処理体
制の充実

ごみ焼却処理施
設の稼働率（％）

ごみ焼却処理施設
が完全停止ではな
い日の割合（％）

ごみ焼却処理施設が適切に維持管
理された状況を、施設稼働率で確
認するため。

令和元年度～令和5年度平均
の98.0％から3％までの誤
差を許容する９５％以上を目
標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
消費者の自
立支援の充
実

消費生活相談件
数（件）

消費生活に関する
年間の相談件数

相談件数を指標とすることで、消費
生活相談の認知度を把握する目安
になると考え、指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
の目標値は、実績と相談可能
な枠と大きくかけ離れている
ため、実績に基づき相談受入
が可能な上限を目標値とし
た。

（２）
安心できる
葬祭の場の
提供

斎場利用率（％）
斎場の利用可能枠
に対する利用率

斎場利用率を指標とすることで、利
用ニーズを把握する目安になると
考え指標とした。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用率が低下す
る前の令和元年度の利用率
の数値を目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
コミュニティ
活動の推進

自治会・町内会
加入率（％）

自治会・町内会の加
入率

自治会・町内会は、地域コミュニ
ティの核となっており、防災や防犯
の面での役割が再認識されている
ことから、自治会・町内会の加入率
を指標とした。

自治会・町内会の加入率につ
いて、令和８年度の目標値を
36.0%と設定し、毎年1.0%
上昇させる目標とした。

（２）
活動施設の
充実

市民センター利
用率（％）

市民センターの利
用可能枠に対する
利用率

地域活動の拠点となる市民セン
ターの利用率を指標とすることで、
利用ニーズを把握する目安になる
と考え指標とした。

新型コロナウイルス感染症の
影響により、利用率が低下す
る前の利用率の高い平成３０
年度の数値を目標値とし、各
年微増させる目標値とした。

（３）
市民活動へ
の支援

ＮＰＯ法人数（法
人）

市内のＮＰＯ法人数
市内のＮＰＯ法人数を指標とするこ
とで、市民活動の広がりを図る目
安になると考え、指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に２団体ずつ増加
することを見込んでいたが、
実績とかい離してしまった。そ
のため、本計画では、１年間に
１団体増の目標値とした。

（４）
市民活動環
境の充実

団体の施設利用
回数（団体）

施設や備品などを
利用した延べ団体
数

市民活動団体等が利用しやすい施
設を目指していることから、団体の
施設利用回数を指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に１０回ずつ増加す
ることを見込んでいたが、実
績とかい離してしまった。その
ため、本計画では、１年間に５
回増の目標値とした。

（続）第４章　環境・市民生活・コミュニティ

大柱４　コミュニティ・市民活動

中柱

大柱２　ごみ処理

中柱

大柱３　消費生活・葬祭

中柱

 

 

  

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
利便性の高
いまちづく
り

市内人口に占め
る居住誘導区域
内の人口割合
（％）

市内人口に占める
居住誘導区域内の
人口割合

鉄道駅に近く、都市機能が一定程度
充実しているとともに、周辺からの
公共交通によるアクセスの利便性
が高い居住誘導区域に、緩やかに
人口を誘導することにより、将来に
わたって持続可能な、利便性の高い
まちづくりの推進の目安になると
考え、指標とした。

人口の見通しの数値を基に、
増加する人口を居住誘導区域
内に誘導するとともに、居住
誘導区域外から居住誘導区域
への緩やかな誘導を想定し、
目標値として設定した。

（２）
特性に応じ
たまちづく
り

あずま南地区土
地区画整理事業
整備進捗率(％)

あずま南地区土地
区画整理組合によ
る土地区画整理事
業の事業費ベース
における進捗率

面的整備の代表的な手法である土
地区画整理事業と、住民が主体的
にまちづくりのルールを決めること
ができる地区計画を併用し、現在、
施行中である、あずま南地区土地区
画整理事業が順調に進捗すること
により、住みたい、住み続けたいと
感じる、地域の特性に応じたまちづ
くりの推進の目安になると考え、指
標とした。

施行期間が令和１２年３月３１
日までであるため、目標値は１
００％と設定した。

（３）
人中心の歩
きたくなる
まちづくり

朝霞駅南口駅前
通りの歩行者交
通量（人／時間）

休日午後に朝霞駅
南口駅前通りを歩
行する人数

歩行者交通量は、駅周辺を中心に
歩きたくなる空間づくりが進んだこ
とにより、まちなかに歩行者が増
え、回遊性が高まったことの目安に
なると考え、指標に設定した。

立地適正化計画において同様
の指標を掲げており、令和２７
年を目標年度としている。毎
年均等に歩行者量が増えたと
した場合の数値を設定した。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
やさしさに
配慮した道
づくり

歩道整備延長（累
計）（ｍ）

歩道の整備延長の
累計（右側・左側の
合計）

歩道整備を進めることで、歩車道の
分離が進み安全な道づくりに寄与
すると考え、指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に１７４ｍずつ整備
することを目標としていた。第
６次総合計画前期基本計画で
は更に推進するため１８０ｍず
つ整備することを目標とした。

（２）
良好な交通
環境づくり

市内循環バス（コ
ミュニティバス）
の年間利用者数
（人）

市内循環バス４路線
合計の年間利用者
数

路線バスを補完し、交通不便地域の
解消、公共公益施設の利用促進、通
勤通学の足の確保等、面的な需要
をカバーしている、本市が運行する
地域公共交通である市内循環バス
について、既存路線を維持確保しな
がら、利用増を図ることにより、良
好な交通環境づくりの推進の目安
になると考え、指標とした。

令和６年度から毎年、利用者
数を１％増とし、目標値として
設定した。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
まちの骨格
となる緑づ
くり

市内全域におけ
る緑地面積（ｈａ）

都市公園、特別緑地
保全地区、保護地区
等、永続性が担保さ
れた緑地の総面積

良好な居住環境を有する本市では、
開発などにより身近なみどりが
徐々に失われつつあり、都市の発展
と自然環境保全との調和が大きな
課題となっている。このため、総量
ではなく、法的に、または、社会通
念上永続性が担保される緑地等を
拡大し、みどりの質の向上に努める
ため指標とした。

今後整備や拡張が予定されて
いる、公園等の整備面積等を
踏まえ、目標値を２．２７ヘク
タール増とした。

中柱

第５章　都市基盤・産業振興

大柱１　土地利用

中柱

中柱

大柱３　みどり・景観

大柱２　道路交通

１９７第６次朝霞市総合計画
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指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（２）
うるおいの
ある生活環
境づくり

公園・緑地管理ボ
ランティア団体数
（団体）

公園や緑地を管理
する市民ボランティ
ア団体数

令和４年１０月、今後の公園等のあ
り方について、「都市公園の柔軟な
管理運営のあり方に関する検討会
提言」が国土交通省より公表され、
その中の重点戦略の一つに管理運
営の担い手を広げ・つなぎ・育てる
ことが示された。このため公園等の
清掃や花植え、イベントの企画・実施
などのボランティア活動を担う公園
サポーターを拡大し、官民連携で公
園を育てていくため指標とした。

既存の公園ボランティア団体
の維持については、高齢化等
により解散する団体が増加し
ているものの、今後活動団体
への支援等を強化していくこ
とを想定し、１年度１団体の増
加を見込み設定した。

（３）
まちの魅力
を生み出す
景観づくり

景観の満足度
（％）

市民満足度アンケー
トにおける、景観の
取組について「満
足」または「どちら
かといえば満足」を
選択した市民の割
合

朝霞市景観計画に基づき、市民、事
業者、行政と協働による景観づくり
を進めるとともに、届出制度の活用
により、周辺の景観を大きく阻害し
ない施設づくりを誘導し、地域の特
色を生かした美しい景観の保全・創
出の取り組みの満足度を向上させ
ることにより、まちの魅力を生み出
す景観づくりの推進の目安となる
と考え、指標とした。

令和６年度（見込）から急激な
増加は見込めないため、２年
間で１％増と見込み、目標値と
して設定した。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
安心で快適
な住環境の
整備

適切な管理が行
われていない空
き家の情報提供
に対する解決割
合（％）

窓口や電話等で適
切な管理が行われ
ていない空き家の
相談件数に対する
解決件数の割合

ワンストップ無料相談の件数も検討
したが、受動的な面が強いと考えら
れたため、相談に対して市が改善通
知等を行うなど主導して解決につ
ながった解決件数の割合を指標と
した。

令和元年度から令和５年度の
過去５年間の空き家の相談件
数に対する解決件数の実績が
約２０％であるため、同様の見
込みで目標値として設定した。

（２）
安定した住
生活の確
保・支援

居住支援相談の
満足度（％）

居住支援相談の相
談者を対象としたア
ンケートにおける満
足度の設問にて、相
談者が「満足」また
は「やや満足」を選
択した割合

居住支援相談の相談者に対してア
ンケートを令和６年１０月から実施し
ており、５段階評価で満足度を伺っ
ている。その回答を住生活に対する
支援としての評価と捉え、指標とし
た。

全ての相談者に「満足」、「やや
満足」を選択していただきた
いが、そうでない場合を想定
して90％の目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
上水道の整
備・充実

基幹管路の耐震
化率（上水道）
（％）

市内に給水する重
要基幹管路の耐震
化の割合

基幹管路の耐震化率を指標とする
ことで、整備・充実状況を図る目安
になると考え、指標とした。

令和13年度までの耐震化計
画に基づき、耐震化率100％
に整備する予定となってい
る。

（２）
公共下水道
の整備

老朽化管渠の修
繕改築工事延長
（ｋｍ）

下水道ストックマネ
ジメント計画に基づ
き、修繕や改築を実
施する管渠延長

公共下水道の整備率は、現時点で
既に高水準となっており、今後は既
に布設した下水道管の維持管理が
重要となる段階にある。
本市では、老朽化した下水道管の計
画的な修繕および改築を行うため
の計画として、下水道ストックマネ
ジメント計画を策定しているため、
本成果指標を設定した。

現時点で調査を実施した下水
道管のうち、修繕および改築
が必要と判断された管渠延長
を記している。
ストックマネジメント計画は、
年間何キロの修繕および改築
を実施するといった性格の計
画ではなく、実際に下水道管
の調査を実施し、管渠の状態
を確認した上で修繕および改
築の対象となる下水道管を設
定する計画であるため、目標
値として挙げられるものが、
実際の調査結果となる。

大柱５　上下水道整備

中柱

（続）第５章　都市基盤・産業振興

（続）大柱３　みどり・景観

中柱

大柱４　住宅

中柱

１９８ 第６次朝霞市総合計画



 

 

  

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（２）
うるおいの
ある生活環
境づくり

公園・緑地管理ボ
ランティア団体数
（団体）

公園や緑地を管理
する市民ボランティ
ア団体数

令和４年１０月、今後の公園等のあ
り方について、「都市公園の柔軟な
管理運営のあり方に関する検討会
提言」が国土交通省より公表され、
その中の重点戦略の一つに管理運
営の担い手を広げ・つなぎ・育てる
ことが示された。このため公園等の
清掃や花植え、イベントの企画・実施
などのボランティア活動を担う公園
サポーターを拡大し、官民連携で公
園を育てていくため指標とした。

既存の公園ボランティア団体
の維持については、高齢化等
により解散する団体が増加し
ているものの、今後活動団体
への支援等を強化していくこ
とを想定し、１年度１団体の増
加を見込み設定した。

（３）
まちの魅力
を生み出す
景観づくり

景観の満足度
（％）

市民満足度アンケー
トにおける、景観の
取組について「満
足」または「どちら
かといえば満足」を
選択した市民の割
合

朝霞市景観計画に基づき、市民、事
業者、行政と協働による景観づくり
を進めるとともに、届出制度の活用
により、周辺の景観を大きく阻害し
ない施設づくりを誘導し、地域の特
色を生かした美しい景観の保全・創
出の取り組みの満足度を向上させ
ることにより、まちの魅力を生み出
す景観づくりの推進の目安となる
と考え、指標とした。

令和６年度（見込）から急激な
増加は見込めないため、２年
間で１％増と見込み、目標値と
して設定した。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
安心で快適
な住環境の
整備

適切な管理が行
われていない空
き家の情報提供
に対する解決割
合（％）

窓口や電話等で適
切な管理が行われ
ていない空き家の
相談件数に対する
解決件数の割合

ワンストップ無料相談の件数も検討
したが、受動的な面が強いと考えら
れたため、相談に対して市が改善通
知等を行うなど主導して解決につ
ながった解決件数の割合を指標と
した。

令和元年度から令和５年度の
過去５年間の空き家の相談件
数に対する解決件数の実績が
約２０％であるため、同様の見
込みで目標値として設定した。

（２）
安定した住
生活の確
保・支援

居住支援相談の
満足度（％）

居住支援相談の相
談者を対象としたア
ンケートにおける満
足度の設問にて、相
談者が「満足」また
は「やや満足」を選
択した割合

居住支援相談の相談者に対してア
ンケートを令和６年１０月から実施し
ており、５段階評価で満足度を伺っ
ている。その回答を住生活に対する
支援としての評価と捉え、指標とし
た。

全ての相談者に「満足」、「やや
満足」を選択していただきた
いが、そうでない場合を想定
して90％の目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
上水道の整
備・充実

基幹管路の耐震
化率（上水道）
（％）

市内に給水する重
要基幹管路の耐震
化の割合

基幹管路の耐震化率を指標とする
ことで、整備・充実状況を図る目安
になると考え、指標とした。

令和13年度までの耐震化計
画に基づき、耐震化率100％
に整備する予定となってい
る。

（２）
公共下水道
の整備

老朽化管渠の修
繕改築工事延長
（ｋｍ）

下水道ストックマネ
ジメント計画に基づ
き、修繕や改築を実
施する管渠延長

公共下水道の整備率は、現時点で
既に高水準となっており、今後は既
に布設した下水道管の維持管理が
重要となる段階にある。
本市では、老朽化した下水道管の計
画的な修繕および改築を行うため
の計画として、下水道ストックマネ
ジメント計画を策定しているため、
本成果指標を設定した。

現時点で調査を実施した下水
道管のうち、修繕および改築
が必要と判断された管渠延長
を記している。
ストックマネジメント計画は、
年間何キロの修繕および改築
を実施するといった性格の計
画ではなく、実際に下水道管
の調査を実施し、管渠の状態
を確認した上で修繕および改
築の対象となる下水道管を設
定する計画であるため、目標
値として挙げられるものが、
実際の調査結果となる。

大柱５　上下水道整備

中柱

（続）第５章　都市基盤・産業振興

（続）大柱３　みどり・景観

中柱

大柱４　住宅

中柱

 

 

 

 

  
指標名（単位） 説明

施策に対して、当該成果指標を
設定した理由

成果指標の目標値（R12）の
積算根拠

（１）
魅力ある商
業機能の形
成

商店街活性化事
業実施数（回）

商店街が主体的に
実施する催し物、環
境美化活動などの
商店街活性化事業
の実施回数

地域コミュニティの核である商店街
のにぎわいを創出、維持しているこ
とを事業の実施回数で示すもの。

毎年度一つ事業数を増加させ
る。

（２）

中小企業・
小規模事業
者の経営基
盤の強化

商工会加入率
（％）

市内事業所数に対
する朝霞市商工会
加入率

事業者の経営安定については、商
工会などの関係機関による支援が
有用であり、商工会への加入促進が
地域経済の振興に資するため。

加入率は年々減少傾向にある
が、加入促進により上昇に転
じ、５年間で１％上昇させる。

（３）
企業誘致の
推進

企業誘致件数
（件）

企業を誘致した件
数の累計

本市における産業の立地優位性を
生かし、企業誘致を実現すること
が、活気のあふれるまちに資するた
め。

５年間のうちに企業誘致を１
件実現させる。

（４）
都市農業の
振興

認定農業者数
（人）

農業経営改善計画
を市等に提出し認
定を受けた農業者
数

市の農業経営基盤強化促進基本計
画に示された農業経営の目標に向
けて、経営の改善を進める計画の認
定を受けた農業者の増加を指標と
することで、農業者の経営支援を図
るとともに、都市農業の振興の目安
とするため、指標として設定した。

これまでどおり１年間に1人ず
つ増やすことを目標とし、令和
6年度の現状値から積算した
目標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
産業育成の
ための連携
強化

あさか産業フェア
来場者数（人）

同業種や異業種交
流の機会を設け、市
内商工業の情報を
広く発信する「あさ
か産業フェア」に来
場した人数

市民と事業者および事業者同士の
交流や産官学の連携などが推進さ
れていることについて、そのことを
目的としている「あさか産業フェア」
に来場した人数で示すもの。

現状においても多くの来場が
あることや会場の収容人数な
どを踏まえ、５年間で約３％
（1,000人）を増加させる。

（２）
起業・創業
の支援

認定特定創業支
援等事業により
支援を受けたこ
との証明を発行
した事業者数
（者）

認定創業支援等事
業計画に位置づけ
られた市や商工会
などによる認定特
定創業支援等事業
を受けたことの証明
を発行した事業者
数

市や関係機関が実施する起業家育
成相談やセミナーなどにより、起業
時の支援だけでなく、起業後に事業
が軌道に乗るように支援したことを
示すもの。

毎年度１事業者増加させる。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
勤労者支援
の充実

ワーク・ライフ・
グッドバランス認
定企業件数（件）

市のワーク・ライフ・
グッドバランス企業
認定制度による認
定企業件数の累計

多様な働き方やワーク・ライフ・バラ
ンスに取り組む事業者が増えること
で、勤労者が働きやすいまちの実現
に資するため。

毎年度２事業所増加させる。

（２） 雇用の促進
就職支援相談者
数（人）

就職に関する相談
をした延べ人数

就職支援相談の実施を通じて、就
職を希望する方が希望する企業に
就職できるよう支援したことを示す
もの。

２年間で１人ずつ、５年間で３
人増加させる。

（続）第５章　都市基盤・産業振興

中柱

大柱６　産業活性化

中柱

大柱７　産業の育成と支援

中柱

大柱８　勤労者支援

１９９第６次朝霞市総合計画
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指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）

人権教育・
啓発活動・
問題解決に
向けた支援

人権に関する研
修会・講演会参加
者数（人）

人権研修会などの
年間参加者数

人権教育・啓発活動の主な事業の
効果を測る具体的な指標とするた
め、研修会等の参加者数とした。

研修会・講演会（市民人権教育
研修会、人権問題講演会、企
業人権教育研修会）
１００人×３回
公民館人権講座　６館×３０人
程度
計５００人

（２）
男女共同参
画・性の多
様性

社会通念・習慣・
しきたりなどで男
女の地位は平等
であるとする市
民の割合（％）

男女平等に関する
意識調査において
社会通念・習慣・し
きたりなどで男女の
地位は平等である
とする市民の割合

男女平等に関する意識調査におい
て社会通念・習慣・しきたりなどで
男女の地位は平等であるとする市
民の割合を増やしていくことを指
標とすることで、日常生活のさまざ
まな場面で見られる固定的役割分
業意識の解消などに関する取組を
進めるとともに、男女平等の推進状
況を図る目安になると考え、指標と
した。

平成２６年度および令和元年
度に行った意識調査では、そ
れぞれ８．１％、８．０％となっ
ている。いずれも目標達成に
至っていないことから、目標
値は現状値の２倍を超える５
人に１人を目指し据え置きとし
て２０を設定した。

（３） 多文化共生
多文化推進サ
ポーターの登録
人数（人）

多文化推進サポー
ターとして登録して
いる人数

今後も多くの外国人の増加が見込
まれることから、行政サービスに係
る通訳、翻訳、文化交流を実施する
多文化推進サポーターの登録人数
を指標とした。

行政サービスに係る通訳、翻
訳、文化交流を実施する多文
化推進サポーターの充実を目
指し、５年間で１１０人の多文
化推進サポーターの登録を目
標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
市民参画と
協働の推進

ＮＰＯやボラン
ティア等との協
働事業数（事業）

ＮＰＯやボランティ
ア等と協働して実施
した事業数

ＮＰＯやボランティア等と市が協働
する事業を増やしていく指標とする
ことで、ＮＰＯ等の市政への参加の
機会の充実を図るとともに協働意
識の高揚を図る目安になると考え、
指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に５事業ずつ増や
すことを目標としていたが、実
績と大きくかい離することに
なってしまった。このため、第
６次総合計画前期基本計画で
は、これまでの実績に基づき１
年間に２事業ずつ、５年間で１
０事業増やすことを目標値と
した。

（２）

情報提供の
充実と市民
ニーズの把
握

広報あさかを見
やすいと感じて
いる市民の割合
（％）

広報あさかアンケー
トで紙面の見やすさ
が「見やすい」また
は「やや見やすい」
を選択した市民の
割合

広報あさかは、行政情報を分かりや
すく市民に伝えるよう、詳細をホー
ムページ等の他の広報媒体に誘導
するなど、市民が見やすくなるよう
編集しており、市政モニターアン
ケートでは、紙面の見やすさ（５段階
評価）について、見やすい・やや見や
すいを選ぶ割合を評価と捉え、指標
とした。

令和元年度から令和５年度ま
での過去５年間の平均が５９．
１となっている。過去の実績値
から６０を目標値として設定し
た。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
総合計画の
推進

市民満足度アン
ケート結果（３４
項目）の平均点
（４段階評価）
（点）

市民満足度アンケー
トにおける市全部の
施策（３４項目）満足
度（４段階評価）を平
均した点数

市民満足度アンケートでは市の施策
全部（３４項目）の満足度（４段階評
価）について評価をしているため、
これら平均した点数が市政全般に
対する評価と捉え、指標とした。

令和３年度から令和６年度（見
込）までの過去４年間の平均
が２．７５となっている。過去の
実績値から２．８０を目標値と
して設定した。

（２）

公平・適正
な負担によ
る財政基盤
の強化

市税収納率（現年
分）（％）

市税収入額を調定
額で除したもの

市政運営の基礎である財源確保に
関し、直接的に大きな目安となると
考え、市税収納率を指標とした。

直近数年は新型コロナウイル
スによる経済的影響を受けて
変動が大きいため、平成２８年
度から令和２年度までの５年
間における平均伸び率から
99.5％を目標とした。

中柱

第６章　政策を推進するための取組

大柱１　人権・多様性の尊重

中柱

大柱２　市民参画・協働

中柱

大柱３　行財政

２００ 第６次朝霞市総合計画



 

 

  

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）

人権教育・
啓発活動・
問題解決に
向けた支援

人権に関する研
修会・講演会参加
者数（人）

人権研修会などの
年間参加者数

人権教育・啓発活動の主な事業の
効果を測る具体的な指標とするた
め、研修会等の参加者数とした。

研修会・講演会（市民人権教育
研修会、人権問題講演会、企
業人権教育研修会）
１００人×３回
公民館人権講座　６館×３０人
程度
計５００人

（２）
男女共同参
画・性の多
様性

社会通念・習慣・
しきたりなどで男
女の地位は平等
であるとする市
民の割合（％）

男女平等に関する
意識調査において
社会通念・習慣・し
きたりなどで男女の
地位は平等である
とする市民の割合

男女平等に関する意識調査におい
て社会通念・習慣・しきたりなどで
男女の地位は平等であるとする市
民の割合を増やしていくことを指
標とすることで、日常生活のさまざ
まな場面で見られる固定的役割分
業意識の解消などに関する取組を
進めるとともに、男女平等の推進状
況を図る目安になると考え、指標と
した。

平成２６年度および令和元年
度に行った意識調査では、そ
れぞれ８．１％、８．０％となっ
ている。いずれも目標達成に
至っていないことから、目標
値は現状値の２倍を超える５
人に１人を目指し据え置きとし
て２０を設定した。

（３） 多文化共生
多文化推進サ
ポーターの登録
人数（人）

多文化推進サポー
ターとして登録して
いる人数

今後も多くの外国人の増加が見込
まれることから、行政サービスに係
る通訳、翻訳、文化交流を実施する
多文化推進サポーターの登録人数
を指標とした。

行政サービスに係る通訳、翻
訳、文化交流を実施する多文
化推進サポーターの充実を目
指し、５年間で１１０人の多文
化推進サポーターの登録を目
標値とした。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
市民参画と
協働の推進

ＮＰＯやボラン
ティア等との協
働事業数（事業）

ＮＰＯやボランティ
ア等と協働して実施
した事業数

ＮＰＯやボランティア等と市が協働
する事業を増やしていく指標とする
ことで、ＮＰＯ等の市政への参加の
機会の充実を図るとともに協働意
識の高揚を図る目安になると考え、
指標とした。

第５次総合計画後期基本計画
では１年間に５事業ずつ増や
すことを目標としていたが、実
績と大きくかい離することに
なってしまった。このため、第
６次総合計画前期基本計画で
は、これまでの実績に基づき１
年間に２事業ずつ、５年間で１
０事業増やすことを目標値と
した。

（２）

情報提供の
充実と市民
ニーズの把
握

広報あさかを見
やすいと感じて
いる市民の割合
（％）

広報あさかアンケー
トで紙面の見やすさ
が「見やすい」また
は「やや見やすい」
を選択した市民の
割合

広報あさかは、行政情報を分かりや
すく市民に伝えるよう、詳細をホー
ムページ等の他の広報媒体に誘導
するなど、市民が見やすくなるよう
編集しており、市政モニターアン
ケートでは、紙面の見やすさ（５段階
評価）について、見やすい・やや見や
すいを選ぶ割合を評価と捉え、指標
とした。

令和元年度から令和５年度ま
での過去５年間の平均が５９．
１となっている。過去の実績値
から６０を目標値として設定し
た。

指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（１）
総合計画の
推進

市民満足度アン
ケート結果（３４
項目）の平均点
（４段階評価）
（点）

市民満足度アンケー
トにおける市全部の
施策（３４項目）満足
度（４段階評価）を平
均した点数

市民満足度アンケートでは市の施策
全部（３４項目）の満足度（４段階評
価）について評価をしているため、
これら平均した点数が市政全般に
対する評価と捉え、指標とした。

令和３年度から令和６年度（見
込）までの過去４年間の平均
が２．７５となっている。過去の
実績値から２．８０を目標値と
して設定した。

（２）

公平・適正
な負担によ
る財政基盤
の強化

市税収納率（現年
分）（％）

市税収入額を調定
額で除したもの

市政運営の基礎である財源確保に
関し、直接的に大きな目安となると
考え、市税収納率を指標とした。

直近数年は新型コロナウイル
スによる経済的影響を受けて
変動が大きいため、平成２８年
度から令和２年度までの５年
間における平均伸び率から
99.5％を目標とした。

中柱

第６章　政策を推進するための取組

大柱１　人権・多様性の尊重

中柱

大柱２　市民参画・協働

中柱

大柱３　行財政

 

 

 
  

中柱 指標名（単位） 説明
施策に対して、当該成果指標を

設定した理由
成果指標の目標値（R12）の

積算根拠

（３）

公共施設の
効果的・効
率的な管
理・運営

公共施設の改修
工事着手率（％）

当該年度時点での、
朝霞市建物系公共
施設マネジメント実
施計画の改修計画
に対する、改修工事
着手率

公共施設を計画的に管理・運営する
上で、マネジメント実施計画に則っ
た改修の推進が欠かせないことか
ら、指標とした。

公共施設を効果的・効率的に
管理・運営する上で、マネジメ
ント実施計画に則った改修の
推進が欠かせないことから１０
０％を目標値として設定した。

（４）
デジタル化
の推進

電子申請による
時間節約効果（時
間）

電子申請利用によ
り、市民が行政手続
に要する時間を短
縮できる効果が期
待される時間数

電子申請を利用すると、市民が行政
手続に要する時間を削減し、自由な
時間を増やすとともに、職員の窓口
対応の減少も見込まれるため、市民
の利便性や行政サービスの向上に
寄与することを示すものと捉え、指
標とした。

令和６年度（見込）の時間節約
効果を１４，０００時間と想定し
ており、令和２年度から令和６
年度（見込）までの過去４年間
の平均値を踏まえ年２，５００
時間程度の節約効果を見込
み、目標値は２９，０００時間と
設定した。
なお、電子申請利用により、市
民が１件当たり往復・待ち時間
合計３０分を削減可能と仮定
した場合の累積効果を時間数
として算出している。（電子申
請総件数×０．５時間）

（５）

機能的な組
織づくりと
人材育成の
充実

市民満足度アン
ケートにおいて
「満足」と回答し
た市民の割合
（％）

暮らしの中で将来像
の実現が実感でき
ているかについてア
ンケートを実施し、
「満足」または「どち
らかといえば満足」
を選択した市民の
割合（４段階評価）

市民満足度アンケートの「満足度」
が市民の行政運営に対しての評価
として捉え、指標とした。

令和３年度から令和６年度（見
込）までの過去４年間の平均
が４６.６となっている。市民満
足度のため、半数の方が「満
足」または「どちらかといえば
満足」と捉えることを目標とし
ていきたいため、目標値は５
０.０％とした。

（６）
シティ・プロ
モーション
の展開

市に愛着を感じ
ている市民の割
合（％）

市政モニターアン
ケートで、市に愛着
を「とても感じてい
る」または「やや感じ
ている」を選択した
市民の割合（５段階
評価）

本市のシティ・プロモーションは、選
ばれるまちづくりと愛着醸成による
定住促進を目指していることから、
市に愛着を感じている割合をシ
ティ・プロモーションの評価として
捉え、指標とした。

令和元年度から令和5年度ま
での実績値の中で、一番数値
の高い令和4年度の８８．８％
を基準に、９０％を目標値とし
て設定した。

（続）第６章　政策を推進するための取組

（続）大柱３　行財政

２０１第６次朝霞市総合計画
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９ 主な個別計画一覧 

 
政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

第１章 

災害対策・ 

防犯 

１ 

災害対策・ 

防犯 
朝霞市地域防災計画 

（令和７年度～） 

朝霞市の地域に係る災害対策全般

に関し、総合的かつ計画的な防災行

政の整備および推進を図り、市民の

生命、身体および財産を災害から保

護することを目的とする計画です。 

危機管理室 

国民保護計画 

（令和４年度～） 

武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、

緊急対処事態から、住民の生命、身

体、財産を保護するための計画で

す。 

危機管理室 

国土強靭化地域計画 

（令和４年度～） 

市民の生命を最大限守り地域社会

の重要な機能を維持する「強さ」と、

生活・経済への影響、市民の財産お

よび公共施設の被害をできる限り軽

減して迅速な復旧・復興ができる「し

なやかさ」を持ち、市民の安全・安心

を守るよう備えるための計画です。 

危機管理室 

第５次朝霞市防犯推進計

画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の防犯施策を総合的、計画的

に推進するための計画です。 
危機管理室 

朝霞市立地適正化計画 

（令和４年度～令和２７

年度） 

生活利便施設と居住の適切な誘導

を図り、公共交通と連携した持続可

能でコンパクトなまちづくりを推進

する計画です。 

まちづくり推

進課 

第２章 

福祉・こども・

健康 

１ 

地域共生社

会の推進 

第５期朝霞市地域福祉計

画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

社会福祉法に基づき、地域福祉の課

題解決のために必要となる施策等に

ついて目標を設定し、地域共生社会

の実現に向けた取組を進める計画

です。 

地域共生社会

課 

第９期朝霞市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画 

（令和６年度～令和８年

度） 

高齢者施策全般の基本的な方針や

目標を示すとともに介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を目的

として定める計画です。 

高齢者・ 

地域福祉課 

介護保険課 

第６次朝霞市障害者プラ

ン 

（令和６年度～令和１１年

度） 

障害者基本法に基づく、朝霞市にお

ける障害者の状況等を踏まえた障害

者のための施策に関する基本的な

計画です。 

障害福祉課 

第７期朝霞市障害福祉計

画・第３期朝霞市障害児

福祉計画 

（令和６年度～令和８年

度） 

障害者総合支援法および児童福祉

法に基づく、障害福祉サービスや障

害児通所支援等の提供体制の確保

や業務の円滑な実施に関する計画

です。 

障害福祉課 

朝霞市こども計画 

（令和７年度～令和１１年

度） 

朝霞市で幸せを感じながらこども・

若者が育ち、保護者が子育てに取り

組むことができるよう、子育ち・子育

て支援の取組の方向性を示す計画

です。 

こども未来課 

２０２ 第６次朝霞市総合計画



 

 

９ 主な個別計画一覧 

 
政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

第１章 

災害対策・ 

防犯 

１ 

災害対策・ 

防犯 
朝霞市地域防災計画 

（令和７年度～） 

朝霞市の地域に係る災害対策全般

に関し、総合的かつ計画的な防災行

政の整備および推進を図り、市民の

生命、身体および財産を災害から保

護することを目的とする計画です。 

危機管理室 

国民保護計画 

（令和４年度～） 

武力攻撃事態、武力攻撃予測事態、

緊急対処事態から、住民の生命、身

体、財産を保護するための計画で

す。 

危機管理室 

国土強靭化地域計画 

（令和４年度～） 

市民の生命を最大限守り地域社会

の重要な機能を維持する「強さ」と、

生活・経済への影響、市民の財産お

よび公共施設の被害をできる限り軽

減して迅速な復旧・復興ができる「し

なやかさ」を持ち、市民の安全・安心

を守るよう備えるための計画です。 

危機管理室 

第５次朝霞市防犯推進計

画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の防犯施策を総合的、計画的

に推進するための計画です。 
危機管理室 

朝霞市立地適正化計画 

（令和４年度～令和２７

年度） 

生活利便施設と居住の適切な誘導

を図り、公共交通と連携した持続可

能でコンパクトなまちづくりを推進

する計画です。 

まちづくり推

進課 

第２章 

福祉・こども・

健康 

１ 

地域共生社

会の推進 

第５期朝霞市地域福祉計

画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

社会福祉法に基づき、地域福祉の課

題解決のために必要となる施策等に

ついて目標を設定し、地域共生社会

の実現に向けた取組を進める計画

です。 

地域共生社会

課 

第９期朝霞市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画 

（令和６年度～令和８年

度） 

高齢者施策全般の基本的な方針や

目標を示すとともに介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を目的

として定める計画です。 

高齢者・ 

地域福祉課 

介護保険課 

第６次朝霞市障害者プラ

ン 

（令和６年度～令和１１年

度） 

障害者基本法に基づく、朝霞市にお

ける障害者の状況等を踏まえた障害

者のための施策に関する基本的な

計画です。 

障害福祉課 

第７期朝霞市障害福祉計

画・第３期朝霞市障害児

福祉計画 

（令和６年度～令和８年

度） 

障害者総合支援法および児童福祉

法に基づく、障害福祉サービスや障

害児通所支援等の提供体制の確保

や業務の円滑な実施に関する計画

です。 

障害福祉課 

朝霞市こども計画 

（令和７年度～令和１１年

度） 

朝霞市で幸せを感じながらこども・

若者が育ち、保護者が子育てに取り

組むことができるよう、子育ち・子育

て支援の取組の方向性を示す計画

です。 

こども未来課 

 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第２章 

福祉・こども・

健康 

２ 

こども・若者

支援、子育て

支援 

【再掲】 

朝霞市こども計画 

（令和７年度～令和１１年

度） 

朝霞市で幸せを感じながらこども・

若者が育ち、保護者が子育てに取り

組むことができるよう、子育ち・子育

て支援の取組の方向性を示す計画

です。 

こども未来課 

【再掲】 

第５期朝霞市地域福祉計

画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

社会福祉法に基づき、地域福祉の課

題解決のために必要となる施策等に

ついて目標を設定し、地域共生社会

の実現に向けた取組を進める計画

です。 

地域共生社会

課 

【再掲】 

第７期朝霞市障害福祉計

画・第３期朝霞市障害児

福祉計画 

（令和６年度～令和８年

度） 

障害者総合支援法および児童福祉

法に基づく、障害福祉サービスや障

害児通所支援等の提供体制の確保

や業務の円滑な実施に関する計画

です。 

障害福祉課 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

３ 

保健・医療 

あさか健康プラン２１（第

３次） 

（令和６年度～令和１８年

度） 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小

を目指し、栄養、運動、歯・口腔など

の各分野の健康づくりを推進する計

画です。  

健康づくり課 

第３期朝霞市国民健康保

険保健事業実施計画（デ

ータヘルス計画） 

（令和６年度～令和１１年

度） 

朝霞市国民健康保険被保険者の健

康・医療情報を活用して効果的かつ

効率的な保健事業の実施を図るた

めの計画です。 

健康づくり課 

第４期朝霞市特定健康診

査等実施計画 

（令和６年度～令和１１年

度） 

朝霞市国民健康保険被保険者の特

定健康診査や特定保健指導等の具

体的な実施方法を定める計画です。 

健康づくり課 

第２期朝霞市自殺対策計

画 

（令和７年度～令和１１年

度） 

誰も自殺に追い込まれることのない

社会の実現に向けて、自殺対策をさ

らに推進するための計画です。 

健康づくり課 

朝霞市新型インフルエン

ザ等対策行動計画 

（平成２６年度～） 

新型インフルエンザ等の発生時にお

いて、感染拡大を可能な限り抑止

し、市民の生命および健康を保護す

るなど、新型インフルエンザ等に対

する対策の強化を図るための計画で

す。 

健康づくり課 

【再掲】 

第９期朝霞市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画 

（令和６年度～令和８年

度） 

高齢者施策全般の基本的な方針や

目標を示すとともに介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を目的

として定める計画です。 

高齢者・ 

地域福祉課 

介護保険課 

２０３第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

第３章  

教育・文化 

１ 

学校教育 
【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

朝霞市学校施設長寿命

化計画 

（令和８年度～令和４７

年度） 

朝霞市の学校施設の長寿命化を図

り、安全・安心で持続的な教育環境

を確保するために、計画的に改修等

を進めるための計画です。 

教育総務課 

朝霞市教育大綱 

（令和８年度～令和１２年

度） 

地域の実情に応じ、教育、学術およ

び文化の振興を図っていくため、市

の教育分野に係る基本理念や基本

方針を定めるものです。 

政策企画課 

２ 

生涯学習 

【再掲】 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

【再掲】 

朝霞市教育大綱 

（令和８年度～令和１２年

度） 

地域の実情に応じ、教育、学術およ

び文化の振興を図っていくため、市

の教育分野に係る基本理念や基本

方針を定めるものです。 

政策企画課 

第４次朝霞市立図書館サ

ービス基本計画・子ども

読書活動推進計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

「図書館法」、「子どもの読書活動の

推進に関する法律」、「図書館の設置

及び望ましい基準」等に基づき、読

書環境を整え、身近な情報拠点とし

て市民の自主的な学習を支援する

図書館サービスを提供するととも

に、次代を担う子どもたちが読書に

親しむ機会の充実と環境整備を図

り、その読書活動を推進するための

計画です。 

図書館 

３ 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン 

第２期朝霞市スポーツ推

進計画 

（令和３年度～令和１２年

度） 

朝霞市が総合的、計画的にスポーツ

推進に取り組んでいくための計画で

す。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

【再掲】 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

２０４ 第６次朝霞市総合計画



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

第３章  

教育・文化 

１ 

学校教育 
【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

朝霞市学校施設長寿命

化計画 

（令和８年度～令和４７

年度） 

朝霞市の学校施設の長寿命化を図

り、安全・安心で持続的な教育環境

を確保するために、計画的に改修等

を進めるための計画です。 

教育総務課 

朝霞市教育大綱 

（令和８年度～令和１２年

度） 

地域の実情に応じ、教育、学術およ

び文化の振興を図っていくため、市

の教育分野に係る基本理念や基本

方針を定めるものです。 

政策企画課 

２ 

生涯学習 

【再掲】 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

【再掲】 

朝霞市教育大綱 

（令和８年度～令和１２年

度） 

地域の実情に応じ、教育、学術およ

び文化の振興を図っていくため、市

の教育分野に係る基本理念や基本

方針を定めるものです。 

政策企画課 

第４次朝霞市立図書館サ

ービス基本計画・子ども

読書活動推進計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

「図書館法」、「子どもの読書活動の

推進に関する法律」、「図書館の設置

及び望ましい基準」等に基づき、読

書環境を整え、身近な情報拠点とし

て市民の自主的な学習を支援する

図書館サービスを提供するととも

に、次代を担う子どもたちが読書に

親しむ機会の充実と環境整備を図

り、その読書活動を推進するための

計画です。 

図書館 

３ 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン 

第２期朝霞市スポーツ推

進計画 

（令和３年度～令和１２年

度） 

朝霞市が総合的、計画的にスポーツ

推進に取り組んでいくための計画で

す。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

【再掲】 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第３章 

教育・文化 

（続） 

３ 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン 

【再掲】 

朝霞市教育大綱 

（令和８年度～令和１２年

度） 

地域の実情に応じ、教育、学術およ

び文化の振興を図っていくため、市

の教育分野に係る基本理念や基本

方針を定めるものです。 

政策企画課 

４ 

地域文化 

【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

【再掲】 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ 

スポーツ課 

【再掲】 

朝霞市教育大綱 

（令和８年度～令和１２年

度） 

地域の実情に応じ、教育、学術およ

び文化の振興を図っていくため、市

の教育分野に係る基本理念や基本

方針を定めるものです。 

政策企画課 

第４章 

環境・市民生

活 ・ コ ミ ュ ニ

ティ 

 

 

１ 

環境 
第３次朝霞市環境基本計

画 

（令和４年度～令和１３年

度） 

「朝霞市住み良い環境づくり基本条

例」に基づき、市の良好な環境の保

全および創造に関する施策を、総合

的かつ計画的に推進していくための

計画です。 

環境推進課 

朝霞市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編） 

（令和４年度～令和１２年

度） 

地球温暖化の原因である温室効果

ガス排出量の削減を促進するための

計画です。 

環境推進課 

朝霞市気候変動適応計

画 

（令和４年度～令和１３年

度） 

本市の地域特性を理解した上で、さ

まざまな気候変動による影響を計画

的に回避・軽減し、安心して暮らせる

まちの実現を目的とした計画です。 

環境推進課 

朝霞市みどりの基本計

画（改訂版） 

（令和８年度～令和１７年

度） 

都市における緑地の適正な保全や

緑化の推進に関する基本計画です。 
みどり公園課 

２ 

ごみ処理 

 

第６次朝霞市一般廃棄物

処理基本計画 

（令和６年度～令和１５年

度） 

朝霞市の一般廃棄物を適正かつ効

率的に処理するために目指すべき方

向を定めた計画です。 

資源リサイク

ル課 

ごみ処理広域化基本構

想 

（令和２年度～） 

朝霞市と和光市で、ごみ処理の広域

化を進める上での課題を整理し、広

域化を進めるための基本的な構想

です。 

資源リサイク

ル課 

（仮称）朝霞和光資源循

環組合ごみ広域処理施

設整備基本計画 

（令和４年度～） 

基本構想に基づき、施設の規模や処

理方式、施設整備に関する計画や設

備計画に関連する事項をまとめた計

画です。 

資源リサイク

ル課 

朝霞市クリーンセンター

施設維持管理計画 

（令和２年度～令和１２年

度） 

現施設の老朽化が進行する中、令和

１２年新施設完成まで、各施設の維

持管理内容をまとめた計画です。 

資源リサイク

ル課 

２０５第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第４章 

環境・市民生

活 ・ コ ミ ュ ニ

ティ 

 

 

３ 

消費生活・ 

葬祭 

朝霞市公共施設等総合

管理計画 

（平成２８年度～令和４７

年度） 

これからの公共施設の姿を考え、公

共施設を持続可能なものとするため

に、行動すべき事項を取りまとめた

ものです。 

財産管理課 

朝霞市建物系公共施設

マネジメント実施計画

（第２期） 

（令和８年度～令和１７年

度） 

個別の施設ごとの改修等の長寿命

化対策を位置づけるとともに、維持

管理費縮減、延床面積縮減に向けた

取組方針の具体化を図るものです。 

財産管理課 

朝霞地区４市共用火葬場

設置基本構想 

（令和６年度～） 

朝霞地区４市における適正な火葬体

制の確立や、周辺環境に配慮した火

葬場建設の検討、施設整備の方向性

を導き出すこと等を目的としていま

す。 

政策企画課 

４ 

コミュニティ・

市民活動 

【再掲】 

朝霞市公共施設等総合

管理計画 

（平成２８年度～令和４７

年度） 

これからの公共施設の姿を考え、公

共施設を持続可能なものとするため

に、行動すべき事項を取りまとめた

ものです。 

財産管理課 

【再掲】 

朝霞市建物系公共施設

マネジメント実施計画

（第２期） 

（令和８年度～令和１７年

度） 

個別の施設ごとの改修等の長寿命

化対策を位置づけるとともに、維持

管理費縮減、延床面積縮減に向けた

取組方針の具体化を図るものです。 

財産管理課 

朝霞市市民協働指針 

（平成２０年度～） 

市民等と行政の協働によるまちづく

りを推進できるよう、協働の基本的

な考え方や市民活動等への支援方

策などを指し示したものです。 

政策企画課 

第５章 

都市基盤・ 

産業振興 

 

１ 

土地利用 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

【再掲】 

朝霞市立地適正化計画 

（令和４年度～令和２７

年度） 

生活利便施設と居住の適切な誘導

を図り、公共交通と連携した持続可

能でコンパクトなまちづくりを推進

する計画です。 

まちづくり推

進課 

朝霞市道路整備基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

道路整備に係る基本的な方向性を

整理し、整備路線の選定および優先

順位等を定めた計画です。 

まちづくり推

進課 

朝霞市基地跡地利用計

画 

（平成２７年度～） 

朝霞市にある基地跡地について、土

地の利用計画や整備方針などをまと

めて国に提出している計画です。 

政策企画課 

朝霞市基地跡地公園・シ

ンボルロード整備基本計

画 

（平成３０年度～） 

「遊び・学び・癒される・憩いの森」、

「人と自然が共存する森」を目指し、

その実現に向けて「市民が守り育て

る森」となるように仕組みを作る計

画です。 

みどり公園課 

２ 

道路交通 

 

【再掲】 

朝霞市道路整備基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

道路整備に係る基本的な方向性を

整理し、整備路線の選定および優先

順位等を定めた計画です。 

まちづくり推

進課 

２０６ 第６次朝霞市総合計画



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第４章 

環境・市民生

活 ・ コ ミ ュ ニ

ティ 

 

 

３ 

消費生活・ 

葬祭 

朝霞市公共施設等総合

管理計画 

（平成２８年度～令和４７

年度） 

これからの公共施設の姿を考え、公

共施設を持続可能なものとするため

に、行動すべき事項を取りまとめた

ものです。 

財産管理課 

朝霞市建物系公共施設

マネジメント実施計画

（第２期） 

（令和８年度～令和１７年

度） 

個別の施設ごとの改修等の長寿命

化対策を位置づけるとともに、維持

管理費縮減、延床面積縮減に向けた

取組方針の具体化を図るものです。 

財産管理課 

朝霞地区４市共用火葬場

設置基本構想 

（令和６年度～） 

朝霞地区４市における適正な火葬体

制の確立や、周辺環境に配慮した火

葬場建設の検討、施設整備の方向性

を導き出すこと等を目的としていま

す。 

政策企画課 

４ 

コミュニティ・

市民活動 

【再掲】 

朝霞市公共施設等総合

管理計画 

（平成２８年度～令和４７

年度） 

これからの公共施設の姿を考え、公

共施設を持続可能なものとするため

に、行動すべき事項を取りまとめた

ものです。 

財産管理課 

【再掲】 

朝霞市建物系公共施設

マネジメント実施計画

（第２期） 

（令和８年度～令和１７年

度） 

個別の施設ごとの改修等の長寿命

化対策を位置づけるとともに、維持

管理費縮減、延床面積縮減に向けた

取組方針の具体化を図るものです。 

財産管理課 

朝霞市市民協働指針 

（平成２０年度～） 

市民等と行政の協働によるまちづく

りを推進できるよう、協働の基本的

な考え方や市民活動等への支援方

策などを指し示したものです。 

政策企画課 

第５章 

都市基盤・ 

産業振興 

 

１ 

土地利用 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

【再掲】 

朝霞市立地適正化計画 

（令和４年度～令和２７

年度） 

生活利便施設と居住の適切な誘導

を図り、公共交通と連携した持続可

能でコンパクトなまちづくりを推進

する計画です。 

まちづくり推

進課 

朝霞市道路整備基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

道路整備に係る基本的な方向性を

整理し、整備路線の選定および優先

順位等を定めた計画です。 

まちづくり推

進課 

朝霞市基地跡地利用計

画 

（平成２７年度～） 

朝霞市にある基地跡地について、土

地の利用計画や整備方針などをまと

めて国に提出している計画です。 

政策企画課 

朝霞市基地跡地公園・シ

ンボルロード整備基本計

画 

（平成３０年度～） 

「遊び・学び・癒される・憩いの森」、

「人と自然が共存する森」を目指し、

その実現に向けて「市民が守り育て

る森」となるように仕組みを作る計

画です。 

みどり公園課 

２ 

道路交通 

 

【再掲】 

朝霞市道路整備基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

道路整備に係る基本的な方向性を

整理し、整備路線の選定および優先

順位等を定めた計画です。 

まちづくり推

進課 

 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第５章 

都市基盤・ 

産業振興 

 

（続） 

２ 

道路交通 

 

朝霞市橋梁長寿命化修

繕計画 

（令和５年度～令和９年

度） 

朝霞市が管理する橋梁について、道

路ネットワークの安全性、信頼性を

向上させるため、効率的かつ適正な

維持管理を行うための計画です。 

道路整備課 

朝霞市道舗装修繕計画 

（令和２年度～令和１１年

度） 

朝霞市が管理する主要な道路につ

いて、舗装の長寿命化や維持管理費

のライフサイクルコスト縮減を目指す

ため、舗装状況に応じた適切な措置

を行うための計画です。 

道路整備課 

朝霞市無電柱化推進計

画 

（令和２年度～令和１０年

度） 

災害時に緊急輸送道路となる幹線

道路等について、無電柱化の推進に

関する基本的な方針、目標、施策等

を定めた計画です。 

道路整備課 

【再掲】 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

【再掲】 

朝霞市立地適正化計画 

（令和４年度～令和２７

年度） 

生活利便施設と居住の適切な誘導

を図り、公共交通と連携した持続可

能でコンパクトなまちづくりを推進

する計画です。 

まちづくり推

進課 

朝霞市地域公共交通計

画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

公共交通の利便性や効率性、持続可

能性を維持向上させるための計画

です。 

まちづくり推

進課 

朝霞市歩道橋長寿命化

計画 

（令和６年度～令和１０年

度） 

市が管理する歩道橋について、予防

保全的な対策を行い、長寿命化およ

び修繕費用縮減を図るための計画

です。 

まちづくり推

進課 

３ 

みどり・景観 

 

【再掲】 

朝霞市みどりの基本計

画 

（令和８年度～令和１７年

度） 

都市における緑地の適正な保全や

緑化の推進に関する基本計画です。 
みどり公園課 

朝霞市公園施設長寿命

化計画 

（令和７年度～令和１６年

度） 

都市公園施設の老朽化に対する安

全対策の強化と、将来の改築・更新

に係るコストの縮減や平準化を図る

ことを目的とした計画です。 

みどり公園課 

朝霞市景観計画 

（平成２７年度～令和１６

年度） 

良好な景観を守りながらより良い景

観をつくることでまちの魅力を高

め、また、官民で協働して景観づくり

を進める基本的な計画です。 

まちづくり推

進課 

【再掲】 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

４ 

住宅 
朝霞市空家等対策計画 

（令和６年２月～令和１６

年１月） 

空家等が適切に管理され、地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼさ

ないための必要な対策等を行う計

画です。 

 

開発建築課 

朝霞市マンション管理適

正化推進計画 

（令和６年２月～令和１１

年１月） 

管理組合自らが適正に管理すること

を促し、管理水準の維持向上を図る

ため、管理計画認定制度の運用等を

行う計画です。 

開発建築課 

２０７第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第５章 

都市基盤・ 

産業振興 

 

（続） 

４ 

住宅 

【再掲】 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

５ 

上下水道整

備 

朝霞市水道事業基本計

画 

（平成２４年度～令和６３

年度） 

将来的な人口減少に伴う水道使用

量の減少が現実味を帯びる中、安全

で安定した給水サービスを持続して

いくため、水源から給水までの現

況、経営状態について、問題点や課

題を整理・把握し、耐震化計画およ

び継続的な劣化施設の更新、応急給

水能力や水道水質の向上など利用

者に直結する整備の立案を効果的

に実施していくための計画です。 

水道施設課 

朝霞市水道事業耐震化

計画 

（平成２４年度～令和１３

年度） 

水道施設の基幹施設を対象に各施

設が保有する耐震性能から被害を想

定し、適切で効果的な耐震化の実現

を目標とした計画です。 

水道施設課 

朝霞市下水道ストックマ

ネジメント計画 

（令和２年度～） 

市内の老朽化した下水道施設につい

て、計画的かつ効率的に、点検・調査

や修繕・改築を行うための計画で

す。 

下水道施設課 

朝霞市雨水管理総合計

画 

（令和２年度～） 

浸水対策を実施すべき区域や整備

方針を定め、効率的に対策を実施

し、浸水被害を軽減させるための計

画です。 

下水道施設課 

【再掲】 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

６ 

産業活性化 
朝霞市産業振興基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

産業振興の目標や施策の方向性を

明らかにし、小規模事業者をはじめ

とする事業者、市民、行政や産業団

体等が一体となって本市ならではの

地域特性を生かした産業振興を進め

ていくための計画です。 

産業振興課 

７ 

産 業 の 育 成

と支援 

【再掲】 

朝霞市産業振興基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

産業振興の目標や施策の方向性を

明らかにし、小規模事業者をはじめ

とする事業者、市民、行政や産業団

体等が一体となって本市ならではの

地域特性を生かした産業振興を進め

ていくための計画です。 

産業振興課 

８ 

勤労者支援 
【再掲】 

朝霞市産業振興基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

産業振興の目標や施策の方向性を

明らかにし、小規模事業者をはじめ

とする事業者、市民、行政や産業団

体等が一体となって本市ならではの

地域特性を生かした産業振興を進め

ていくための計画です。 

産業振興課 

   

 

 

 

 

  

２０８ 第６次朝霞市総合計画



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第５章 

都市基盤・ 

産業振興 

 

（続） 

４ 

住宅 

【再掲】 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

５ 

上下水道整

備 

朝霞市水道事業基本計

画 

（平成２４年度～令和６３

年度） 

将来的な人口減少に伴う水道使用

量の減少が現実味を帯びる中、安全

で安定した給水サービスを持続して

いくため、水源から給水までの現

況、経営状態について、問題点や課

題を整理・把握し、耐震化計画およ

び継続的な劣化施設の更新、応急給

水能力や水道水質の向上など利用

者に直結する整備の立案を効果的

に実施していくための計画です。 

水道施設課 

朝霞市水道事業耐震化

計画 

（平成２４年度～令和１３

年度） 

水道施設の基幹施設を対象に各施

設が保有する耐震性能から被害を想

定し、適切で効果的な耐震化の実現

を目標とした計画です。 

水道施設課 

朝霞市下水道ストックマ

ネジメント計画 

（令和２年度～） 

市内の老朽化した下水道施設につい

て、計画的かつ効率的に、点検・調査

や修繕・改築を行うための計画で

す。 

下水道施設課 

朝霞市雨水管理総合計

画 

（令和２年度～） 

浸水対策を実施すべき区域や整備

方針を定め、効率的に対策を実施

し、浸水被害を軽減させるための計

画です。 

下水道施設課 

【再掲】 

朝霞市都市計画マスター

プラン 

（令和８年度～令和２７

年度） 

朝霞市が定める都市計画の基本的

な指針となり、まちづくりの将来ビ

ジョンを確立する計画です。 

まちづくり推

進課 

６ 

産業活性化 
朝霞市産業振興基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

産業振興の目標や施策の方向性を

明らかにし、小規模事業者をはじめ

とする事業者、市民、行政や産業団

体等が一体となって本市ならではの

地域特性を生かした産業振興を進め

ていくための計画です。 

産業振興課 

７ 

産 業 の 育 成

と支援 

【再掲】 

朝霞市産業振興基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

産業振興の目標や施策の方向性を

明らかにし、小規模事業者をはじめ

とする事業者、市民、行政や産業団

体等が一体となって本市ならではの

地域特性を生かした産業振興を進め

ていくための計画です。 

産業振興課 

８ 

勤労者支援 
【再掲】 

朝霞市産業振興基本計

画 

（令和元年度～令和１０

年度） 

産業振興の目標や施策の方向性を

明らかにし、小規模事業者をはじめ

とする事業者、市民、行政や産業団

体等が一体となって本市ならではの

地域特性を生かした産業振興を進め

ていくための計画です。 

産業振興課 

   

 

 

 

 

  

 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

第６章 

政 策 を 推 進

するための取

組 

 

１ 

人権・多様性

の尊重 

【再掲】 

第３期朝霞市教育振興基

本計画 

（令和８年度～令和１２年

度） 

朝霞市の教育振興施策を総合的、計

画的に推進するための計画です。 
教育総務課 

【再掲】 

第３次朝霞市生涯学習計

画 

（平成２９年度～令和８

年度） 

朝霞市の生涯学習の施策を総合的、

計画的に推進するための計画です。 

生涯学習・ス

ポーツ課 

朝霞市人権・同和行政実

施計画 

（令和５年度～令和９年

度） 

さまざまな人権問題の解決に向けた

取組について、市、教育委員会およ

び朝霞市人権教育推進協議会が連

携して、各種施策を計画的かつ効率

的に推進するために策定した計画で

す。 

人権庶務課 

第３次朝霞市男女平等推

進行動計画 

（令和８年度～令和１７年

度） 

男女が対等なパートナーとしてそれ

ぞれが個性や能力を十分に発揮し、

社会のあらゆる場面に参画すること

を目指して策定した計画で、「ＤＶ防

止基本計画」、「女性活躍推進計画」

および「困難女性支援基本計画」を

内包しています。 

人権庶務課 

朝霞市国際化基本指針 

（平成２１年度～） 

「みんなで築く国際社会とだれにも

やさしい朝霞づくり」を目標としたも

のです。 

地域づくり支

援課 

２ 

市民参画・協

働 
【再掲】 

朝霞市市民協働指針 

（平成２０年度～） 

市民等と行政の協働によるまちづく

りを推進できるよう、協働の基本的

な考え方や市民活動等への支援方

策などを指し示したものです。 

政策企画課 

３ 

行財政 第６次朝霞市総合計画実

施計画 

（毎年度策定） 

第６次総合計画基本構想に定めた将

来像の実現を図るため、前期基本計

画に基づき、行政施策を計画的・効

果的に展開するための計画です。 

政策企画課 

【再掲】 

朝霞市公共施設等総合

管理計画 

（平成２８年度～令和４７

年度） 

これからの公共施設の姿を考え、公

共施設を持続可能なものとするため

に、行動すべき事項を取りまとめた

ものです。 

財産管理課 

【再掲】 

朝霞市建物系公共施設

マネジメント実施計画

（第２期） 

（令和８年度～令和１７年

度） 

個別の施設ごとの改修等の長寿命

化対策を位置づけるとともに、維持

管理費縮減、延床面積縮減に向けた

取組方針の具体化を図るものです。 

財産管理課 

朝霞市 DX 推進方針 

（令和８年度～） 

デジタル技術を活用することで、市

民の利便性の向上を目指すとともに

効率的な行政運営を推進するため

の方針です。 

デジタル推進

課 

朝霞市職員定員管理方

針 

（令和７年度～） 

市の業務の量・内容に応じた適正な

職員配置を行うとともに、社会環境

の変化に的確に対応できる職員体

制を目指す方針を定めたものです。 

政策企画課 

２０９第６次朝霞市総合計画

資 

料 

編



 

 

政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第６章 

政 策 を 推 進

するための取

組 

（続） 

３ 

行財政 

朝霞市人材育成基本方

針 ver.2 

（平成２４年度～） 

職員一人一人が成長し、市全体とし

て組織を活性化していく取組を進め

るため、全職員に共通する人材育成

の基本的な方針を示したものです。 

職員課 

朝霞市特定事業主行動

計画 

（令和７年度～） 

職員の子育て支援の充実および女

性職員の活躍推進に向けた人材育

成や職場環境の形成を行うための

計画です。 

職員課 

朝霞市障害者活躍推進

計画 

（令和７年度～） 

障害を持つ職員の活躍推進に向け

た取組を進めるための計画です。 
職員課 

朝霞市シティ・プロモー

ション方針 

（令和４年度～） 

朝霞市の日常の魅力を効果的に発

信していくことで、選ばれるまちづく

りと愛着醸成による定住促進を目的

としています。 

シティ・プロモ

ーション課 
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政策分野等 大柱 関連する個別計画等 計画等の概要 所管課 

（続） 

第６章 

政 策 を 推 進

するための取

組 

（続） 

３ 

行財政 

朝霞市人材育成基本方

針 ver.2 

（平成２４年度～） 

職員一人一人が成長し、市全体とし

て組織を活性化していく取組を進め

るため、全職員に共通する人材育成

の基本的な方針を示したものです。 

職員課 

朝霞市特定事業主行動

計画 

（令和７年度～） 

職員の子育て支援の充実および女

性職員の活躍推進に向けた人材育

成や職場環境の形成を行うための

計画です。 

職員課 

朝霞市障害者活躍推進

計画 

（令和７年度～） 

障害を持つ職員の活躍推進に向け

た取組を進めるための計画です。 
職員課 

朝霞市シティ・プロモー

ション方針 

（令和４年度～） 

朝霞市の日常の魅力を効果的に発

信していくことで、選ばれるまちづく

りと愛着醸成による定住促進を目的

としています。 

シティ・プロモ

ーション課 

 

 

 

  

 

 

１０ 参考図表 

 

【都市計画図】
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【面整備状況図】 
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【面整備状況図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画道路図】 

 

  

※標記の路線は、朝霞都市計画で決定された都市

計画道路の名称（番号と路線名）です。 

例：３・２・１０志木和光線 ⇒ 国道２５４号バイパス 
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【主要道路網図】 

 
  

県
道
保
谷
志
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【主要道路網図】 

 
  

県
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【都市公園・児童遊園地位置図】 
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【指定緊急避難場所図】 

 

 

  

■ 指定緊急避難場所 

凡 例 

※災害の状況によって

避難場所が異なりま

すので、詳しくは『地

域防災計画』をご覧く

ださい。 
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【指定緊急避難場所図】 

 

 

  

■ 指定緊急避難場所 

凡 例 

※災害の状況によって

避難場所が異なりま

すので、詳しくは『地

域防災計画』をご覧く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【バス路線図】 
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【児童福祉施設等位置図】 
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【児童福祉施設等位置図】 

 

 

【乳幼児期の教育・保育施設位置図】 

■大山保育園 

■ 

宮戸保育園 

■ 

あさしがおか 
アンジュこども園 

■ 

■ 北朝霞保育園 

北朝霞保育園 

 

■ 朝霞ゆりかご保育園 

■ 

太陽と大地のこども保育園 

■ 
朝霞どろんこ保育園 

■朝霞しらこばと保育園 

■ 

三原どろんこ保育園 

■ 
メリー★ポピンズ 
朝霞台ルーム 

■ 

さくら保育園 

■ 浜崎保育園 

■白百合園 

朝霞台駅 

■ 第二あさかたんぽぽこども園 

メリー★ポピンズ 
Kids北朝霞ルーム 

■ 

■  
■つくし保育園 

■北原保育園 

■ 
■ よつばゆりかご保育園 

■ みはら保育園 

■ 

かえで保育園 

あさかだい 
アンジュ保育園 

■元気キッズ第二朝霞園 

■ メリー★ポピンズ 
北朝霞ルーム 

東武東上線 ■ 
溝沼保育園 

■保育園 

▼地域型保育施設 

●家庭保育室 

★幼稚園 

凡      例 
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【福祉施設（高齢者・障害者）位置図】 

  

■福祉施設（障害者） 

□福祉施設（高齢者） 

凡      例 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□朝光苑デイサービスセンター 
□地域包括支援センター 朝光苑 
□朝光苑居宅介護支援センター 
□朝光苑短期入所生活介護事業所 
 

 
□ 
 

・ ■ 

■□ 

■ 障害者ふれあいセンター 

□ 

地域包括支援センター 

あさか中央 
□浜崎老人福祉センター 

■はあとぴあ福祉作業所 

■障害者就労支援センター 

■障害者相談支援センター 

■手話通訳者等派遣事務所 

□ 
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【福祉施設（高齢者・障害者）位置図】 

  

■福祉施設（障害者） 

□福祉施設（高齢者） 

凡      例 

 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

□朝光苑デイサービスセンター 
□地域包括支援センター 朝光苑 
□朝光苑居宅介護支援センター 
□朝光苑短期入所生活介護事業所 
 

 
□ 
 

・ ■ 

■□ 

■ 障害者ふれあいセンター 

□ 

地域包括支援センター 

あさか中央 
□浜崎老人福祉センター 

■はあとぴあ福祉作業所 

■障害者就労支援センター 

■障害者相談支援センター 

■手話通訳者等派遣事務所 

□ 

 

 

【小・中学校位置図】 
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【スポーツ施設位置図】 
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【スポーツ施設位置図】 

 

 

 

【コミュニティ施設位置図】 
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【指定文化財一覧】 

種類 区分 名称 所在地(管理者) 概要 指定年月日 

建造物 重文 旧高橋家住宅 根岸台(市教育委員会) 江戸時代中期に建てられた茅葺きの農家建築 平成 13 年 11 月 14 日 

絵画 市指 絹本着色両界曼荼羅 宮戸(宝蔵寺) 室町～江戸時代の作と推定される仏画 平成 4年 11月 27日 

 

工芸品 

・ 

彫刻 

 

市指 泉蔵寺銅鐘 溝沼(泉蔵寺) 正徳 4 年粉河市正作銘のある市内最古の銅鐘 昭和 51年 3月 13日 

市指 溝沼獅子舞用具 溝沼(金子家) 溝沼獅子舞に使用する用具(獅子頭・太鼓等) 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 鉄造阿弥陀如来立像 根岸台(台雲寺) 鎌倉末～室町時代に製作された鉄仏 平成 6 年 3 月 25 日 

市指 
木造十一面観音菩

薩立像 
岡(東圓寺) 鎌倉時代の製作と推定される市内最古の木彫仏 平成 27年 8月 20日 

市指 木造女神坐像 岡(東圓寺) 天正 11 年銘のある木彫彩色の女神像 平成 27年 8月 20日 

 

 

 

 

書跡 

・ 

古文書 

 

 

 

 

市指 山岡鉄舟扁額 岡(朝一小・博物館保管) 山岡鉄舟筆による「膝折学校」扁額 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 相沢家文書 岡(市教育委員会) 地方文書(江戸時代旧根岸村名主関係文書) 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 内田家文書 岡(市教育委員会) 地方文書(明治時代前半の戸長関係文書) 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 消防日誌 岡(市教育委員会) 旧岡村の消防団の出動記録 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 町名改称許可書 岡(市教育委員会) 「朝霞町」に町名を改称するときの許可書 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 牛山家文書 膝折町(牛山家) 地方文書(江戸時代旧膝折宿名主関係文書) 昭和 51年 3月 13日 

市指 塩味家文書 溝沼(塩味家) 地方文書(江戸時代旧溝沼村名主関係文書) 昭和 51年 3月 13日 

市指 奥住家文書 岡(市教育委員会) 江戸～明治時代の水車(伸銅)関係文書 昭和 51年 3月 13日 

市指 比留間家文書 岡(比留間家) 地方文書(江戸時代旧岡村名主関係文書) 昭和 51年 3月 13日 

市指 
元禄七年秣場争論

裁許絵図 
岡(市教育委員会) 江戸時代の共同採草地の利用をめぐる判決文 平成 7 年 2 月 23 日 

 

 

考古 

資料 

 

 

 

県指 板石塔婆 岡(市教育委員会) 不動曼荼羅と五輪塔を刻む正安 3 年銘の板碑 2 基 昭和 40年 3月 16日 

県指 
宮戸薬師堂山経塚出

土経筒及び外容器 
岡(市教育委員会) 宮戸で出土した平安時代の経筒・和鏡・甕・鉢 平成 4 年 3 月 11 日 

市指 泉水遺跡出土品 岡(市教育委員会) 泉水遺跡より発掘調査によって出土した土器・石器 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 六道地蔵尊 三原(六道地蔵尊保存会) 溝沼・浜崎境にある六道地蔵石幢 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 一乗院の板石塔婆 膝折町(一乗院) 元徳 2 年～文明 12 年までの板碑約 190 基 昭和 50年 3月 17日 

市指 東圓寺の板石塔婆 岡(東圓寺) 市内最古の文永 5 年をはじめとする板碑約 23 基 昭和 50年 3月 17日 

市指 一夜塚古墳出土遺物 岡(市教育委員会) 
朝霞第二小学校にあった一夜塚古墳から出土

した鏡・武器・馬具・埴輪・土製品・土器 
平成 24 年 9 月 1 日 

市指 
泉水山・富士谷遺

跡出土浅鉢形土器 
岡(市教育委員会) 

泉水山・富士谷遺跡より発掘調査によって出土した

縄文時代中期の浅鉢形土器 
令和 3 年 2 月 18 日 

歴史 

資料 
市指 内間木神社大絵馬 

岡(内間木神社・博物館

保管) 

市内最古の「秩父札所参り」をはじめとする大

絵馬 4 面 
平成 12 年 2 月 1 日 

無形 

文化財 

市指 溝沼獅子舞 溝沼(溝沼獅子舞保存会) 春・秋に行われる市内に残る唯一の獅子舞 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 根岸野謡 根岸台(根岸野謡保存会) 根岸台地区に伝わる婚礼等でうたわれる謡 昭和 50年 3月 17日 

 

史跡 

 

県指 柊塚古墳 岡(市教育委員会) 
全長約 72m、高さ約 8m の県南部を代表する前方

後円墳 
平成 14年 3月 22日 

市指 広沢の池 栄町(市教育委員会) 古来より灌漑用水などに利用された湧水池 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 郷戸遺跡 根岸台(渡辺家) 発掘調査された弥生後期～古墳前期の集落跡 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 二本松 本町(市教育委員会) 江戸時代の庚申塔が立つ旧道の目印 昭和 58年 11月 9日 

 

天然 

記念物 

 

市指 夏ぐみ 根岸台(石原家) 推定樹齢 200 年、樹高約 10m 昭和 50年 3月 17日 

市指 ゆず 根岸台(高橋家) 推定樹齢 250 年、樹高約 7m 昭和 50年 3月 17日 

市指 湧水代官水 岡(市教育委員会) 
灌漑用水などとして地域の人々に「代官水」と

呼ばれていた貴重な湧水 
平成 22 年 9 月 1 日 

注：重文＝重要文化財 県指＝埼玉県指定文化財 市指＝朝霞市指定文化財 

 

○ 埼玉県選定重要遺跡 

種類 区分 名称 所在地(管理者) 概要 指定年月日 

史跡 県選 岡の城山 岡(朝霞市) 縄文時代の貝塚や中世の城館跡の残る遺跡 昭和 44 年 10 月 1 日 

資料：文化財課   

２２４ 第６次朝霞市総合計画



 

 

【指定文化財一覧】 

種類 区分 名称 所在地(管理者) 概要 指定年月日 

建造物 重文 旧高橋家住宅 根岸台(市教育委員会) 江戸時代中期に建てられた茅葺きの農家建築 平成 13 年 11 月 14 日 

絵画 市指 絹本着色両界曼荼羅 宮戸(宝蔵寺) 室町～江戸時代の作と推定される仏画 平成 4年 11月 27日 

 

工芸品 

・ 

彫刻 

 

市指 泉蔵寺銅鐘 溝沼(泉蔵寺) 正徳 4 年粉河市正作銘のある市内最古の銅鐘 昭和 51年 3月 13日 

市指 溝沼獅子舞用具 溝沼(金子家) 溝沼獅子舞に使用する用具(獅子頭・太鼓等) 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 鉄造阿弥陀如来立像 根岸台(台雲寺) 鎌倉末～室町時代に製作された鉄仏 平成 6 年 3 月 25 日 

市指 
木造十一面観音菩

薩立像 
岡(東圓寺) 鎌倉時代の製作と推定される市内最古の木彫仏 平成 27年 8月 20日 

市指 木造女神坐像 岡(東圓寺) 天正 11 年銘のある木彫彩色の女神像 平成 27年 8月 20日 

 

 

 

 

書跡 

・ 

古文書 

 

 

 

 

市指 山岡鉄舟扁額 岡(朝一小・博物館保管) 山岡鉄舟筆による「膝折学校」扁額 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 相沢家文書 岡(市教育委員会) 地方文書(江戸時代旧根岸村名主関係文書) 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 内田家文書 岡(市教育委員会) 地方文書(明治時代前半の戸長関係文書) 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 消防日誌 岡(市教育委員会) 旧岡村の消防団の出動記録 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 町名改称許可書 岡(市教育委員会) 「朝霞町」に町名を改称するときの許可書 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 牛山家文書 膝折町(牛山家) 地方文書(江戸時代旧膝折宿名主関係文書) 昭和 51年 3月 13日 

市指 塩味家文書 溝沼(塩味家) 地方文書(江戸時代旧溝沼村名主関係文書) 昭和 51年 3月 13日 

市指 奥住家文書 岡(市教育委員会) 江戸～明治時代の水車(伸銅)関係文書 昭和 51年 3月 13日 

市指 比留間家文書 岡(比留間家) 地方文書(江戸時代旧岡村名主関係文書) 昭和 51年 3月 13日 

市指 
元禄七年秣場争論

裁許絵図 
岡(市教育委員会) 江戸時代の共同採草地の利用をめぐる判決文 平成 7 年 2 月 23 日 

 

 

考古 

資料 

 

 

 

県指 板石塔婆 岡(市教育委員会) 不動曼荼羅と五輪塔を刻む正安 3 年銘の板碑 2 基 昭和 40年 3月 16日 

県指 
宮戸薬師堂山経塚出

土経筒及び外容器 
岡(市教育委員会) 宮戸で出土した平安時代の経筒・和鏡・甕・鉢 平成 4 年 3 月 11 日 

市指 泉水遺跡出土品 岡(市教育委員会) 泉水遺跡より発掘調査によって出土した土器・石器 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 六道地蔵尊 三原(六道地蔵尊保存会) 溝沼・浜崎境にある六道地蔵石幢 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 一乗院の板石塔婆 膝折町(一乗院) 元徳 2 年～文明 12 年までの板碑約 190 基 昭和 50年 3月 17日 

市指 東圓寺の板石塔婆 岡(東圓寺) 市内最古の文永 5 年をはじめとする板碑約 23 基 昭和 50年 3月 17日 

市指 一夜塚古墳出土遺物 岡(市教育委員会) 
朝霞第二小学校にあった一夜塚古墳から出土

した鏡・武器・馬具・埴輪・土製品・土器 
平成 24 年 9 月 1 日 

市指 
泉水山・富士谷遺

跡出土浅鉢形土器 
岡(市教育委員会) 

泉水山・富士谷遺跡より発掘調査によって出土した

縄文時代中期の浅鉢形土器 
令和 3 年 2 月 18 日 

歴史 

資料 
市指 内間木神社大絵馬 

岡(内間木神社・博物館

保管) 

市内最古の「秩父札所参り」をはじめとする大

絵馬 4 面 
平成 12 年 2 月 1 日 

無形 

文化財 

市指 溝沼獅子舞 溝沼(溝沼獅子舞保存会) 春・秋に行われる市内に残る唯一の獅子舞 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 根岸野謡 根岸台(根岸野謡保存会) 根岸台地区に伝わる婚礼等でうたわれる謡 昭和 50年 3月 17日 

 

史跡 

 

県指 柊塚古墳 岡(市教育委員会) 
全長約 72m、高さ約 8m の県南部を代表する前方

後円墳 
平成 14年 3月 22日 

市指 広沢の池 栄町(市教育委員会) 古来より灌漑用水などに利用された湧水池 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 郷戸遺跡 根岸台(渡辺家) 発掘調査された弥生後期～古墳前期の集落跡 昭和 48 年 1 月 1 日 

市指 二本松 本町(市教育委員会) 江戸時代の庚申塔が立つ旧道の目印 昭和 58年 11月 9日 

 

天然 

記念物 

 

市指 夏ぐみ 根岸台(石原家) 推定樹齢 200 年、樹高約 10m 昭和 50年 3月 17日 

市指 ゆず 根岸台(高橋家) 推定樹齢 250 年、樹高約 7m 昭和 50年 3月 17日 

市指 湧水代官水 岡(市教育委員会) 
灌漑用水などとして地域の人々に「代官水」と

呼ばれていた貴重な湧水 
平成 22 年 9 月 1 日 

注：重文＝重要文化財 県指＝埼玉県指定文化財 市指＝朝霞市指定文化財 

 

○ 埼玉県選定重要遺跡 

種類 区分 名称 所在地(管理者) 概要 指定年月日 

史跡 県選 岡の城山 岡(朝霞市) 縄文時代の貝塚や中世の城館跡の残る遺跡 昭和 44 年 10 月 1 日 

資料：文化財課   

 

 

 
用語 解説 

あ行 

アウトリーチ 
支援を必要とする人に対して、訪問や個別対応などさまざまな形で積極
的に関わり、サービスや情報を届けること。 

朝霞アートマルシェ 
朝霞駅南口・東口駅前広場で、秋に開催されているイベント。手作り作
品の展示販売、アート作品づくり体験等が行われる。 

あさか産業フェア 
朝霞市産業文化センターで開催されているイベント。市内商工業の商品
や製品の展示販売、ものづくり体験イベント等が行われる。 

あさかの逸品 
朝霞市商工会が、朝霞の風土、歴史、素材等を生かしたアイデアのある
商品、製法、品質、機能等の商品特性に優れた朝霞市をアピールできる
商品を認定し、朝霞らしさをＰＲしていく取組。 

あさかばる 
期間中にチケットを買うことで、市内店舗で限定メニューの飲食等がで
きるイベント。 

一時保育 
保護者の労働または病気等により家庭での保育が一時的に困難な児童を
保育園で保育する事業。 

インクルーシブ教育 
障害のある人が精神的および身体的な能力などを可能な最大限度までに
発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするための、障
害のない人と障害のある人が共に学ぶ仕組み。 

ウェルビーイング 
個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状
態にあることを意味する概念。 

ウォーカブル 

推進都市 

国内外の先進事例などの情報共有や政策づくりに向けた国と地方とのプ
ラットフォームに参加し、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形
成に向けた取組を推進している地方公共団体。 

延長保育 保育園で、通常の保育時間を延長して行う保育。 

オープンスペース 
道路、公園、広場、河川、農地などの建物によって覆われていない土地
や空間。 

か行 

カーボンニュートラ
ル宣言 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、植林などによる
吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを目指す宣言。政
府は令和３２年（２０５０年）までの実現を目指しており、本市はじめ
全国自治体で脱炭素社会実現に向けた取組を進めている。 

回遊性 ある一定の区域内を一巡するように移動できること。 

学校運営協議会 
学校運営の基本方針の承認や、教育活動などについて意見を述べる、保
護者や地域住民などから構成される組織。この組織を設置した学校はコ
ミュニティ・スクールと呼ばれる。 

看護小規模多機能型
居宅介護 

看護と介護を一体的に提供するサービスで、通い、泊まり、訪問介護、
訪問看護サービスを提供する。登録利用者以外に対してもサービスを提
供し、医療ニーズも有する高齢者の地域での生活を総合的に支える。 

基地跡地 
キャンプ朝霞跡地の留保地。昭和２０年（１９４５年）、陸軍予科士官
学校などの旧軍事施設の跡地を利用するためにアメリカ軍が進駐し、
「キャンプ朝霞」をつくった。 

ギフテッド 一般に高い知能や特定の分野に優れた才能を持つ人のこと。 

１１ 用語解説 
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キャッシュレス決済 
現金を使用せずに商品やサービスの代金を支払う方法のことで、クレジ
ットカード、電子マネー、ＱＲコード決済などがある。物理的な現金の
受け渡しが不要になり、より便利で迅速な取り引きが可能となる。 

キャリア教育 
望ましい勤労観、職業観および職業に関する知識や技術を身に付けさせ
るとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度
を育てる教育。 

旧暫定逆線引き地区 

「暫定逆線引き」は、農地等が残り、当分の間、市街地整備の見通しが
明確でない区域について、用途地域を残したままいったん市街化調整区
域（逆線引き）に編入し、その後、土地区画整理事業等の計画的な整備
の実施が確実となった時点で市街化区域に再編入するとした地区。昭和
５９年（１９８４年）から平成１５年（２００３年）まで運用していた
埼玉県独自の制度で、廃止となったため、「旧暫定逆線引き地区」とい
う。 

旧耐震建築物 
昭和５６年（１９８１年）に改正された建築基準法以前の耐震基準のこ
と。 

旧高橋家住宅 
根岸台２丁目にあり、江戸時代中期までに建てられたと推定される県内
でも最も古いかやぶき民家の一つ。その住宅・敷地が平成１３年（２０
０１年）に重要文化財の指定を受けた。 

共生社会 
障害を理由とする差別を解消し、障害のある人とない人が分け隔てな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域の中で共に手を取り合
って暮らすことのできる社会。 

協働 
市民同士、あるいは市民と行政などがそれぞれの役割分担の下に、目的
を共有し、協力・協調する取組のこと。 

居住誘導区域 
長期的な人口減少下にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持す
ることにより、生活サービス機能や地域コミュニティが持続的に確保さ
れるよう、居住を誘導すべき区域のこと。 

クリーンエネルギー 
環境への負荷を最小限に抑える、または負荷がほぼない形で生産される
エネルギーのことで、太陽光や風力など自然由来のエネルギーが代表と
して挙げられる。 

グリーンインフラ 
自然が有する多様な機能（生物の生息・生育、景観形成、水循環など）
を活用し災害対策や環境保全を解決する考え方。 

健康危機管理 

厚生労働省健康危機管理基本指針において「医薬品、食中毒、感染症、
飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅か
す事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関す
る業務であって、厚生労働省の所管に属するもの」と定義されており、
熱中症対策なども含まれている。 

健康寿命 平均寿命のうち、心身ともに自立し、健康的に生活できる年数。 

建築協定 

住宅地としての環境または商店街としての利便性を維持増進するために
土地の所有者等が敷地、構造、高さ、用途等について建築基準法で定め
られている基準に対して附加する基準を定めることができる協定のこ
と。 

権利擁護 

判断能力が不十分な人で、家族や親族等の援助する人がいない等、一人
で生活していくには不安のある人に対して、福祉サービスの利用援助、
日常生活上の手続き援助、日常的金銭管理、書類等預かり等、安心して
日常生活を送れるよう支援を行うこと。 

後期高齢者  ７５歳以上の高齢者。６５～７４歳の高齢者は前期高齢者という。 

合計特殊出生率 
１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の
女性がその年次の年齢別出生率で一生の間に出産するとしたときのこど
もの数に相当。 
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キャッシュレス決済 
現金を使用せずに商品やサービスの代金を支払う方法のことで、クレジ
ットカード、電子マネー、ＱＲコード決済などがある。物理的な現金の
受け渡しが不要になり、より便利で迅速な取り引きが可能となる。 

キャリア教育 
望ましい勤労観、職業観および職業に関する知識や技術を身に付けさせ
るとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度
を育てる教育。 

旧暫定逆線引き地区 

「暫定逆線引き」は、農地等が残り、当分の間、市街地整備の見通しが
明確でない区域について、用途地域を残したままいったん市街化調整区
域（逆線引き）に編入し、その後、土地区画整理事業等の計画的な整備
の実施が確実となった時点で市街化区域に再編入するとした地区。昭和
５９年（１９８４年）から平成１５年（２００３年）まで運用していた
埼玉県独自の制度で、廃止となったため、「旧暫定逆線引き地区」とい
う。 

旧耐震建築物 
昭和５６年（１９８１年）に改正された建築基準法以前の耐震基準のこ
と。 

旧高橋家住宅 
根岸台２丁目にあり、江戸時代中期までに建てられたと推定される県内
でも最も古いかやぶき民家の一つ。その住宅・敷地が平成１３年（２０
０１年）に重要文化財の指定を受けた。 

共生社会 
障害を理由とする差別を解消し、障害のある人とない人が分け隔てな
く、相互に人格と個性を尊重し合いながら、地域の中で共に手を取り合
って暮らすことのできる社会。 

協働 
市民同士、あるいは市民と行政などがそれぞれの役割分担の下に、目的
を共有し、協力・協調する取組のこと。 

居住誘導区域 
長期的な人口減少下にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持す
ることにより、生活サービス機能や地域コミュニティが持続的に確保さ
れるよう、居住を誘導すべき区域のこと。 

クリーンエネルギー 
環境への負荷を最小限に抑える、または負荷がほぼない形で生産される
エネルギーのことで、太陽光や風力など自然由来のエネルギーが代表と
して挙げられる。 

グリーンインフラ 
自然が有する多様な機能（生物の生息・生育、景観形成、水循環など）
を活用し災害対策や環境保全を解決する考え方。 

健康危機管理 

厚生労働省健康危機管理基本指針において「医薬品、食中毒、感染症、
飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅か
す事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関す
る業務であって、厚生労働省の所管に属するもの」と定義されており、
熱中症対策なども含まれている。 

健康寿命 平均寿命のうち、心身ともに自立し、健康的に生活できる年数。 

建築協定 

住宅地としての環境または商店街としての利便性を維持増進するために
土地の所有者等が敷地、構造、高さ、用途等について建築基準法で定め
られている基準に対して附加する基準を定めることができる協定のこ
と。 

権利擁護 

判断能力が不十分な人で、家族や親族等の援助する人がいない等、一人
で生活していくには不安のある人に対して、福祉サービスの利用援助、
日常生活上の手続き援助、日常的金銭管理、書類等預かり等、安心して
日常生活を送れるよう支援を行うこと。 

後期高齢者  ７５歳以上の高齢者。６５～７４歳の高齢者は前期高齢者という。 

合計特殊出生率 
１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の
女性がその年次の年齢別出生率で一生の間に出産するとしたときのこど
もの数に相当。 

 

 

交通結節点 
鉄道の乗り継ぎ駅、道路のインターチェンジ、自動車からその他の交通
機関に乗り換えるための駅前広場のように交通動線が集中する箇所のこ
と。 

高齢化率  総人口に占める６５歳以上（高齢者）人口の割合。 

コミュニティ・ 

スクール 

保護者や地域住民などから構成される学校運営協議会を設置し、学校と
保護者や地域の住民が共に知恵を出し合いながら、児童生徒の豊かな成
長を支えていく仕組みを備えた学校。 

コワーキングスペー
ス 

さまざまな所属やバックグラウンドを持つ人々が共に働く場所のこと。
オフィススペースや会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら、
独立した仕事を行う。 

コンパクト・ 

プラス・ 

ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市において、地域の活力を維持
するとともに、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心
して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくり
を進める方針で、国土交通省「国土のグランドデザイン２０５０」の中
の一案。 

さ行 

災害協定 
地域防災力の向上のために、各種団体・企業等と締結される災害時にお
ける応援協定。 

シェアサイクル 

自転車を共同利用する交通システムのことで、利用者はどこの拠点 

（ポート）からでも借り出して、好きなポートで返却ができる新たな都
市交通手段のこと。 

市街化区域 
都市計画法に定める都市計画区域のうち、既に市街地を形成している区
域および今後優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域 
都市計画法に定める都市計画区域のうち、市街化が抑制される区域。宅
地造成などの開発は原則として制限される。 

自主防災組織 
「自分たちの地域は自分たちで守る」との理念の下、地域住民の連携に
基づき自主的に結成される組織で、平時には資機材の整備や防災訓練の
実施、災害時には地域の初期消火、救出・救護等を行う。 

市政モニター 

「広聴」の一手法として、本市において平成２６年（２０１４年）に開
始した制度。市政に対する市民の意見や要望を聴取することで、市民の
市政への関心を高め、市民参加を促進するとともに、市民ニーズの把握
および行政効果の測定を行うことにより、これを広く市政に反映させる
ことを目的としている。 

指定管理者制度 
公共施設の管理や運営を、民間などに行わせる制度。市は、施設の管理
運営に必要な経費を指定管理料としてまとめて支払う。 

シティ・セールス 

朝霞ブランド 

本市の誇れる歴史、文化、景観、行事および産品等の地域資源を市の内
外に周知することにより、本市のイメージ向上および郷土意識の醸成を
図ることを目的として認定したもの。 

シティ・ 

プロモーション 

都市の魅力を市外に向けて発信することにより、都市のイメージアップ
や知名度の向上を図り、外部から観光客や定住者、企業を呼び込んだ
り、地域住民の愛着を形成する取組。 

シニア活動センター 
シニア世代（おおむね５０歳以上）の方が、これまで培った知識や経験
を地域活動に生かせる講座の企画および現在活動している団体の情報の
収集や提供などを行う施設。市民活動支援ステーションと併設。 

市民活動支援 

ステーション 

ＮＰＯなどの市民活動を支援するため、団体活動のＰＲのためのポス 

ター掲示や、市民活動に関する資料を配布できるほか、参加や運営の相
談に応じる施設。シニア活動センターと併設。 
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市民活動団体 
市民が自発的な意志に基づいて、豊かで活力ある地域社会の実現を目指
し社会に貢献しようとする活動を、営利を目的とせず継続的に行ってい
る組織。 

市民農園 住民が小面積に区画割した農地で農作業の体験ができる農園。 

社会福祉協議会 
地域福祉の推進を目的とし、都道府県・市区町村に設置されている団体
のこと。福祉・介護サービス事業、障害のある人など要援護者の生活相
談事業をはじめ、さまざまな社会福祉事業を実施している。 

斜面林 
武蔵野台地および荒川低地の間にある崖や斜面など地形差の生じている
部分に残されている緑のこと。 

重層的支援体制 

子ども・障害者・高齢者・生活困窮者といった対象者ごとの支援体制だ
けでは対応が難しい、複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、
「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支
援」を一体的に実施すること。 

住宅確保要配慮者 
住宅セーフティネット法で定義されている概念で、低所得者、高齢者、
障害者などを指す。 

住宅ストック ある一時点における既存の住宅数のこと。 

住民基本台帳 
住民基本台帳法で定められた氏名、生年月日、性別、住所などの項目が
記載された住民票を編成したもの。住民の方々に関する事務処理の基礎
データとなる。 

循環型社会 
資源の採取や破棄が環境への影響の少ない形で行われ、かつ一度使用し
たものが繰り返し使用されるなど、生産活動や日常生活の中で環境への
影響を最少にするような物質循環が保たれた地域社会。 

生涯学習 

人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会
教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア
活動、企業内教育、趣味など、さまざまな場や機会において行う学習の
こと。 

障害者福祉サービス 
障害者総合支援法に規定する法定サービスであり、同法により、障害の
ある人の地域生活の充実、就労による自立などを一元的に支援すること
となった。 

消費生活相談 
契約や悪徳商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故な
どに関する相談。朝霞市消費生活センターにて相談を受け付けている。 

職業教育 
一定または特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度
を育てる教育。 

女性総合相談 
本市が行っている相談で、親族間のもめ事や対人関係などの悩みや問題
を抱える女性に対して、専門の相談員が応じている相談。 

人権作文 
日常の家庭生活や学校生活等の中で得た体験に基づく作文を書くことを
通して、人権尊重の大切さや基本的人権についての理解を深めるととも
に、豊かな人権感覚を身に付けることを目的として実施している。 

人生１００年時代 

多くの人が１００年以上生きることが当たり前となる時代。「日本で
は、平成１９年（２００７年）に生まれたこどもの半数が１０７歳より
長く生きる」との推計があり、平成２９年（２０１７年）に政府におい
て発足した「人生１００年時代構想会議」では生涯にわたる学習の重要
性に関する議論がなされた。 
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市民活動団体 
市民が自発的な意志に基づいて、豊かで活力ある地域社会の実現を目指
し社会に貢献しようとする活動を、営利を目的とせず継続的に行ってい
る組織。 

市民農園 住民が小面積に区画割した農地で農作業の体験ができる農園。 

社会福祉協議会 
地域福祉の推進を目的とし、都道府県・市区町村に設置されている団体
のこと。福祉・介護サービス事業、障害のある人など要援護者の生活相
談事業をはじめ、さまざまな社会福祉事業を実施している。 

斜面林 
武蔵野台地および荒川低地の間にある崖や斜面など地形差の生じている
部分に残されている緑のこと。 

重層的支援体制 

子ども・障害者・高齢者・生活困窮者といった対象者ごとの支援体制だ
けでは対応が難しい、複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、
「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支
援」を一体的に実施すること。 

住宅確保要配慮者 
住宅セーフティネット法で定義されている概念で、低所得者、高齢者、
障害者などを指す。 

住宅ストック ある一時点における既存の住宅数のこと。 

住民基本台帳 
住民基本台帳法で定められた氏名、生年月日、性別、住所などの項目が
記載された住民票を編成したもの。住民の方々に関する事務処理の基礎
データとなる。 

循環型社会 
資源の採取や破棄が環境への影響の少ない形で行われ、かつ一度使用し
たものが繰り返し使用されるなど、生産活動や日常生活の中で環境への
影響を最少にするような物質循環が保たれた地域社会。 

生涯学習 

人々が生涯に行うあらゆる学習、すなわち、学校教育、家庭教育、社会
教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア
活動、企業内教育、趣味など、さまざまな場や機会において行う学習の
こと。 

障害者福祉サービス 
障害者総合支援法に規定する法定サービスであり、同法により、障害の
ある人の地域生活の充実、就労による自立などを一元的に支援すること
となった。 

消費生活相談 
契約や悪徳商法におけるトラブル、製品・食品やサービスによる事故な
どに関する相談。朝霞市消費生活センターにて相談を受け付けている。 

職業教育 
一定または特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度
を育てる教育。 

女性総合相談 
本市が行っている相談で、親族間のもめ事や対人関係などの悩みや問題
を抱える女性に対して、専門の相談員が応じている相談。 

人権作文 
日常の家庭生活や学校生活等の中で得た体験に基づく作文を書くことを
通して、人権尊重の大切さや基本的人権についての理解を深めるととも
に、豊かな人権感覚を身に付けることを目的として実施している。 

人生１００年時代 

多くの人が１００年以上生きることが当たり前となる時代。「日本で
は、平成１９年（２００７年）に生まれたこどもの半数が１０７歳より
長く生きる」との推計があり、平成２９年（２０１７年）に政府におい
て発足した「人生１００年時代構想会議」では生涯にわたる学習の重要
性に関する議論がなされた。 

 

 

シンボルロード 

米軍基地（キャンプ朝霞）として使用されていた広大な敷地の一部を、
いつでも人が憩い、集え、まちに新たな活力とにぎわいをもたらす緑の
道として令和２年（２０２０年）に整備したもの（幅員３０メートル×
延長約６８０メートル、面積約２.０ヘクタール）。 

スクールガード 
各学校の実情に応じて学校内外の巡回、登下校の安全確保や通学路の防
犯パトロールなど、学校安全体制および学校安全ボランティア活動のこ
と。 

生活支援 

コーディネーター  

高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、生活支援や介護予防 

サービスの提供体制の構築を推進する役割を担う人材。主な活動とし
て、生活支援の担い手の養成やサービス開発、関係者のネットワーク構
築、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチングなどを行う。 

生活習慣病 
食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症
の原因となる疾患の総称。 

生産年齢人口  
１５歳から６４歳の人口。生産的な活動に就いている労働力の中核とな
る年代の人口。 

生産緑地 
市街化区域内の農地を保全することにより、良好な都市環境の形成を図
るもの。なお、生産緑地に指定を受けると、原則、農地等としての管理
を３０年間継続することが義務付けられる。 

性と生殖に関する 

健康と権利 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツともいう。平成６年（１９９４年）
カイロの国際人口開発会議において提唱された概念で、人々が安全で満
ち足りた性生活を営むことができ、こどもを持つか持たないか、いつ持
つか、何人持つかを決める自由を持ち、そのための情報と手段を得るこ
とができるという権利。また、差別、強制、暴力を受けることなく、生
殖に関する決定を行える権利も含まれる。さらに、女性が安全に妊娠・
出産を享受でき、またカップルが健康なこどもを持てる最善の機会を得
られるよう適切なヘルスケア・サービスを利用できる権利。 

成年後見制度 
認知症、知的障害、精神障害、統合失調症、高次脳機能障害、遷延性意
識障害などのために判断能力が不十分な人を保護するための制度。 

生物多様性 
あらゆる生物種によって成り立っている生態系の豊かさやバランスが保
たれている状態を指すことに加え、生物が過去から未来へと伝える遺伝
子の多様さまでも含めた幅広い概念。 

性別による固定的な
役割分業意識 

男女を問わず、個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当で
あるにもかかわらず、「男は仕事、女は家庭」「男性は主要な業務、女
性は補助的業務」のように、性別を理由として役割を分ける考え方のこ
と。 

全国学力・ 

学習状況調査 

文部科学省が実施する、「全国的に子供たちの学力・学習状況を把握す
る」ための調査。小学校６年生および中学校３年生を対象としている。 

た行 

待機児童 
保育園への入園申請がなされており、入園条件を満たしているにもかか
わらず、保育園に入園できない状態にある児童。 

多文化共生 
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な
関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこ
と。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を越え
て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を越えて「丸ごと」つながることで、住民一人一
人の暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会。 
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地域ケア会議 
医療・介護等の多職種が協働して、高齢者個人に対する支援の充実と、
それを支える社会基盤整備を同時に進めることを目的に設置された会議
体のこと。 

地域包括 

ケアシステム 

地域住民に対する医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを、関
係者が連携・協力して一体的・体系的に提供する体制のこと。 

地区計画 
都市計画法に基づき、地区の将来に向けてのまちづくりの方向性を定め
るとともに、地区内で建物を建築したり開発等をする場合に守らなくて
はならない地区独自のルールを定めた計画。 

長寿命化 
予防保全や適切な改修等により、公共施設の延命化を図り、長く安全に
利用していくこと。 

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護 

定期巡回訪問または随時通報を受け、（訪問看護事業所と連携しつつ）
利用者の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、
調理・洗濯・掃除等の家事等を行うもの。看護師等による療養上の世話
や診療の補助を行う場合もある。 

低層・中高層住宅地 
用途地域でいう、低層住居専用地域、および中高層住居専用地域から住
居地域のまでの土地利用をイメージしたもの。 

低・未利用地 
適正な土地利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわ
たり利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利
用の程度が低い「低利用地」の総称。 

デジタルアーカイブ 
重要文書や文化資源の情報を長期保存することを目的としてデジタル化
すること。 

デジタル田園都市 

国家構想総合戦略 

これまでの地方創生の取組にデジタルの力を活用して加速させ、「全国
どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指すための戦略。各府
省庁の施策を充実・強化し、施策ごとに令和５年度（２０２３年度）か
ら令和９年度（２０２７年度）までの５か年のＫＰＩ（重要業績評価指
標）とロードマップ（工程表）を位置づけたもの。 

テレワーク 
Tele（離れたところ）と Work（働く）を合わせた造語で、ＩＣＴ技術
を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

典型７公害 
環境基本法で公害として定義されている「大気汚染、水質汚濁、土壌汚
染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭」のこと。 

特定健康診査 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病、脂質異
常症、高血圧症は生活習慣病の改善により予防可能）に着目し、生活習
慣病の予防や早期発見、生活習慣の改善ならびに健康管理が図られるこ
とを目的とし、４０～７４歳の医療保険加入者全員を対象に実施してい
る健診。 

特別緑地保全地区 

都市緑地法第１２条に基づき指定される緑地であり、都市における良好
な自然環境となる緑地において、建築物・工作物の新築や改築、宅地造
成、樹木の伐採などの行為を制限することにより、現状凍結的に緑地を
保全する制度。 

都市計画 
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、土地利用、都市施設の
整備および市街地開発事業に関する計画のこと。 

都市計画道路 

都市計画法に規定された都市施設の一つであり、都市計画で決定された
道路をいう。一般的に幹線道路以上の道路規格が対象となり、都市にお
ける円滑な移動の確保や、都市環境、都市防災等の面で、良好な都市空
間を形成する機能などを果たす。 

都市公園 
都市計画公園および地方公共団体が定める都市計画区域内において設置
する公園のこと。 
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地域ケア会議 
医療・介護等の多職種が協働して、高齢者個人に対する支援の充実と、
それを支える社会基盤整備を同時に進めることを目的に設置された会議
体のこと。 

地域包括 

ケアシステム 

地域住民に対する医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを、関
係者が連携・協力して一体的・体系的に提供する体制のこと。 

地区計画 
都市計画法に基づき、地区の将来に向けてのまちづくりの方向性を定め
るとともに、地区内で建物を建築したり開発等をする場合に守らなくて
はならない地区独自のルールを定めた計画。 

長寿命化 
予防保全や適切な改修等により、公共施設の延命化を図り、長く安全に
利用していくこと。 

定期巡回・随時対応
型訪問介護看護 

定期巡回訪問または随時通報を受け、（訪問看護事業所と連携しつつ）
利用者の居宅を介護福祉士等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、
調理・洗濯・掃除等の家事等を行うもの。看護師等による療養上の世話
や診療の補助を行う場合もある。 

低層・中高層住宅地 
用途地域でいう、低層住居専用地域、および中高層住居専用地域から住
居地域のまでの土地利用をイメージしたもの。 

低・未利用地 
適正な土地利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわ
たり利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利
用の程度が低い「低利用地」の総称。 

デジタルアーカイブ 
重要文書や文化資源の情報を長期保存することを目的としてデジタル化
すること。 

デジタル田園都市 

国家構想総合戦略 

これまでの地方創生の取組にデジタルの力を活用して加速させ、「全国
どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指すための戦略。各府
省庁の施策を充実・強化し、施策ごとに令和５年度（２０２３年度）か
ら令和９年度（２０２７年度）までの５か年のＫＰＩ（重要業績評価指
標）とロードマップ（工程表）を位置づけたもの。 

テレワーク 
Tele（離れたところ）と Work（働く）を合わせた造語で、ＩＣＴ技術
を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

典型７公害 
環境基本法で公害として定義されている「大気汚染、水質汚濁、土壌汚
染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭」のこと。 

特定健康診査 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病、脂質異
常症、高血圧症は生活習慣病の改善により予防可能）に着目し、生活習
慣病の予防や早期発見、生活習慣の改善ならびに健康管理が図られるこ
とを目的とし、４０～７４歳の医療保険加入者全員を対象に実施してい
る健診。 

特別緑地保全地区 

都市緑地法第１２条に基づき指定される緑地であり、都市における良好
な自然環境となる緑地において、建築物・工作物の新築や改築、宅地造
成、樹木の伐採などの行為を制限することにより、現状凍結的に緑地を
保全する制度。 

都市計画 
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための、土地利用、都市施設の
整備および市街地開発事業に関する計画のこと。 

都市計画道路 

都市計画法に規定された都市施設の一つであり、都市計画で決定された
道路をいう。一般的に幹線道路以上の道路規格が対象となり、都市にお
ける円滑な移動の確保や、都市環境、都市防災等の面で、良好な都市空
間を形成する機能などを果たす。 

都市公園 
都市計画公園および地方公共団体が定める都市計画区域内において設置
する公園のこと。 

 

 

土地区画整理事業 

土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地を面的に整備する代表
的な市街地開発事業。区域内の土地を換地（交換・分合）し、土地所有
者等から土地を減歩（一部を提供）してもらい、それを道路や公園等の
新たな公共用地として整備し、宅地を整形化して土地利用増進を図る。 

な行 

認知症サポーター 
都道府県等が実施主体となる「認知症サポーター養成講座」の受講者
で、友人や家族への認知症に関する正しい知識の伝達や、認知症になっ
た人の手助けなどを本人の可能な範囲で行うボランティアをいう。 

ネットワーク 網の目のようなつながりのこと。情報の伝達網のこと。 

ノウハウ 
ものごとのやり方に関する技術知識。知る（know）と、方法（how）と
いう意味の英単語からきている言葉。 

は行 

バリアフリー 

障壁（バリア）となるものを取り除くことをいう。近年では、床の段差
を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面に限らず、社会
生活を困難にしている物理的、社会的、制度的、心理的なさまざまな障
壁を除去するという意味で用いられる。 

ひきこもり 
仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６
か月以上続けて自宅にひきこもっている状態のこと。 

避難行動要支援者 
災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する
ことが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援
を要するものを「避難行動要支援者」という。 

病児保育 
病気または病気の回復期であり、入院加療の必要はない状態で、集団保
育が困難な児童を保育する事業。 

ファミリー・ 

サポート・センター 

子育てと仕事を両立できる社会環境を築くために、手助けを受けたい方
と、していただける方に登録していただき、保育園の送迎や、一時的な
預かりなどの相互援助活動を行う事業。 

扶助費  
市の歳出を性質別に区分した費目の一つで、生活保護、児童福祉、障害
者福祉等に関する給付額で、主に法令により支出が義務付けられ、自治
体が任意に減らすことのできない義務的経費のこと。 

不登校 
病気や経済的理由以外の何かしらの理由で、登校せず、長期欠席（年間
３０日以上）すること。 

壁面後退区域 

道路境界線から一定の距離を取って建物を建築しなければならない制限
を設けている区域。道路と建物との間に空間を確保することで、採光や
通風、防火などについて、良好な住環境を形成するだけでなく、景観を
向上させることを目的とする。 

放課後子ども教室 
すべてのこどもを対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室等を
活用し、地域住民の参画を得てこどもたちと共に勉強やスポーツ・文化
活動、地域住民との交流活動等を行うもの。 

防火地域・ 

準防火地域 

都市計画法に定める地域地区の一つで、市街地における火災の危険を防
ぐため、建築物を構造面から規制する地域のこと。主に商業地域等の高
密度の土地利用が行われる市街地やその周辺地において指定される。 

ポケットパーク 
僅かなスペースを活用し、都市環境の改善や憩いの場の創出などを目的
に整備される小さな公共空間のこと。 
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ま行 

みどりの 

まちづくり基金 

市内の貴重な緑地の保全および緑化の推進を図るために必要な土地の取
得や良好な景観の形成、生物多様性の保全に資する緑化事業等に要する
財源に充てるために設置された基金。 

民生委員・児童委員 
厚生労働大臣から委嘱され、地域で福祉の相談助言活動に従事する人の
こと。地域での社会福祉に関わる相談対応や、高齢者の相談・見守り、
児童虐待の防止・早期発見等、さまざまな地域課題に対応している。 

や行 

ヤングケアラー 
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められ
る子ども・若者」のことを指し、子ども・若者育成支援推進法におい
て、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象とされている。 

遊休農地 

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供され
ないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の
地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる
農地。 

ユニバーサル 

デザイン 

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにか
かわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイ
ンすること。 

要介護 

高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護（要支援）状態にあ
るとすれば、どの程度の介護を必要とするか介護認定審査会で判定され
る。認定の基準は全国一律に客観的に定められていて、介護を必要とす
る度合いの低い方から要支援１～２と要介護１～５の７段階に分けられ
る。 

予防保全 
事前に施設の不具合の兆候等を把握し、不具合が起こらないように、定
期的に管理する保全方法のこと。 

ら行 

ライフステージ 
人間の一生において節目となるできごと（出生、入学、卒業、就職、結
婚、出産、子育て、退職等）によって区分される生活環境の段階のこと
をいう。 

緑化推進条例 
市内にある緑地の保護および緑化の推進に関する必要な事項を定めるこ
とにより､市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的として、
平成元年（１９８９年）に施行された条例のこと。 

レクリエーション 

活動 

仕事や勉強の疲れを癒やし、元気を回復するために行う娯楽活動。言葉
遊びや計算など頭を使う脳トレ、身体を動かすもの、手先や指先を使う
ものなどがある。 

わ行 

ワークショップ 

「作業所」、「勉強会」といった意味を持つ。計画づくりにおいては、
まちづくりに関心のある市民が、身近な問題を持ち寄って将来のまちづ
くりを話し合いながら考えてもらう機会やアイデアを出し合うための市
民の集まりのことを指す。 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

「仕事と生活の調和」を意味し、仕事と仕事以外の生活の調和を図り、
両方を充実させる働き方・生き方のこと。 

ワンストップ 
一か所で用事が足りること。一連の作業やサービスを一か所で完結させ
ること。 
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ま行 

みどりの 

まちづくり基金 

市内の貴重な緑地の保全および緑化の推進を図るために必要な土地の取
得や良好な景観の形成、生物多様性の保全に資する緑化事業等に要する
財源に充てるために設置された基金。 

民生委員・児童委員 
厚生労働大臣から委嘱され、地域で福祉の相談助言活動に従事する人の
こと。地域での社会福祉に関わる相談対応や、高齢者の相談・見守り、
児童虐待の防止・早期発見等、さまざまな地域課題に対応している。 

や行 

ヤングケアラー 
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められ
る子ども・若者」のことを指し、子ども・若者育成支援推進法におい
て、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象とされている。 

遊休農地 

現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供され
ないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の
地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる
農地。 

ユニバーサル 

デザイン 

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにか
かわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイ
ンすること。 

要介護 

高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護（要支援）状態にあ
るとすれば、どの程度の介護を必要とするか介護認定審査会で判定され
る。認定の基準は全国一律に客観的に定められていて、介護を必要とす
る度合いの低い方から要支援１～２と要介護１～５の７段階に分けられ
る。 

予防保全 
事前に施設の不具合の兆候等を把握し、不具合が起こらないように、定
期的に管理する保全方法のこと。 

ら行 

ライフステージ 
人間の一生において節目となるできごと（出生、入学、卒業、就職、結
婚、出産、子育て、退職等）によって区分される生活環境の段階のこと
をいう。 

緑化推進条例 
市内にある緑地の保護および緑化の推進に関する必要な事項を定めるこ
とにより､市民の良好な生活環境の形成に寄与することを目的として、
平成元年（１９８９年）に施行された条例のこと。 

レクリエーション 

活動 

仕事や勉強の疲れを癒やし、元気を回復するために行う娯楽活動。言葉
遊びや計算など頭を使う脳トレ、身体を動かすもの、手先や指先を使う
ものなどがある。 

わ行 

ワークショップ 

「作業所」、「勉強会」といった意味を持つ。計画づくりにおいては、
まちづくりに関心のある市民が、身近な問題を持ち寄って将来のまちづ
くりを話し合いながら考えてもらう機会やアイデアを出し合うための市
民の集まりのことを指す。 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

「仕事と生活の調和」を意味し、仕事と仕事以外の生活の調和を図り、
両方を充実させる働き方・生き方のこと。 

ワンストップ 
一か所で用事が足りること。一連の作業やサービスを一か所で完結させ
ること。 

  

 

 

数字、アルファベット 

３Ｒ 

リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の
３つのＲ（アール）の総称。それぞれ、物を大切に使いごみを減らすこ
と、使える物は繰り返し使うこと、ごみを資源として再び利用するこ
と、を表す。 

ＡＩ 
Artificial Intelligence の略称で、人工知能のこと。人間の思考プロ
セスと同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じ
る情報処理技術。 

ＣＯ２ 
二酸化炭素のこと。温室効果ガスの一つに当たる。１８世紀以降、二酸
化炭素の排出が急激に増えたことが、地球温暖化の主な原因と考えられ
ている。 

ＤＶ 

Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略称で、直訳
すると「家庭内暴力」を意味しており、配偶者やパートナー、恋人その
他親密な関係にあるまたはあった者が、相手に対して振るう身体的・性
的・精神的・経済的暴力のことをいう。 

ＤＸ 

Digital Transformation の略称。デジタル技術を活用して、ビジネス
や生活をより良いものに変革すること。単にＩＴ技術を導入するだけで
なく、業務プロセスや組織文化などを含めた全体的な変革を目指す取組
のことをいう。 

ＧＩＧＡスクール 

構想 

義務教育を受ける児童生徒一人につき一台の学習用情報端末と、高速大
容量の通信ネットワーク環境を整備し、すべてのこどもたちの可能性を
引き出すＩＣＴ教育を実現するための構想。 

ＩＣＴ 
Information and Communication Technology の略称。情報・通信に関
連する技術一般の総称。 

ＬＧＢＴＱ 

性的マイノリティを表す総称の一つで、Lesbian（レズビアン）、Gay
（ゲイ）、Bisexual（バイセクシュアル）、Transgender（トランス 

ジェンダー）、Questioning/Queer（クエスチョニング／クィア）の頭
文字を取ったもの。 

ＮＰＯ 

Non Profit Organization または Not for Profit Organization の略
称。さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配
することを目的としない団体の総称。このうち、特定非営利活動促進法
に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法
人）」という。 

ＰＲ 
Public Relations の略称。企業や自治体等が、事業内容等を良く知っ
てもらうため、情報を発信したり、意見を受け入れたりすること。 

ＳＮＳ 
Social Networking Service の略称。一般に、インターネットを介し、
登録された利用者同士が交流できるサービスのことを指す。 

ＳＯＧＩＥ 

（ソジー） 

すべての人に当てはまる「性のあり方」を表すもので、性的指向
（Sexual Orientation）および性自認（Gender Identity）・性表現
（Gender Expression）とも呼ばれ、ＬＧＢＴＱに限らず、すべての人
に当てはまる属性。本市では、「朝霞市パートナーシップ・ファミリー
シップ制度」を定め、すべての人がＳＯＧＩＥにかかわらず住みやすい
まちの実現を目指している。 
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